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第６２回租税研究大阪大会開催にあたり

社団法人日本租税研究協会副会長

宇野 郁夫
（日本生命保険相互会社会長）

本日は、第６２回の租税研究大阪大会に、多数
の会員の皆様と講師の方々にご参加いただき、
誠にありがとうございます。
後ほど東京からも財務省の佐川審議官、総務

省の岡本税務管理官にお越しいただきますが、
業務ご多忙の中、パネリストを務めていただき
ますことに、この場をお借りいたしまして、心
から御礼を申し上げておきたいと思います。
また、ご出席の皆様方には常日頃、租研の事

業活動にご支援・ご協力を賜っていることにつ
きまして、あらためて御礼を申し上げます。あ
りがとうございます。
さて、現在の状況につきましては、ご承知の

ように景気が徐々に持ち直す気配を示しており
ますけれども、依然として雇用情勢は厳しく、
デフレ脱却が喫緊の課題となっております。
また、先行きにつきましても、このところの

円高や諸外国の景気減速懸念とわが国経済の下
振れリスクが存在しております。
このような足元の状況に加えまして、わが国

は多くの構造的な問題を抱えております。
第１に、近年、世界におけるわが国の経済的

地位が明確に低下してきております。日本経済
に早期に活力を取り戻すべく、グローバル化時
代にふさわしい成長戦略の策定とその実現に、
官民を挙げて取り組むことが強く望まれます。
第２に、少子高齢化の進行です。社会保障費

の膨張や人口構造の変化により、社会保障制度
の持続は困難となることが懸念されております。

持続可能な制度を早期に再構築することが強く
望まれます。
第３に、政府・地方の長期債務残高が巨額に

達し、世界でもけた外れの財務赤字国となって
おります。このままでは、将来の国民生活や経
済全般に重大な悪影響を及ぼすことは明らかで
す。財政再建に向けた具体的な改革案を、直ち
に提示し、実行していくことが強く求められて
おります。
このようにわが国では成長戦略、財政健全化、

社会保障制度の改革等を一体的に強力に推進す
る必要がございます。
税制におきましても、このような一体改革の

中で、国民の力、民間の力を活かし、明るく元
気な日本の未来を築くにふさわしい抜本的な改
革を実現することが不可欠です。
当協会におきましては、民間の立場から税・

― 171 ―



財政の問題を調査・研究し、中長期的な課題を
含め、あるべき税制改正についての提言を毎年
行っております。
そして、今後の抜本的な改革には「経済活力

の強化」と「安定財源の確保」の２つがキーワー
ドとなると考えております。
「経済活動の強化」のためには、企業の国際

競争力を維持・強化し、地方も含めた日本全体
の潜在力を発揮させる税制の構築が何よりも重
要です。
また、国民が安心して安定した生活を営むた

めにも、財政健全化を図り、社会保障の持続性
を確保する必要がございます。そのための「安
定財源の確保」には、消費税の引き上げを含む
安定的でバランスの取れた税体系の構築が必要
と考えます。
政府におきましては、抜本的な税制改革につ

いて早期に制度設計と工程表を国民に示し、実

現に向けた道筋をつける必要があると考えてお
ります。
本日の大阪大会におきましては、「税制改革

を巡る現状と課題」と題した討論会、並びに「租
税債務確定・租税争訟手続における課題と改正
の方向性」と「税法における『司法的積極主義』
の意義と課題」の２つの報告を予定しておりま
す。ご担当いただくのは、皆様ご高承のとおり、
税制に精通された専門家の方々ばかりで、大変
貴重なお話をお伺いできることと存じます。ぜ
ひ本日のプログラムに期待し、ご清聴いただき
ますようよろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、ご出席の皆々様方のます

ますのご発展をお祈り申し上げますとともに、
当協会の活動につきまして、今後ともご支援・
ご協力をいただきますよう切にお願いいたしま
して、私のご挨拶とさせていただきます。あり
がとうございました。
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Ⅰ．はじめに

おはようございます。過分なご紹介をいただ
きましてどうもありがとうございました。民主
党政権下になりまして、税制は消費税とか、法
人税率の引き上げとか、そちらの方に多くの関
心が行っているかと思います。本日午後の討論
会も恐らくメンバーからいたしまして財政学的
な視点からの税制の議論等が華やかに活発に交
わされるのではないかと思っております。私の
方は、本日は税制の中では非常に地味な領域と
いってもよろしいかと思いますが、租税債務確
定手続や租税争訟手続についての現在の課題等
をお話させていただき、現在進行中のこのテ－
マでの改正の動きに関心をもっていただけまし
たらと思っております。
本日のテーマは「租税債務確定・租税争訟手

続」ですので、申告書の提出（債務の確定）か
ら確定額の修正、納付・還付までの一連の手続、
確定後の不服申立、訴訟までの流れのなかで現
在、非常に問題であると考えられて、これまで
も現在も議論が活発に交わされている問題あた

りのお話を中心に進めさせていただきたいと考
えております。
現在の改正議論の状況はといえば、自民党の

政権下で政府はいわゆる国税通則法改正と申し
ますか、租税債務の確定・租税争訟手続の中核
を占めます国税通則法の改正に影響を与える行
政不服審査法案を国会に上程したことがござい
ますけれども、ご存じのように廃案になった経
緯がございます。そこでは、行政不服審査法、
いわゆる不服申立の一般法、それから、行政手
続法、これも行政手続の一般法ですけれども、

報告１ ９月２２日�・午前

租税債務確定・租税争訟手続に
おける課題と改正の方向性
～平成２２年度税制改正大綱における
『納税環境の整備』を踏まえて

同志社大学大学院司法研究科教授

占部 裕典
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といったものの見直しといった部分的改正案を
受けて、それに波及してまいります税務の領域
について国税通則法の若干の手直しを法改正と
いう形で議論を進めておりました。
民主党政権下になりまして、債務確定手続、

あるいは租税争訟手続領域につきましては平成
２２年度税制改正大綱というもののなかでかなり
明確にどこをどういうふうに改正するかという
骨格が示されてまいりました。民主党のマニフ
ェスト等におきましても納税環境の整備の要請
は非常に強くうたわれております。恐らく、こ
れらはそういった勉強会等が民主党（政権下）
で続けられてきて、そういった課題を現政権が
緊急の課題として承知された上で平成２２年税制
改正大綱に盛り込まれたものではないかと思っ
ております。
その税制改正大綱の内容ですけれども、税制

調査会の専門家委員会というものがございまし
て、納税環境整備小委員会という形で今申し上
げたような議論がされておりまして、内閣府の
ホームページに公表されております。その委員
会の配布資料というものを本日の資料（本誌２０８
頁～２２０頁に掲載）として掲げております。
平成２２年度税制改正大綱というのを資料１

（本誌２０８頁）に掲げておりますけれども、そ
こでは納税者権利憲章の制定、あるいは不服審
判所制度の改革、社会保障と税共通の納税者番
号制の導入についての検討、それから、歳入庁
の設置等々について納税環境の整備は急務であ
るとうたわれております。平成２２年度税制改正
大綱の内容につきましては後ほど詳しく検討を
加えさせていただきたいと思っております。
こういった流れの中で、今現在の債務確定手

続、いわゆる租税手続法なり、租税争訟法の中
で現行制度を見たときに存するいろいろな問題
点がこれまでも議論されてきましたが、そうい
った総論、各論を含めまして、どういう点を今
後議論に取り上げ、どのような方向で検討する
必要があるのかなど、そういったことを個人的
な視点からお話し申し上げたいと思います。

なお、本日お話し申し上げることは公的な委
員の立場からではなく、あくまでも、私個人の
立場からの検討であることをお含みください。

１．「行政不服審査法」改正の方向性

現在の国税通則法は昭和３７年に制定されたも
ので、ほぼ５０年たっておりまして、その間ほと
んど抜本的な改正はなされておりません。これ
は異常といえば異常といえます。ここ２０年の間
に行政法の領域というのは非常に目覚ましい発
展を遂げておりまして、行政手続法の制定をは
じめとして、行政事件訴訟法等の改正も行われ
ております。また、行政不服審査法の改正にも
着手しているという段階ですけれども、それか
ら比べますと税務の領域というのは納税者の権
利保障という視点からは非常に遅れていて、租
税確定手続あるいは租税争訟手続についてはあ
らゆる行政分野で最も遅れた領域だと言えるの
ではないかと思います。
税務の領域は租税確定手続、いわゆる行政手

続法の領域では後れを取っています。不服申立、
あるいは訴訟のところも、ご承知のように国税
通則法というものが行政不服審査法なり、行政
手続法、行政事件訴訟法の特例を形づくってお
りまして、その改正がなかなかストレートに国
税通則法に反映されないというところもありま
して、非常に立ち遅れた状態ということになっ
ているということです。レジュメ１の「はじめ
に」（本誌１９１頁）のところに行政不服審査法な
り、行政手続法のここ数年の改正動向なり、そ
れとの関係で国税通則法が改正についてどうい
う対応をしてきたかということを少し書き記し
ております。
行政手続法は平成５年に制定されまして、申

請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出
など、さらにはいろいろな法案を作るときの意
見公募手続等について、非常に細かな手続規定
を置いておりますけれども、ご承知のように国
税通則法７４条の２という条文が行政手続法の租
税への適用を原則排除しております。この排除
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規定の関係で、ほとんどその恩恵といいますか
手続保障は納税者において被っていないという
状況です。一部行政指導のところで若干適用規
定がございますけれども、あってないに等しい
ような、あまり意味をなさないようなものかと
考えております。
行政手続法が導入されるときに国税通則法を

中心とした、あるいは所得税法等のいろいろな
個別税法ごとの手続規定のところでは一貫した、
体系化した手続的な規定を持っているといわれ
ておりました。例えば、青色申告に理由附記と
いうのがございますけれども、行政手続におけ
る理由附記の判例は青色申告の理由附記の規定
からいろいろ理論が深められてきたということ
もあって、多くの行政法学者は「税は税で独自
の手続的体系を持っている。だから、あえて行
政手続法の適用を認める必要はないという考え
方があった」とも聞き及んでおります。ただ、
一方で、行政手続法の適用については、税には
いろいろ特質がありますので、それを踏まえて
あらためて検討すべきであるというようなこと
もあり、いろいろな議論が積み重なって適用除
外になったとも聞き及んでおります。
この行政手続法の一部改正がその後に行われ

まして、法案の内容はレジュメ１（本誌１９１頁）
の下に書いてござますが、行政手続法の一部を
改正する法律案という形で平成２０年を中心に国
会に上程されましたけれども、基本的には多く
の部分で改正を見るに至っておりません。ちな
みに、その中でも税務に使える、税務で適用さ
れるという形で予定、期待されていた条文等も
ございます。
例えばレジュメ２の b（イ）aというところ

で「何人も、法令に違反する事実がある場合に
おいて、その是正のためにされるべき処分又は
行政指導（その根拠となる規定が法律に置かれ
ているものに限る。）がされていないと思料す
るときは、当該処分をする権限を有する一行政
庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機
関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行

政指導をすることを求めることができる。」（行
政手続法の一部を改正する法律案３６条の３第１
項）という規定案がありますが、導入が予定さ
れておりました。例えば更正の請求をしたけれ
ども、あるいは更正の請求期間経過後に嘆願書
を出したけれども、応答してくれないといった
ような場合についてはこの規定に基づいて減額
更正処分をせよということが求められるのでは
ないかということで、行政手続法の一部改正と
租税の現場への影響、適用ということでかなり
期待された部分もございましたけれども、結局、
現在はそこまでにも至っていないわけです。ち
なみに先ほど申し上げた規定は、多くの方が嘆
願書等の場面での活用を期待されていたようで
すが、適用にあたってはかっこ書の条件があり
ますのでその条文は基本的には使えない内容で
す。そのあたりは一部誤解があったわけですけ
れども、非常に期待された規定ではありました。

２．「国税通則法」改正の方向性

さらに、行政不服審査法の一部改正も同時に
予定されておりまして、その議論が深められた
ことによって併せて国税通則法の改正というの
も議論されていたわけです。レジュメ２の下の
方に、行政不服審査法の改正法案を受けまして、
国税通則法もどうあるべきか、どう改正すべき
かということで日本税理士連合会、あるいは日
本弁護士連合会等よりさまざまな内容の意見書
が提出されました。その中身は非常に重要なこ
とを言っておりまして、後ほどそういった中身
も言及しながら改正の動向なり、進むべき方向
性を議論させていただきたいと思います。
平成２０年を中心に行政手続法の一部改正ある

いは行政不服審査法の改正というようなものの
法案が出来上がりまして、それを受けて国税通
則法も改正される予定でした。非常に議論とし
ては活発に交わされました。ただ、行政手続法
なり行政不服審査法の改正を受けてということ
で議論の中心となり、独自の国税通則法の内容
といいますか、広範囲な議論というのはそのと

― 175 ―



きに必ずしもなされたわけではございません。
しかし非常にここ数年そういった議論というの
が各界で徐々に高まってきているのは確かでご
ざいます。残念なことに、そういった議論は先
ほどお話ししましたが、平成２０年の国会に法案
等が上程されましたけれども、結局は審議未了
に終わりまして、廃案になったということです。

３．民主党政権下における改正の
方向性

その後、民主党政権下になりまして、先ほど
申し上げました「２２年度税制改正大綱」とサブ
タイトルが「納税者主権の確立に向けて」とい
うことで、２１年１２月２２日に税制改正大綱が公表
されました。そこでうたわれておりますことは
レジュメ５（本誌１９５頁）に落としております
けれども、資料の方では１から２（本誌２０８頁
～２０９頁）にかけての記載です。
納税者権利憲章を早急に制定する必要があり

ます。これはOECD加盟国ではわが国だけが
立ち遅れているということで、納税者権利憲章
を制定するとして、平成２２年の税制改正大綱に
はうたっております。「納税者権利憲章（仮称）
を早急に制定します」と書いてありますが、こ
の納税者権利憲章の中身については、いわゆる
法的な効力を持たせるのか、どの程度裁判規範
性を与えるのか、どういった内容まで書き込む
のか、といったようなものが今後議論になると
いうことで、税制改正大綱で見直すということ
になっているものと思います。
それとの関連で、税制改正大綱では更正等の

期間制限が問題であるということが書いてあり
ます。通常の更正の請求の期間制限というとこ
ろにこの税制改正大綱は着目しております。課
税庁側の更正の除斥期間が３年から７年である
のに、納税者からの税額の修正（確定金額の変
更）は更正の請求という手続（国税通則法２３条
１項）を経なければできません。それも法定申
告期限から１年以内であるということで、特に
両者の期間制限（除斥期間）のバランスが平仄

が取れていないということで納税者理解を得ら
れないので、見直す必要があるということです。
税制改正大綱は、権利憲章の制定の次に更正の
請求についての見直しということをうたってお
ります。
その次に、国税不服審判所の改革ということ

を記していますが、国税不服審判所の現状がま
ず組織的に問題があるという指摘です。審判官
の多くを国税庁の出身者が占めておりまして、
このことは国税不服審判所の裁決の透明性とい
ったことで非常に問題があるという指摘かと思
います。その他に証拠書類の閲覧・謄写という
ことで納税者の審理手続が制限されているとい
うことで、審理の手続等についても指摘がござ
います。さらに、国税不服審判所との関係で大
きな問題としては、組織や人事のあり方の他に、
不服審査前置主義の見直しということを言って
おります。
多くは国税のことを念頭にここでお話しする

ことになるかと思いますけれども、書かれてい
る内容はパラレルに地方税にも該当するという
ことでお考えいただいていいのではないかと思
います。たとえば国税の不服申立ては二審制を
取っておりますけれども、地方税は原則一審制
です。しかし、両者とも不服審査前置主義を採
用しておりまして、このことについて見直しが
必要であるということです。
その次に、不利益処分の理由附記ということ

が書かれてあります。青色申告者に限って更正
の理由附記が認められております。行政手続法
等では広範囲な行政処分について理由附記が認
められておりますが、税務行政の領域というの
は理由附記が青色申告者に対する更正に限られ
ていて、手続保障という視点からは最も遅れて
いるという状態になっています。この理由附記
などについても見直しが必要であるというよう
なことが書いてあります。
国税不服審判所の組織・人事といったハード

面から、不服申立前置主義、さらに処分の理由
附記の範囲といったようなことから、納税者手
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続保障の視点に立って制度等を見直すというこ
とをうたっております。
税制改正大綱は、３番目に本日お話しできる

かどうか時間的に微妙なところですけれども、
社会保障・税共通の番号制度導入ということを
記しています。納税者番号制というものがいわ
ゆる給付付き税額控除という建て付けを取りま
すと不可欠であるということで、納税者番号制
の導入がうたわれています。ここでは社会保障
制と税制を一体化するために納税者番号制とい
うことも必要であるということで、当然それは、
組織面では、４番目に、社会保障制度と税制を
一体化するという意味で、歳入庁構想というも
のを平成２２年税制改正大綱ではうたっておりま
した。恐らく歳入庁設置の議論というのはこの
ような議論のなかで一番遅れているのではない
かと推測いたしますけれども、税制改正大綱の
なかでは、非常に大きな項目として歳入庁の設
置というものが検討課題に挙げられております。
なお、税制改正大綱がいう罰則の適正化という
のはもう既に改正が終わっておりまして、既に
罰則の適正化というのは実施されています。
そういったことは民主党の政策集にも同じよ

うに列挙されているということです。資料の方
には右上の方に手書きでページ数を打っており
ますけれども、資料３（本誌２１０頁）からが民
主党の政策集で、ほぼ同じようなことが納税環
境の整備としてうたわれているわけです。
今、言ったような民主党政権下での平成２２年

度税制改正大綱に則しまして、そういったもの、
さらにもっと改正すべき点、もっと議論や検討
すべき点も含めて、お話しさせていただきたい
と思います。

Ⅱ．「納税者権利憲章」の
制定と内容

まず納税者権利憲章の制定と内容ですけれど
も、この点につきましてはお配りしております
資料の４、５です。OECDの報告書で「各国

の納税者の権利と義務」というのがどういう状
況であるかということが取りまとめてあります。
OECD加盟国で納税者権利憲章というものが
ないというのは、この資料だけを見ますと、日
本はなしということで、他国の制定年等を見ま
しても非常に立ち遅れているというところがご
ざいます。
ここで議論になりますのは、まず１つは納税

者権利憲章の性格、いわゆる法的な拘束力の問
題だろうかと思います。公文書という形でこう
いう権利が保障されていますよということを文
書化して公表するというような国から法律にそ
の権利を盛り込むといったような国まで少しバ
リエーションがあるかと思います。
納税者権利憲章というのをどういう形で制定

するか。最も一番簡単な方法というのは国税通
則法なり、各税法の納税者の権利にかかわる部
分、義務にかかわる部分というのを文書化して
納税者にわかるように配るという程度のものか
ら、ある程度納税者権利憲章という形で別途国
税通則法の冒頭に盛り込むとか、あるいは別途
納税者権利保護法みたいなものを盛り込んで、
その冒頭に盛り込むかとか、いろいろ考え方は
あるように思います。法的な性格というものは
各国、OECD加盟国間バリエーションに富ん
でおりますので、どの程度の法的拘束力、さら
にその中身として何を書き込むかということが
最大の論点で、検討課題になるだろうと思いま
す。
現在、行政手続法なり、行政不服審査法につ

いては、第１条に「国民の権利・利益の保護」
というのが法の目的としてうたってあります。
ただ、国税通則法につきましては一切そういう
ことは盛り込んでおりません。租税制度につい
ては、納税者の権利を保護するための規定とい
うのが非常に乏しいのが現状です。言い替えま
すと、徴税の原理の方が優先するような規定が
多くを占めておりまして、納税者の権利を保護
するという規定はごく限られていて、不十分で
あるということです。そこで、こういったもの
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は大綱で示しているように納税者の視点に立て
ば不可欠なものであろうということになるかと
思います。
納税者権利憲章に法的拘束力を持たせなけれ

ば「絵に描いた餅になる」ということもござい
ますけれども、この内容はどの程度納税者の権
利というものを各論の中に書き込めるかにかか
っているかと思います。その書き込んだものを
ある程度集約したものを納税者権利憲章の中で
羅列していきまして、ある程度各論を抽象化し
たものを並べるというようなイメージになるの
ではないかなと個人的には想像しております。
そのときに「裁判規範」として基本的には各

論というところが個々の紛争解決の具体的な裁
判規範になるわけですけれども、総じて納税者
権利憲章という形で総論で抽象的に書き込まれ
たところも併せて法解釈の指針になるという形
での規定の下で、裁判規範として運用されると
いうことがふさわしいのではないか、といった
ような意見を個人的には持っております。
現在いろいろな税制改正についての関連の

ホームページを見ますと、日本弁護士連合会の
ホームページには、権利憲章というのを単に国
税通則法の第１章ぐらいに入れるのではなくて、
納税者権利保護法というものを別途制定して、
徹底した納税者の権利保障を図るという形での
新法としての制定ということがうたわれている
かと思います。これは日本弁護士連合会の税制
委員会、あるいはその有志が取りまとめた内容
かと思いますけれども、そこまで納税者権利憲
章について進んだ議論というのも一方ではござ
いますということかと思います。
調査手続きとか、処分手続き、不服申立、訴

訟手続きといったものを含めた各論の規定を総
称したものを納税者権利憲章として持って、そ
の上で裁判規範としての法的拘束力を持たせる
というのが納税者の視点から考えれば望ましい
といえるのではないかなと私は考えております。
ここはまた各論の議論を積み重ねた結果、方向
性が見えてくるものだと考えております。

レジュメ６（本誌１９６頁）の下のあたりに先
ほど申し上げました日本弁護士連合会の税制委
員会が作っておりますホームページの中に納税
者権利憲章としてどういったものを列挙するか
ということが記されております。（一）から（六）
まで具体的に列挙されておりましたので、そこ
に掲げております。非常に抽象的な言い回しで
すけれども、納税者の権利として包括的なもの
がそこにかけられているかと思います。
具体的な中身に入ってまいりますと、それほ

ど税制改正大綱では強く意識されているとは思
われないものであっても喫緊の課題と考えられ
るものもあります。税制改正大綱は税制改正に
列挙されたこと以外でも納税者の権利にかかわ
るものというのは恐らく検討するという方向性
を示しているかと思いますので、もう少し広範
囲なところから、手続法を見ていきたいと思い
ます。各論的なお話に入らせていただきます。

Ⅲ．租税手続法の課題と
改正のあり方

まずレジュメ７の租税手続法の課題と改正の
あり方というところで、最初に税務調査につい
て手続的なお話を書かせていただいております。
確定手続きの手続過程のなかで最も遅れている
ということができます。税務調査における納税
者の権利規定の整備が非常に遅れていて、これ
は不可欠といえる状況にあるのではないかと考
えております。質問検査権の規定を中心にして、
関係条文は質問検査権の規定を中心にわずか数
条です。現行法の下では、税務調査の事前通知
から調査の場所・範囲対象・日時といったもの
の通知、誰を立ち会わせるかという立会権の問
題などを含めて、税務調査官の合理的な裁量に
委ねられているというところがございます。こ
れは、昭和４７年、あるいは昭和４８年に税務調査
についての根幹になるような最高裁判決（川崎
民商事件・荒川民商事件）がでまして、その当
時の最高裁判決の考え方が今なお税務調査の根
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幹にあるということかと思います。

１．調査開始時にかかる規定

お手元にお配りしております資料６（本誌２１３
頁）に「税務調査の流れ」というイメージ図が
ございますけれども、その中で資料７から最高
裁判例が掲げてあります。資料８に下線を引い
た箇所がございますけれども、これは質問検査
権についての所得税法２３４条の条文の解釈とい
いますか、調査官にどれだけの裁量があるかと
いうところ（判示部分）に下線を引っ張ってあ
ります。
下線部のところに「この場合の質問検査の範

囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めの
ない実施の細目については質問検査の必要があ
り、かつ、これと相手方の私的利益との均衡に
おいて社会通念上相当な程度にとどまる限り、
権限ある税務職員の合理的な選択に委ねるもの
と解すべく…」というのがあります。
ポイントは、権限がある税務職員の合理的な

選択、裁量に委ねられているということになっ
ておりますけれども、これは税務署の職員に自
由裁量があるということをいっているわけでは
ないと思いますけれども、現実、あるいは裁判
例を見てみますと、特に、下級審判例等の動向
を見てみますと、裁量の逸脱・濫用等があり、
違法であるといわれることというのはまず皆無
であるということです。なかには調査官が自分
で勝手に調査先の建物の鍵を開けてなかに入っ
てというので、国家賠償請求訴訟で税務調査（の
質問検査権）の違法性というのが認定された
ケースというのが数例ございますけれども、そ
ういったものを除きましたら皆無の状態で、自
由裁量的な判断に実態に近い状態で税務調査は
実施されているというふうな印象を、多くの判
例のなかから個人的には持っております。
そうしますと、税務調査が租税債務の確定に

あたって非常に重要な地位を占めておりまして、
どういう制度が必要かということですが、これ
は以前からかなり言われているところです。レ

ジュメ８（本誌１９８頁）の下のあたりからご覧
いただきたいと思います。まず事前通知が必要
であるということです。事前通知なしにいきな
り実地調査のための訪問をして調査を開始する、
現実にはこういった場合は今日では非常に少な
いかと思いますが、やはり規定は必要でしょう。
現在、税務調査につきましては、国税庁は実

務取扱要領等で（いわゆる通達によって）、原
則として事前通知の必要性というのをうたって
おります。例外的に事前通知をすることによっ
て不正行為をする恐れが高いといったような場
合には事前通知の必要はありませんけれども、
それ以外は事前通知をすべきであるというよう
な実務の運用がなされております。ただ、必ず
しもそれがすべて貫徹されているわけではござ
いませんので、そういう実務運営指針等に基づ
いて運用されているのであれば、それをそのま
ま法律に移していただきたい、いわゆる事前通
知というものを手続規定のなかに盛り込む必要
があるのではないかということかと思います。
事前通知につきましてはご承知のように税理

士法３４条という規定がございます。資料９に
「調査の事前通知及び意見聴取」の関係条文を
掲げております。資料９ではあらかじめ申告書
提出者に日時、場所を通知して調査をする場合
においては、税理士に対してその調査の日時、
場所を通知しなければならないという規定がご
ざいますので、普通、税理士が付いていれば事
前通知は税理士に対してはあり得るということ
になるかと思います。税理士の権利としてこの
事前通知を法的にどのように構成することがで
きるのかといった問題はあるでしょうが、まず
は納税者に対して手続規定は必要であると思わ
れます。
ただ、ここでも条文上は「あらかじめ申告提

出者に日時、場所を通知して調査する場合」と
書いてあるのですけれども、どういう場合にあ
らかじめ申告書提出者に日時、場所を通知する
場合に該当するのかどうかという定めはござい
ません。若干ここでも解釈上争いがございます
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けれども、一応税理士法３４条には事前通知の規
定がございます。税理士の方に通知があって、
いわゆる納税者の方に事前通知の規定がないと
いうのが日本です。
なお、税理士法は税理士固有の権利というも

のを多く認めておりますので、恐らく申告書に
印鑑を付いて、署名して、申告書を提出した以
上は、当該申告についての税務調査は税理士の
権利として認めようという趣旨だと考えますと、
税理士を付けていない納税者も含めて、事前通
知というのを法律の条文に盛り込むということ
が不可欠ではないかと思います。
事前通知の内容ですけれども、調査の理由、

調査の範囲、場所、そういったようなものをあ
る程度具体的に告げるというのが納税者の権利
という視点からは望ましいし、ひいてはある程
度そういうものを明確にしておいた方が調査が
スムーズに進んで、効率的な調査もできるとい
うところもあります。納税者に対して事前通知
をする、あるいは税理士に事前通知をするとい
った場合にある程度、対象者の範囲とか、対象
物件の範囲等も通知する、可能な限り通知する
（事前通知と併せて告知をする）というのが制
度の建て付けとしてはふさわしいのではないか
と個人的には考えております。

２．調査のあり方

税務調査のあり方ですけれども、レジュメ９
（本誌１９９頁）に少し書いております。例えば、
税務調査の冒頭からあらゆる電子メールをチェ
ックしたいとか、帳簿書類等を見る前に取締役
会等の議事録なり、稟議書等をチェックします
から全部出してくださいという形で調査が行わ
れると、納税者はなぜそういうものを出さない
といけないのか、なぜそこまで見られるのか趣
旨がわらないままに、一方的に調査が進むとい
うようなことも十分に想定できるということな
どから、税務調査のあり方についても具体的に
中身をある程度コントロールできるようにして
おく必要があるのではないかなと思います。

先ほど申し上げた最高裁判決などは昭和４０年
代後半の判決ですので、いわゆる行政手続法と
か、そういった手続的な権利というものが今の
ように高く評価される時代ではなかったかと思
います。最高裁判例を錦の御旗にして、税務調
査のあり方というものを考えていくというのは
今現在ではかなり無理があります。そうします
と、事前通知の内容等についても、ある程度の
調査官の裁量の逸脱・濫用をコントロールでき
るような規定というものが必要になってくるの
だろうと思います。
調査の方法なり、特にここでは誰にどの範囲

でとか、先ほど事前通知のところでそういった
ものを書き込んではどうかというお話を申し上
げましたけれども、どういう場合にどこまで範
囲を広げて調査できるかとか、調査の方法、あ
るいはどういう場合に反面調査が可能かとか、
そういったことも含めて書き込めるものは書き
込んで、各論的な手続規定を少し整備する必要
があると考えております。
冒頭に少し検討すべきだったかもしれません

けれども、いわゆる税務調査はご承知のように
大きく分けて３つあると、一般的にテキスト類
には書いてあります。贈与税とか、相続税とか
の資金出処等を尋ねるといったような、純粋な
任意調査的なものから、質問検査権といわれる
間接強制が伴なう任意調査、さらに国税犯則法
に基づく強制調査と３種類に大きく分けられる
かと思います。
全く純粋な任意調査についても納税者はお尋

ねが来ると非常にびっくりしてしまって、何と
してでも正確に書いて出さないといけないとい
う形で四苦八苦するというようなこともありま
す。質問検査権の行使の要件も大切ですけれど
も、そういった調査一般について納税者にわか
る規定がいるのではないかと思います。これら
は、納税者権利憲章の方にも書き方として反映
するようなものだろうと思っております。
もう１つは、２番目の間接強制を伴う任意調

査である質問検査権の行使（税務調査）がどう
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いう場合にできるかという質問検査権の必要性
の問題というのがありまして、これも日本では
はっきりしておりません。質問検査権の条文を
読んだときに、「調査について必要があるとき」
という権限行使のための要件が記載されていま
すが、たとえば、質問検査権に基づいて調査を
するための理由として、御社とは５年間接触し
ていないので調査に参りましたという程度で質
問検査権の必要性という要件を充足したことに
なるのか、といった問題があります。先ほどの
調査の事前通知などの際に、なぜ調査に来たの
かということ（調査の理由開示）を告げる必要
があるかというところともかかわってきます。
判例からは、必要性の判断についてかなり緩

やかで、申告書の内容の適切性を調査するため
に参りましたというぐらいで必要性の要件を充
足しているということになります。そうすると、
何でも取りあえずは質問検査権の権限行使のた
めの要件（発動要件）になり得るというのが恐
らく現状ではないかと思います。この必要性の
要件をどの程度、解釈上絞るかですけれども、
ここは質問検査権行使の必要性について広範囲
な裁量を認めるような考えから非常に絞りをか
けて必要性の要件を判断すべきであるという考
え方まで、議論が日本ではわかれております。
判例等からはこの点についても非常に広範囲な
裁量が認められます。しかし、一方で、学説は
非常に狭く考えるという見解もあって、このあ
たりの必要性の要件についても少し要件規定を
整備する必要があるのではないかというような
気もいたします。ある程度具体的な適用要件と
いうことを示すことによって質問検査権の行使
の必要性を判断するというような建て付けに規
定を近づける方が望ましいのではないか、とい
う思いがいたしております。

３．調査の終了

調査の終わりの場面での手続規定ですけれど
も、現在では調査が終わると何もなければ申告
是認という形で是認通知を出すと実務の取扱い

（実務運営指針に基づいて）になっております。
ただ、現実にはなかなか申告是認通知というの
は出ないという認識しております。パーフェク
トで何の指導事項も存しなかったといえない限
り、恐らく申告是認通知は出してくれないので
はないでしょうか。税額が動かなかったから申
告是認通知をもらえるというような意識が多く
の納税者にはあるかと思いますけれども、「こ
れは今後こういうふうに気を付けてください」
とかいう指導を受けると、申告是認通知はもら
えません。
そうすると、申告是認通知の実務の取扱いを

どうするかということでございますが、やはり
何も問題なければ是認通知を出すという取扱要
領をまずは法律の規定に移し換えるというのは
すぐできるかと思います。ただ、申告是認通知
をもらうことに、納税者にとって何の意味があ
るかということになるかと思います。よく言わ
れることですが、税理士にとっては申告是認通
知をもらって、申告内容についての税務処理に
問題がないというお墨付きを課税庁からもらっ
ておくと、その後の納税者からの損害賠償請求
訴訟等では非常に意義があるということにはな
ります。しかし、納税者自身にとっては申告是
認通知というのは現状では法的な効力もなくて、
さしたる意味もないという考えもできます。
申告是認通知にある程度法的な意義を盛り込

んだ場合については、たとえば申告是認通知を
出したところまでの調査対象については蒸し返
しができませんということも十分に考えられま
す。その後の調査でさかのぼって、その年度に
ついてもう１回調査をかける場合でも調査の対
象外になる、いわゆる「蒸し返し禁止原則」と
いうものを働かせる、という形での運用なり、
立法なども十分に評価に値します。調査の終了
時について申告是認通知ということを制度化す
るのであれば、それに対して何からの法的意義
を認め、そうすればどういう法的な効果が生ず
るのかということを検討する必要があるように
思います。恐らく申告是認通知が出た場合には、
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もう１回調査を行って蒸し返すということはで
きない、いわゆる再調査の対象除外効果（遮断
効）とか、蒸し返し禁止原則といわれるものが
及ぶということになるべきかと思います。
それから、調査に際しての第三者の立会いの

問題ですが、先ほどの昭和４７年、４８年の２つの
最高裁判決がございますけれども、第三者の立
会を認めるかどうかというのも調査官の合理的
な裁量の範囲内であるということになっていま
す。裁量であるというのは第三者を立ち会わせ
ると納税者のプライバシーといったものが侵害
されて、私的利益の侵害になると一般的に解さ
れており、そういうものがなければ、税務署の
調査官の裁量で認めてもいいというようなこと
が言われております。具体的には、税理士事務
所の担当者を立ち会わせることができるかどう
か、あるいは代表者以外の者を立ち会わせるこ
とができるかといった議論になるかと思います。
税務調査官の合理的な裁量に委ねられていると
して、非常に広範囲な裁量が認められていると
ころですが、下級審判決等を見ますと、第三者
の立ち会いを認めれば、納税者の取引先とか、
営業の秘密等プライバシーにいろいろ波及する
問題があるので、立会いは調査官の判断で拒め
るということになっています。そういうものが
ないような場面では恐らく認めるべきであって、
一番内容をよく知っている担当者に立ち会わせ
るというのがプライバシーの侵害という点など
からも問題がないということであれば、立会を
拒否されれば調査官の裁量権の逸脱になるとい
うような可能性も出てくるのではないかと考え
られるわけです。
反面調査についてもいろいろご意見がおあり

かと思います。実態は非常に自由裁量的に運用
されているかと思いますけれども、納税者を調
べて、どうしても反面調査により補完する必要
があるという場合だけ可能だというように厳格
にその要件を縛るという方向性で考えていく必
要があると思います。そういったことは現行の
質問検査権の規定からは必ずしも明確に出てま

いりませんので、そういったことも含めて、調
査過程のところでは規定をしっかり整備してい
く必要があるのではないかと思っております。

４．不利益処分にかかる理由附記

調査が終わった段階の決定、更正の場合の不
利益処分にかかる理由附記ですけれども、レジ
ュメ９（本誌１９９頁）の�２というところです。
理由附記は行政手続法では不利益処分について
は処分基準を定めて聴聞等の機会をあたえ、ま
たあらゆる行政処分の発動に際しては理由附記
をしなければならないという形の規定がござい
ますけれども、これが先ほど来申し上げており
ますように、国税通則法の排除規定で税務の現
場には下りません。いわゆる青色申告者に限っ
て更正の理由附記の規定があります。これも、
たとえば重加算税とかいったような附帯税の賦
課処分、不利益処分は及ばなくて、いわゆる更
正の決定書の中身についてのみ理由附記が及ぶ
という建て付けにしてあります。ここでは、不
利益処分すべてに理由附記を付けるかどうかと
いう議論がまず１つあり得るかと思います。白
色、青色すべてに不利益処分を行政手続と同じ
ように要請するかどうかということがまず１つ
あり得るかと思います。
その次にいわゆる不利益処分については非常

にたくさんのケースがございます。お手元にお
配りしております資料１０（本誌２１７頁）に国税
の不利益処分の件数というものを掲げてありま
す。対応するような形で国税の後に地方税関係
の資料を付けております。
地方税の件数は資料１２のところに記載があり

ますが、地方税においては普通徴収による賦課
決定方式を多くの場合取りますので、２億１，８００
万件という記載にはなっておりますが、地方税
の場合は少し特殊ですので、国税に限って少し
議論させていただきます。基本的に地方税にも
当てはまる議論だともお考えいただいて結構な
のですが、国税で説明させていただきますと、
税務にかかる最高裁判決の積み重ねで理由附記
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の理論の進化というものがありまして、租税法
の青色申告の理由附記の規定を使って理論的進
化があり、その成果が行政手続法に反映させら
れたといっても過言ではないと考えております。
その理由が曖昧であれば課税処分が取り消さ

れ、理由がなければ無効になります。いくら本
税が正しくても処分理由がなければ無効確認訴
訟等で無効にできるというような形で、最高裁
判例は確定しているわけです。最高裁判例はそ
の対象を、青色申告者についての条文を前提に
して考えておりまして、不利益処分については
原則青色申告者に対する更正の本税分について
しか理由附記の法理は及ばないと考えておりま
す。そうしますと、重加算税等のほかの不利益
処分については及ばないというところがありま
すので、その不利益処分のところで青色、白色
をどうするか、それに関連して、不利益処分の
範囲をどこまで広げていくかというところが問
題としてあるかと思います。件数的に不利益処
分は広範囲なものがございますので、これにす
べて理由附記を付するのがいかがなものなのか
というような議論になるかと思います。
行政手続法はすべての不利益処分を原則的に

対象としますが、税務は非常に件数が多いとい
うことを見ていきますと、内容によっては機械
的な行政処分といったものから、ある程度税務
署長の判断を伴うような行政処分というものが
ございますので、その範囲については、そこを
使い分けて、少しその対象をあらゆる行政処分
ではなく狭めるということも十分理由としては
成り立ち得るのかと思います。ただ、重加算税
というのは非常に争いが多いと考えております
重加算税の賦課要件等については、少なくとも
白色申告も含めて理由附記は最低限、要るのだ
ろうと思います。
白色申告書にかかる処分には理由を付けにく

いと思われるかもしれませんけれども、白色申
告書にかかる処分であっても不服申立て（異議
申立）をすると、異議申立の段階ではすべてち
ゃんと理由が付いてくるわけです。決定の理由

は法的には必ず付けなければなりませんので、
理由が付くわけです。処分庁に対して異議申立
をすれば理由が付くというのであれば、はじめ
から理由は付けることが可能だろうと考えれば、
青色ほど具体化しなくても、白色であってもそ
れ相当の理由を付すことができるのではないか、
恐らく推計課税的なものにイメージが及ぶかも
しれませんけれども、ある程度の理由を付すこ
とは必要であろうと考えております。理由附記
の対象となる行政処分の範囲についてはさらに
検討する必要があると思いますけれども、白色
申告にかかる更正等、重加算税の賦課決定あた
りはすくなくともその必要性というのは高いの
ではなかろうかと考えております。
もう少し申し上げますと、この理由について

は何をどの程度書かせるのか（理由附記の程
度）ということを具体化した方が条文の建て付
けとしては好ましいのではないかと考えており
ます。最高裁判例によれば、帳簿書類を義務づ
けております青色申告者に対してですけれども、
帳簿に書いてあることを調査で否認するに際し
ては非常に厳格な理由附記が要ります。帳簿に
記載されたことを覆すわけですから非常に厳格
な理由附記が要ります。そうでないようなもの
についてはそれほど厳格なものは要らないとい
うような二区分説に立って理由附記の程度を考
えているかと思います。一般的に行政処分の種
類や内容によってどういう程度のものが必要か
ということはある程度共通しているかと思いま
すので、その内容の程度差はありますけれども、
取り上げる項目というのはある程度一般化して、
法律に盛り込むということは十分に可能であろ
うと考えております。
重加算税につきましては判例等も多く、会社

の関係者が偽りその他不正の行為といったもの
をしたときに会社代表者はそのような行為を認
識している必要があるのかどうかとか、下級審
判例等を含めて議論が錯綜しているところがご
ざいますので、ある程度こういったものという
のは判例で解釈の煮詰まりを待つというのもあ
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るかと思いますけれども、ある程度合理的な判
断基準に応じた理由が立てられるところは法律
のなかに理由附記の項目を盛り込むということ
が必要かなと思います。

５．勧奨による修正申告の
手続規定の整備

調査の過程のところで少し留意すべきところ
ではないかと思いますけれども、レジュメ１３
（本誌２０３頁）の�３に勧奨による修正申告の手
続規定の整備というのがございます。わが国の
制度は税務調査をして更正するというのは、資
料１０（本誌２１７頁）の方を見ていただいたらわ
かるかと思うのですが、非常に限られています。
更正に代わる勧奨による修正申告という形で、
税務の現場ではほとんど税額の変更決定は行わ
れていると考えますと、この勧奨による修正申
告の手続規定を整備しない限りは更正のところ
だけの不利益処分をいじくっても、それほど納
税者の権利に資するところはないのでと考えら
れます。
勧奨による修正申告というのは行政手続法で

いいますと非常に行政指導に似ているというと
ころがございます。行政指導に似ているという
ことですと、行政手続法で行政指導の内容等に
ついては書面を必要に応じて用意する必要があ
るわけですけれども、国税通則法ではその部分
にかかる規定は排除されております。メモ等で
調査官と納税者、あるいは税理士との間でやり
合う場面があるかもしれませんけれども、何に
ついて指摘を受けて、何について合意に達した
かということは少なくとも文書にしてまとめて
おくということは非常に意義があります。
結果的には増額になり、不利益処分が想定さ

れるところです。不利益処分としての増額更正
であれば理由附記が青色申告者に際してはある
のですが、勧奨による修正申告で応じた場合に
はありません。表向きは納税者が合意したとい
う形になりますので、あとあと内容について不
満があっても不服申立もできませんし、訴訟に

ものってきません。さらには１年を過ぎて、更
正の請求もできないという場面が多々あります
ので、非常に大きな不利益を納税者が被るとい
うことを考えると、何か理由附記にかわるよう
なものが必要であるということです。そうしな
いと十分勧奨の修正申告の過程における納税者
の権利が十分に守れないと考えることができま
す。そこのあたりの手続規定の整備というのも
不可欠であろうと思います。書面による行政指
導とか、合意内容を書面にするとか、そういっ
たようなことというのも１つ、理由附記にかわ
るものとして検討の余地があるのではないかな
と思います。
ただ、昨今は以前に比べると更正処分を受け

るという企業といいますか、納税者が増えてい
るような印象もあります。いわゆる株主代表訴
訟との関係があるのかもしれませんけれども、
非常に増えているように思います。個人的には
更正を受けて、更正処分の附記理由をみて、そ
れで後々に備えるというのが本来の国税通則法
の建て付けではないかと思っております。勧奨
による修正申告という制度がないと税務行政は
回らないという一面もありますけれども、これ
を税務の現場において非常に大きな租税債務の
確定手続の１つとして残すのであれば、ここで
も手続規定というのは不可欠だろうと思います。

６．更正の請求の期間制限等

それから、調査後といいますか、申告後とい
ったら方がよいのかよくわかりませんが、更正
の請求の期間制限の問題ですけれども、これは
先ほどの税制改正大綱で行きますと、除斥期間
との関係で更正の請求期間とのアンバランスを
是正すべきであるとされているということでご
ざいました。レジュメ１３の�４の更正の請求期間
ですけれども、これは何年まで更正の請求可能
か、更正の除斥期間の何年と一致させるのかと
いうのが恐らく最大の問題になるのだろうと思
います。
資料１１が更正・決定のできる期間ということ
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ですが、法人税はちょっと別にしまして国税通
則法では、納税者に不利な増額更正は３年で、
納税者に有利な場合は５年で、偽りその他の不
正の行為、税を免れた場合は７年という建て付
けになっております。議論としては３年か５年
かというところで見解が分かれるのではないか
と想定されます。もしこれを３年で切ってしま
いますと、あと２年の更正の除斥期間というも
のを課税庁は減額更正について持ち続けること
になります。３年の更正の請求のあとの２年、
減額更正をしてほしいというときに、今の課税
庁の立場の更正の請求が出ないと減額更正処分
をしないという取扱いから行きますと、やはり
今のようにその間は嘆願書にならざるを得ない
ようになってきます。さらに場合によってはそ
の部分は今と同じように国税通則法２３条２項の
特別の更正の請求規定というものが想定される
ようになります。ですから、３年とした場合に
ついては、残り２年間更正の除斥期間、課税庁
が更正権限を持っているけれども減額の更正に
は動かないとしますと、あと２年部分について
どうするか。現在の特別の更正の請求規定を入
れるのかどうか。仮に入れるとすると、今の特
別の更正請求事由でいいのか、一方でもっと課
税庁に対する減額更正義務のような法的に確立
していく必要があるのではないか、といった議
論が生じてきます。５年に更正の請求期間を広
げるべきであるという声も大きいのではないか
と思います。
もう１つは特別の更正の請求事由に該当しな

い場合に嘆願書を出すということになるかと思
いますけれども、その嘆願書の扱いをどうする
かということに思いが及ぶと非常に複雑なこと
になって、納税者の権利に資するという点では
中途半端な制度かなと思います。そうしますと、
ここは５年に除斥期間を合わせてしまうという
のが望ましいのではないかなと個人的には考え
ております。３年という意見も根強くあるのは
承知しておりますけれども、理論的には５年で
はないかと考えております。

更正の請求については請求期間のみが議論さ
れるというのが一般的ですけれども、更正の請
求をする場合は理由をある程度特定しないとい
けません。更正の請求については理由を特定し
て、それについて判断を仰ぎます。更正の請求
を受けた税務署長は調査をしてその判断すると
いう建て付けに、法律の規定はなっております。
ただ、現実にはAという更正の理由で更正

の請求をしたら、逆にBという理由で増額が
見つかって、増額更正処分をされましたという
ようなこともあるかと思います。更正の請求に
ついては更正の請求の理由に対応した形での応
答のみが課税庁側に許されていると現行法も読
めるのではないかと思いますので、更正の請求
を機に増額更正をするとか、そういったような
ことというのは現行法でも許されないと私自身
は考えておりますけれども、そういった実務的
取扱を明確に排除するという意味であれば、理
由について特化した応答という形での規定がい
るのではないかなと思います。
現在は更正の請求をして、長い間応答がない

と、税務調査をやっていて、増額の更正処分が
下りるのではないかなというような気がしてき
ます。そうすると、普通は更正の請求をして、
ちょっと応答がないとすると、まず応答がない
ことに対して不作為の違法確認というのをして、
減額してほしい税額の更正処分を義務づけると
いう意味で不作為の違法確認と義務づけ訴訟と
いうのを併合提起して万全を期すというふうな
こともやっていることもあり得ると聞きます。
そういうことを考えると、本来の規定を素直に
読むと個々の請求理由で判断したものを処分と
して出すという建て付けにならざるを得ないと
いうことです。解釈として非常に議論があり得
るのであれば、やはりここも法整備が必要かな
と思います。
次に、これは比較的意識されていない、顕在

化していない大きな問題かと思いますけれども、
レジュメ１３（本誌２０３頁）のウというところに
更正の請求の範囲というのがございます。ここ
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は更正の請求という制度は、申告した額がおか
しいと思えば、申告の範囲内で減額の更正の請
求で争えるとするわけですけれども、１００で申
告しまして、その後に増額の更正でさらに５０が
上積みされて１５０になりましたとします。この
ときに、納税者が更正の請求で争えるのはあく
までも１００の部分であって、１５０まで争えないと
いうのが国税通則法の２３条に書いてあります。
ただ、更正の請求は１５０をベ－スにすすめてい
くことになります。国税通則法２３条の括弧書き
を読むとそう書いてあります。更正の額をベー
スに争えると書いてあるのですが、その意味は
更正の増額分には切り込めずに、更正の申告で
すので、あくまでも請求できるのは１００までの
範囲ということです。そうすると、増額更正の
分については別途取消訴訟等で争いをしないと
いけないという建て付けになりますので、ここ
は更正の請求段階で増額更正があるのであれば、
その増額更正のなかのここもおかしいという形
で申告額プラス増額更正分も含めてストレ－ト
に更正の請求の対象に載せるという手もあり得
ると思います。
更正の請求をしていなくて増額更正された額

を争う場合については、例えば、１００で申告書
を出して、更正の請求期間が経過した後、増額
更正処分がなされて１５０になりましたと。そこ
で争うときに申告した額にもおかしいものが見
つかって、また増額更正にも我慢できないとい
うので、７０を争いたいとした場合について２０は
余分で、５０までしか争えないというのが現在の
規定の解釈かと思います。それは更正の請求を
経ていないからだといわれておりまして、「更
正の請求の排他性」というか、更正の請求規定
の絶対性というのを非常に強く裁判例等が認め
ているところからきているともいえます。この
更正の請求の排他性というか、絶対性を非常に
強く認めるという見解は、現行法の解釈からは
そこまで強く出てこないと個人的には思うので
すが、単に自分の税金を取り戻すためには更正
の手続きを経ないといないという意味であって、

訴訟になったときにも更正の請求を経ていない
ものは争えませんとか、そういったところまで
更正の請求の排他性というものが及ぶのかなと
いう疑問はあります。
そうしますと、そこのあたりの整理というの

が今後不可欠で、更正の請求段階で増額更正が
あるのであれば、更正の請求段階で申告額も増
額も含めてすべて争わせてやる、更正の請求を
経なくても、増額更正があると申告額まで含め
て争わせてやるという建て付けでよろしいので
はないかと思います。これは法解釈が難しいの
であれば、改正が必要であろうとなるかと思い
ます。そうすることによって納税者の権利救済
というか、権利保障が更正の請求を通じて非常
に厚くなると思います。
重加算税についての問題点とか、そういった

ものはちょっと省略させていただきます。先ほ
ど申し上げたように、これは理由附記を付けさ
せる対象にすべきだという形になるということ
だけ一言付け加えさせていただく程度にしたい
と思います。

Ⅳ．租税救済法の課題と
改正のあり方

１．不服申立前置主義の廃止

次に不服申立と税務訴訟の話ですけれども、
そこは先ほどの税制改正大綱によりますと、不
服審判所の組織・人的構成の見直しというのが
１点ございました。その他に不服審査前置の見
直しというのがございました。不服審査前置の
見直しというのは地方税にも同じように当ては
まるものだと考えております。この点の議論に
つきましてはレジュメ１３（本誌２０３頁）以降で
すけれども、冒頭に申し上げました頓挫しまし
た行政不服審査法の改正では異議申立審査請求
という行政一般の不服申立の２段階制を廃止し
て、審査請求１本にするという考えでございま
した。
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レジュメ１７（本誌２０７頁）に行政不服審査法
案の概要というのを付けております。廃案にな
った行政不服審査法案の概要ですけれども、こ
こで審査請求というものを異議申立というもの
と一元化するという形で考えられておりました。
ただ、大量に行われる処分などは、税務調査、
税務の領域における処分というのはそういうも
のだと思うのですが、異議申立と変わらないよ
うなものかと思うのですが、再調査の請求とい
うのができるという個別規定での対応が可能で
あるということにしておりました。それから、
審理員とか、行政不服審査会等を設けるとか、
そういった審議の客観性とか、公平性の確保も、
改正が予定されておりました。行政不服審査法
案には盛り込まれておりました。
そういう影響もあって、ここの議論も冒頭に

申し上げておりましたように議論はここ数年活
発化しておりました。行政不服審査の前置不要
という考え方はかねてより言われていたところ
ですけれども、前置を廃止するということは前
置でいくか訴訟でいくかは納税者の選択になる
ということですので、例えば行政不服審査法で
行った方が費用的にははるかにかからなくて、
経済面では非常に有利なわけで、事情は納税者
によっていろいろだと思います。それを前置で
縛るのはいかがなものかということです。
税務調査等で具体的に争点も明確になってい

て、不服申立、異議申立をしても、あるいは裁
決をもらうにしても結論は見えている、争点は
すでに煮詰まっていて、直に訴訟にいきたいと
いう納税者もいるわけです。そういうものを排
除する理由は殊更ないと考えられるかと思いま
す。そうしますと、不服審査前置というものは
廃止して、選択した方が納税者の権利救済には
非常に迅速に対応できるということになるかと
思います。ここについては、税制改正大綱もそ
うですけれども、検討するという意味は廃止の
方向であるというような形の議論を予定してい
るのではないかと思っております。

２．不服審判所の透明性・
第三者性の確保

国税不服審判所の組織なのですが、これはい
ろいろ議論があるかと思います。国税庁から全
く外してしまって、第三者的なものにする話か
ら、透明性を高めるためには今の国税不服審判
所の人事の任命のやり方とか、あるいは審判官
の国税職員からの出向等を抑えるとか、そうい
う形で第三者性・透明性は高められるという議
論もあるかと思います。その中で議論は煮詰ま
っていくものだと思いますが、なかなか困難な
問題です。
もっと極端な議論を言えば、地方税と国税を

１本化にした不服審判所構成というものも議論
としてはあり得るところです。ただ、地方税の
場合は固定資産の評価審査委員会という特別な
不服審査についてどうするかという問題があり
ます。国税で相続税の財産評価ができるのだか
ら、それも１本の審判所でやってしまえという
議論もあり得るかと思います。このあたりは非
常に大きなダイナミックな議論になりますので、
今後の、国税不服審判所による透明性等の確保
の自助的な努力も含めて、議論を重ねていき、
民意をくんだ形での方向性ということにならざ
るを得ないかと思います。
ここは歳入庁構想とも絡みますので、非常に

大きな問題かと思います。本来の趣旨からいえ
ば第三者的なもので、国税以外の、組織的には
第三者性を保った上で、国税局の職員というの
も審判官として可能だろうという建て付けにせ
ざるを得ないと思うのですが、その場合につい
ても何年間かは現場に戻れないとか、いわゆる
調査業務に戻れないとか、そういった整備が必
要になってくるだろうとは思います。非常に難
しい問題ということでご容赦いただきたいと思
います。

３．誤った教示をした場合の救済

誤った教示をした場合は条文等も現在ござい
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まして、これをさらに請求期間の誤り等を含め
て規定を整備するかどうかということでござい
まして、時間の関係で省略させていただきたい
と思います。

４．国税不服審判所の
審理手続きの整備

国税不服審判所改革と平行して、審理の手続
きの整備というのは不可欠です。現在、審理は
職権主義的な構造で行われておりますので、対
審的な構造をさらに取り入れていくことが必要
ではないかということで、一方的な職権主義的
な審査構造や手続というのは見直す必要がある
ということになるのだろうと思います。
平成２２年税制改正大綱にもございましたけれ

ども、処分行政庁が提出した証拠について閲覧
のみが認められて、例えば不服審判所が収集し
た証拠資料等については閲覧も、謄写もできな
いとか、非常に制限された状況にありますので、
そういったものは広く納税者に閲覧・謄写を許
す、開示という方向での改正が不可欠でして、
これは税制改正大綱にうたわれているとおりか
と思います。

５．地裁調査官制度の廃止

レジュメ１４（本誌２０４頁）の�５の地裁の調査
官制度というのは国税庁から派遣された調査官
について弊害があるのではないかという懸念が
ありますので、これをどうするか。一方で、廃
止という議論もあり得るかと思いますけれども、
これも慎重に検討する必要があるということか
と思います。

６．総額主義的運営から
争点主義的運営へ

レジュメ１４の�６ですが、少し重いというか、
大きいテーマになります。先ほどの理由附記に
ついて、後から理由附記を補うとか、追加する
とか、異議申立の段階で決定に理由が付いたか
ら、当初の理由附記の瑕疵が治癒されたとする

考え方を最高裁判所は一切許さないということ
で非常に厳格に理由附記制度をとらえているわ
けですけれども、訴訟の段階になりますと理由
の差替えというのはいとも簡単に行われるとい
うのが現在の状況ではないかと思います。
Aという理由で争っていたのがあるところ

からBという理由に差替えられて、それを巡
っての争いになるという形です。そういう考え
方というのは現在の税務訴訟の不服申立でもそ
うかと思いますけれども、税額さえ正しければ
理由は問わないという総額主義というのが行政
救済法のわが国の特徴かと思います。
少し専門的な言葉で言いますと、訴訟物は違

法性一般である、あらゆる理由であるというこ
とです。それからいきますと、税務の現場では
自由に理由を変えて、税額さえ正しければいい
というのが総額主義という形からいけば肯定さ
れるということになります。一方で、学説上は
理由と税額というのは一体となって判断される
べきであるとして、理由が変われば処分も変わ
るということです。Aという理由からBとい
う理由に裁判を通して変えることは許されない
という争点主義的な考え方というのも一方で学
説上は強く主張されております。
ただ、判例では最高裁は総額主義を取ってお

りまして、基本的には理由の差替えは全く自由
とは言いませんけれども、理由の差替えが手続
的に違法であると判断したケースはごく稀にし
かありません。理由の差替えというのは柔軟に
認められているというふうな理解でよろしいか
と思います。争点主義に立つ論者も理由と税額
は一体として行政処分だという言い方をして、
争点主義に相反する立場を取るのですが、争点
主義論者も理由の差替えのところでは課税要件
事実、いわゆる前提になっている事実がある程
度関連性または一体性があれば差替えは可能で
すよということを言います。
それは最高裁判所が、資料１３（本誌２２０頁）

に付けておりますけれども、比較的差替えを柔
軟に認めるという判決を出したことを意識して
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いるかと思うのですが、課税要件事実の一致が
あれば争点主義論者も自由に理由の差替えを認
めるという傾向に立っておりますので、結果的
に理由の差替えは、時機に後れて提出しない限
りは、民訴法１５７条の規定に引っかからない限
りは、自由なのですという認識ではないかと思
います。
具体的には裁判が長引きますと、更正の除斥

期間を過ぎた後に現実に理由の差替えが行われ
ます。行政上は別途更正処分さえできないのに、
理由の差替えが裁判の中で行われて、別の更正
処分が行われるのと同じような実態を取るとい
うようなことさえ生じ得ます。理由の差替えと
いうものは青色申告の更正理由附記なりの規定
から考えていくのか、別途主張制限とか、別の
ところから理由の差替えについて制約を加える
のかという議論はあるかと思いますけれども、
理由の差替えについては一定の制約はいるのだ
ろうと思います。
この理由の差替えのところで、例えば訴訟に

なると、もはや税務調査はできないとか、そう
いったことも１つあり得るということかなと思
います。米国では訴訟になるとそこで税務調査
を１回ストップさせます。ですから、差替えが

非常にしにくくなるということにつながると思
います。そういった建て付けにするということ
も１つ検討課題としてはあり得るのかなという
気がいたします。
この総額主義という考え方は租税救済法一般

を貫く日本では大原則だと思いますが、これを
争点主義的な枠組みといいますか体系に現行の
救済法を変えていくというのが納税者の権利救
済という視点からいえば恐らく望ましいのだろ
うと思います。ただ、デメリットもあります。
争点主義的思考を取ると、何度も何度も、その
後に更正処分が行われて、訴訟が長引いて、一
回的な解決が図れないなどといった弊害があり
ますから、そういったものと併せて総合的に検
討せざるを得ないと思います。一般的に言えば
争点主義的な枠組みの方が納税者の権利につい
ては保護されるといえるのではないかと思いま
す。

７．税務上の和解

時間が押しておりますが、レジュメ１５（本誌
２０５頁）のところで税務上の和解をどうするか
というのがございます。税務調査のところで勧
奨による修正申告は実質的には和解であると考
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える人も多くいるかと思いますけれども、訴訟
や不服申立の中でも、税務調査の段階でも和解
というのを認めたらどうかという議論がござい
ます。これは諸外国にあるからということにも
なるかと思うのですが、いわゆる集結合意とい
われる制度です。クローズド・アグリーメント
と申しますか、これで蒸し返しはあり得ません、
これで確定する、以後、税務調査はあり得ない
という意味での和解ですけれども、こういった
ものもどうするかということも今後検討課題の
１つとして十分あり得るのではないかと思いま
す。訴訟実務にたずさわるものにとっては、イ
ンパクトのある制度ではないかと思います。

Ⅴ．その他

その他といたしまして、大綱で関係するとこ
ろで納税者番号制というのをお話し申し上げる
必要があるかと思いますけれども、時間の関係
で１点だけ申し上げますと、納税者番号制度の
導入の背景が大きく変わってきています。いわ
ゆる給付付き税額控除をするためには納税者番
号制は不可欠であるということかと思います。
そうすると、例えば地方税の１年遅れの税額

の確定などといった方式はこの枠組みでは取れ
ないという形になるなど、いろいろ付随する多
くの問題があるかと思いますけれども、納税者
番号制度に限っていいますと、現在国税なり地
方税が取っている法定調書やお尋ねを含めてい
いますと、諸外国で行われている納税者番号制
を導入したときに取っている情報量に相当する
ものを既に取っていると評価できるかと思いま
す。今現在もう既に取っていますと考えますと、
これは住所、名前等を書いているところが番号
に変わるだけだというようなイメージが非常に
近いというような認識が私にはございます。そ
うすると、今までは一生懸命打ち込んでいた住
所と名前が納税者番号だけでいいということに
なります。取る情報を広げるかどうかという問
題が議論になるかと思いますけれども、今現在

で取っている情報というのは諸外国が取ってい
る情報の内容とそれほど大差がないということ
があります。導入にあたってのハードルはどん
どん低くなっているのではないかなと思います
けれども、やはりプライバシー保護という鬼門
があります。納税者番号制というのは官と民と
いうか、納税者と課税庁側の間に納税者番号を
記載するもう１つ民という民間が入りますので、
そこでのプライバシー保護なり、情報管理が徹
底されるということであれば、納税者番号制導
入に向かってのハードルはどんどん小さくなる
と言えます。

Ⅵ．おわりに

少し時間が超過しましたけれども、冒頭で申
し上げた権利憲章には各論で申し上げたような
ことを抽象化したものを権利憲章に盛り込むと
いう形である程度各論と併せて権利憲章のとこ
ろで裁判規範性を持たせるという形が個人的に
は望ましいと考えております。本日お話し申し
上げたような手続法や救済法の改正というのは
政府において議論されているのですが、納税者
すべてに直接影響を及ぼすことではないと考え
るのか新聞等では取り上げられてこないのです。
また、こういった領域はどちらかというと政

治家にもなかなかポイントにならないと思うの
でしょうか。新聞等にも取り上げる機会が少な
いかと思いますけれども、納税者の権利保護は
極めて重要です。５０年たった国税通則法の内容
から見れば、それは本当に行政領域の中でガラ
パゴス状態になっているような印象がございま
す。早急に改正という方向でのもとでの議論の
整備が必要であると思います。
つきましては、先生方、皆様方に十分ご理解

をいただいた上で改正の方向に向けて今後とも
関心を深めていただき、ご支持をいただければ
と思っております。少し時間を超過して恐縮で
ございますけれども、どうもご清聴ありがとう
ございました。
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の
あ
り
方
は
、
あ
く
ま
で
も
税

を
納
め
る
主
権
者
た
る
国
民
の
立
場
に
立
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
国
民
主
権
に
ふ
さ
わ
し
い
税
制

を
構
築
し
て
い
く
た
め
、
納
税
者
の
税
制
上
の
権
利
を
明
確
に
し
、
税
制
へ
の
信
頼
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し

て
「
納
税
者
権
利
憲
章
（
仮
称
）
」
を
早
急
に
制
定
し
ま
す
。

　
納
税
者
の
権
利
を
守
る
た
め
の
具
体
的
な
改
革
と
し
て
、
更
正
等
の
期
間
制
限
が
課
税
庁
か
ら
の
更
正
と
納

税
者
か
ら
の
修
正
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
見
直
し
て
い
き
ま
す
。
特
に
課
税
庁
の
増
額
更
正
（
事
後
的
な
納
税

額
の
増
額
）
の
期
間
制
限
が
３
～
７
年
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
納
税
者
か
ら
の
更
正
の
請
求
（
事
後
的
な
納
税

額
の
減
額
）
の
期
間
制
限
が
１
年
で
あ
る
こ
と
は
納
税
の
理
解
を
得
ら
れ
に
く
く
、
早
急
に
見
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

（
２
）
国
税
不
服
審
判
所
の
改
革

　
税
が
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
個
別
の
課
税
事
案
に
対
し
て
納
得
で
き
な
い
納

税
者
の
主
張
を
聞
く
「
国
税
不
服
審
判
所
」
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
機
関
で
す
。

　
し
か
し
、
国
税
不
服
審
判
所
の
現
状
は
、
こ
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
に
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に

、
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
最
も
重
要
な
審
判
官
の
多
く
を
国
税
庁
の
出
身
者
が
占
め
て
い
る
こ
と
は
問
題

で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
証
拠
書
類
の
閲
覧
・
謄
写
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
、
国
税
不
服
審
判
所
の
組
織
や
人
事
の
あ
り
方
、
不
服
申
立
前
置
主
義
の
見
直
し
、
不

利
益
処
分
の
理
由
附
記
な
ど
に
つ
い
て
、
行
政
不
服
審
査
制
度
全
体
の
見
直
し
の
方
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
納
税

者
の
立
場
に
立
っ
て
、
適
正
な
税
務
執
行
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
国
民
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
、
必
要
な
検

討
を
行
い
ま
す
。

（
３
）
社
会
保
障
・
税
共
通
の
番
号
制
度
導
入

　
社
会
保
障
制
度
と
税
制
を
一
体
化
し
、
真
に
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き
人
に
対
す
る
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
、
社
会
保
障
制
度
の
効
率
化
を
進
め
る
た
め
、
ま
た
所
得
税
の
公
正
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
正
し

い
所
得
把
握
体
制
の
環
境
整
備
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
そ
の
た
め
に
社
会
保
障
・
税
共
通
の
番
号
制
度
の
導
入

を
進
め
ま
す
。

平
成
22
年
税
制
改
正
大
綱
（
抄
）

平
成
21
年
12
月
22
日
　
閣
議
決
定

資 料

１／１３

（出典）内閣府ホームページ税制調査会専門家委員会納税環境整備小委員会第４回、第６回～
第９回までの公開資料から抜粋しています。（ただし７～８を除く）
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番
号
は
基
礎
年
金
番
号
や
住
民
票
コ
ー
ド
な
ど
の
既
存
番
号
の
活
用
、
新
た
な
付
番
な
ど
様
々
な
選
択
肢
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
付
番
・
管
理
す
る
主
体
に
つ
い
て
は
、（
４
）
で
詳
述
す
る
歳
入
庁
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

以
上
、
徴
収
と
も
関
連
し
ま
す
が
、
主
と
し
て
給
付
の
た
め
の
番
号
と
し
て
制
度
設
計
を
進
め
ま
す
。
そ
の
際
は
、

個
人
情
報
保
護
の
観
点
が
重
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

（
４
）
歳
入
庁
の
設
置

　
年
金
制
度
改
革
と
並
行
し
て
、
年
金
の
保
険
料
の
徴
収
を
担
っ
て
い
る
日
本
年
金
機
構
（
20
10
 年
１
月
に
社
会

保
険
庁
よ
り
改
組
予
定
）
を
廃
止
し
、
そ
の
機
能
を
国
税
庁
に
統
合
、
歳
入
庁
を
設
置
す
る
方
向
で
検
討
を
進
め

ま
す
。

　
歳
入
庁
は
税
と
社
会
保
険
料
の
賦
課
徴
収
を
一
元
的
に
行
い
ま
す
。
行
政
の
効
率
化
が
進
み
、
行
政
コ
ス
ト
も

大
幅
に
削
減
で
き
ま
す
。
国
民
に
と
っ
て
も
、
税
は
税
務
署
、
保
険
料
は
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
別
々
の
場
所
に

納
付
す
る
手
間
が
省
け
ま
す
。

　
歳
入
庁
は
、
国
税
と
国
が
管
掌
す
る
社
会
保
険
料
の
徴
収
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
国
税
と
徴
収
対
象
や

賦
課
基
準
が
類
似
の
税
に
つ
い
て
自
治
体
が
希
望
す
る
場
合
、
地
方
税
等
の
徴
収
事
務
を
受
託
す
る
こ
と
も
検
討

し
ま
す
。

（
５
）
罰
則
の
適
正
化

　
納
税
者
の
税
制
上
の
権
利
の
裏
返
し
と
し
て
、
納
税
者
に
は
適
正
に
税
制
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
義
務
を
適
正
に
履
行
し
な
い
納
税
者
に
対
し
て
は
、
厳
正
か
つ
的
確
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
課
税
の
適
正
化
を
図
り
、
税
制
へ
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
罰
則
の
適
正
化
も
重
要
で
す
。
他
の
経
済

犯
と
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
罰
則
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
６
）
納
税
環
境
整
備
に
係
る
Ｐ
Ｔ
の
設
置

　
以
上
、（
１
）
納
税
者
権
利
憲
章
（
仮
称
）
の
制
定
、（
２
）
国
税
不
服
審
判
所
の
改
革
、（
３
）
社
会
保
障
・

税
共
通
の
番
号
制
度
導
入
、　
（
４
）
歳
入
庁
の
設
置
、
等
に
つ
い
て
、
具
体
化
を
図
る
た
め
、
税
制
調
査
会
の
下

に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
（
Ｐ
Ｔ
）
を
設
置
し
ま
す
。
特
に
、（
１
）（
２
）（
３
）
に
つ
い
て
は
１
年
以
内
を

目
途
に
結
論
を
出
し
ま
す
。

　
な
お
、
社
会
保
障
・
税
共
通
の
番
号
制
度
や
こ
れ
を
付
番
・
管
理
す
る
歳
入
庁
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
税
制
の

み
な
ら
ず
、
社
会
保
障
制
度
も
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
税
制
調
査
会
の
Ｐ
Ｔ
と
並
行
し
て
、
内
閣
官
房
国
家
戦
略

室
を
中
心
に
、
府
省
横
断
的
に
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。

２／１３
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最高裁判所第三小法廷昭和 48 年７月 10 日判決・最高裁判所刑事判例集 27 巻７号 1205 頁） 
 

「所論は、質問検査権の行使は明白かつ現在の必要性の存在を要件としなければ許されないとしたう

え、被告人に対する本件質問検査は差し迫つた必要もないのに、事前の通知もなく、かつ調査の理由

および範囲を明白に示すことなく行なわれようとしたものであり、いまだ適法な質問検査の着手にいた

らなかつたものであるとして違憲（三一条、三五条、三八条一項）および法令解釈の誤りをいうが、実質

はすべて所得税法の前記規定の解釈に関する単なる法令違反、事実誤認の主張であり、適法な上告

理由にあたらない。」 

「所論のうち、所得税法の前記規定の違憲（三五条一項、三八条一項）をいう点は、実質は前記規定の

解釈に関する単なる法令違反の主張であり、また、前記規定の犯罪構成要件としての不明確性を主

張して違憲（三一条）をいう点は、右規定の文言の意義は後記一〇、において示すとおりであつてなん

ら明確を欠くものとはいえないから、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。」 

「所論は、所得税法の前記規定は、「当該職員」の範囲を定める法令が存せず、白地刑法を許容する

結果となるとして右規定の違憲（三一条）をいうが、「当該職員」の意義は、後記一〇、に示すとおり規

定上明確であり、前記規定はなんらいわゆる白地刑罰規定と目すべきものではないから、所論の前提

を欠き、適法な上告理由にあたらない。」 

「所論のうち、質問検査に応ずるか否かを相手方の自由に委ねる一方においてその拒否を処罰するこ

ととしているのは不合理であるとし、所得税法の前記規定の違憲（三一条）をいう点は、前記規定に基

づく質問検査に対しては相手方はこれを受忍すべき義務を一般的に負い、その履行を間接的心理的

に強制されているものであつて、ただ、相手方においてあえて質問検査を受忍しない場合にはそれ以

上直接的物理的に右義務の履行を強制しえないという関係を称して一般に「任意調査」と表現されて

いるだけのことであり、この間なんら実質上の不合理性は存しないから、所論の前提を欠き、所論のそ

の余の点は、すべて前記規定の解釈に関する単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告

理由にあたらない。」 

「所論のうち、原裁判所は被告人に無罪を言い渡した第一審判決を事件の核心たる主要な事実につ

いて実質的な事実の取調を行なうことなく破棄し、自判において有罪を言い渡したものであるとして判

例違反をいう点は、記録によれば、原審において右の点に関する事実の取調が行なわれていることが

明らかであるから、その前提を欠き、また、原審における自判の結果被告人の審級の利益が害された

として判例違反をいう点は、引用の各判例はなんら所論のごとき趣旨の判断を示したものではないか

ら、本件に適切でなく、また、所論のうち、原審における訴訟手続が直接審理主義、口頭弁論主義に反

するとして違憲（三一条、三七条）をいう点は、記録によれば、原審における事実の取調は適法な公判

手続において行なわれ、証人に対する弁護人の尋問も尽されていることが認められるから、その前提

を欠き、被告人の審級の利益が害されたとして違憲（三一条、三七条）をいう点は、実質は刑訴法四〇

〇条但書の解釈適用に関する単なる法令違反の主張であつて、所論はいずれも上告適法の理由にあ

たらない。」 

７／１３
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「所得税法二三四条一項の規定の意義についての当裁判所の見解は、次のとおりである。 

 所得税の終局的な賦課徴収にいたる過程においては、原判示の更正、決定の場合のみではなく、ほ

かにも予定納税額減額申請（所得税法一一三条一項）または青色申告承認申請（同法一四五条）の承

認、却下の場合、純損失の繰戻による還付（同法一四二条二項）の場合、延納申請の許否（同法一三

三条二項）の場合、繰上保全差押（国税通則法三八条三項）の場合等、税務署その他の税務官署によ

る一定の処分のなされるべきことが法令上規定され、そのための事実認定と判断が要求される事項が

あり、これらの事項については、その認定判断に必要な範囲内で職権による調査が行なわれることは

法の当然に許容するところと解すべきものであるところ、所得税法二三四条一項の規定は、国税庁、

国税局または税務署の調査権限を有する職員において、当該調査の目的、調査すべき事項、申請、

申告の体裁内容、帳簿等の記入保存状況、相手方の事業の形態等諸般の具体的事情にかんがみ、

客観的な必要性があると判断される場合には、前記職権調査の一方法として、同条一項各号規定の

者に対し質問し、またはその事業に関する帳簿、書類その他当該調査事項に関連性を有する物件の

検査を行なう権限を認めた趣旨であつて、この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上

特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私

的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選

択に委ねられているものと解すべく、また、暦年終了前または確定申告期間経過前といえども質問検

査が法律上許されないものではなく、実施の日時場所の事前通知、調査の理由および必要性の個別

的、具体的な告知のごときも、質問検査を行なううえの法律上一律の要件とされているものではない。

そして、質問検査制度の目的が適正公平な課税の実現を図ることにあり、かつ、前記法令上の職権調

査事項には当然に確定申告期間または暦年の終了の以前において調査の行なわれるべきものも含ま

れていることを考慮し、なお所得税法五条においては、将来において課税要件の充足があるならばそ

れによつて納税義務を現実に負担することとなるべき範囲の者を広く「所得税を納める義務がある」と

の概念で規定していることにかんがみれば、同法二三四条一項にいう「納税義務がある者」とは、以上

の趣意を承けるべく、既に法定の課税要件が充たされて客観的に所得税の納税義務が成立し、いま

だ最終的に適正な税額の納付を終了していない者のほか、当該課税年が開始して課税の基礎となる

べき収入の発生があり、これによつて将来終局的に納税義務を負担するにいたるべき者をもいい、

「納税義務があると認められる者」とは、前記の権限ある税務職員の判断によつて、右の意味での納

税義務がある者に該当すると合理的に推認される者をいうと解すべきものである。 

 一一、以上のとおりであつて、所論は、すべて刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない」 
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討論１ ９月２２日�・午後

税制改革を巡る課題と展望

●参加者（五十音順）

総務省自治税務局税務管理官 岡本 誠司
財務省大臣官房審議官 佐川 宣寿

神戸大学大学院経済学研究科准教授 玉岡 雅之
関西学院大学経済学部教授 前田 高志

司会 関西大学経済学部教授 林 宏昭

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編１頁～１１６頁」に掲載されています。
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図１　国民経済（ＧＤＰ）に占める財政の役割 

（備考）１．データは、諸外国はOECD／Economic Outlook 80，National Accounts、日本は『国民経済計算』による。  
　　　　２．社会給付は、現物給付を除く。      
　　　　３．その他は、利払い費、土地購入費（純）、補助金の合計。 資料）財務省ホームページ。 

はじめに

（林） それでは、これから私の方で司会をさ
せていただきます。総務省、財務省のお二人の
方に来ていただいておりますので、前半は総論
的なことをそれぞれ説明していただいて、その
後、両先生から質問とご意見等を伺って、また
それにお答えいただくということで進めてまい
ります。後半は、もう少し各税の内容といいま
すか、各論に踏み込んだ形でお二方からご説明
いただいて、それを受けてまたご質問、ご意見
ということで進めてまいります。
討論をはじめるにあたり、私の方から簡単に

最近の税制議論を取り巻く環境についてお話さ
せていただきます。政権交代等いろいろな変化
が起きている時代ではありますが、現在どうい
った大きな流れの中で税制改革の議論をするの
かということでまとめました。もちろんこれ以
外にも議論に発展することがあると思いますが、
ここでは簡単に申し上げます。１つは「小さな
政府論と税制」ということです。図１は財務省
のホームページから持ってきたものですが、最
近、盛んに税制の議論では、まず支出の見直し

だという議論がございます。特に、後で申しま
すが、増税という議論のときには、まず歳出カ
ットが先決だということに議論としてはなりが
ちです。
図では、小さな政府論を検討するために、ほ

かの国と比較できる形で政府の規模を示してお
ります。見ていただいたらおわかりのように、
日本とアメリカは先進国の中では非常にこの割
合が低い状況にあることが示されます。当然無
駄遣いはなくさないといけませんし、それから、
効率的な行政運営が求められるわけですが、こ
の規模自体をどんどん縮めていくということで
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は、ほかの国で実現されているような行政水準
の達成はなかなか難しいのではないかというこ
とです。その中での税制の議論だということを
まず最初に申し上げておきたいと思います。
次に、選挙等々でも、消費税の引き上げが具

体的な税率まで含めて議論になっておりました。
税負担の引き上げについては、消費税が中心に
なるかもしれませんが、もう１つ所得税も取り
上げるべきだと思います。９０年代以降といいま
すか、８０年代後半からの税制改革の中で所得税
の負担のあり方も随分様変わりしております。
具体的には９０年頃と比較すると所得課税の負担
は全ての所得階級でかなり下がっています。そ
の中で税負担の引き上げを検討する際には、規
模のある程度大きなものとして消費税だけでい
いのかということ、これは私自身の問題意識で
もあるということです。
それから、３番目に国と地方の税源配分の問

題があります。地域主権という言葉が民主党政
権になって随分言われるようになりましたが、
国と地方の税源のあり方、地方の財源のあり方、
そして消費税に関しては地方消費税はどうなる
のかということも含めて、国との地方のあり方
ということが大きな論点になるかと思います。
そして４番目として、最近よく主張される議

論で、社会保障と税制の一体改革という課題が
あります。それぞれ論者によって内容は異なっ
ておりますが、このあたり社会保障制度の改革
も含めた、あるいは相互の関係を配慮した形で
の税制改革議論が必要だろうと思います。
それから最後に、経済成長と税制ということ

です。これはもっぱら企業課税の議論になるか
と思いますが、企業の税負担をどうすれば良い
のか、あるいは国際的な流れの中で企業の税負
担はどのように変化していくべきなのか、さら
に地域主権という中で企業の税負担というもの
はどうするべきなのかということも議論になる
かと思います。
以上のような点がこれからの討論の中で幾つ

かポイントになって出てこようかと思います。

もちろんお二人の先生方にそれぞれの視点で質
問もしていただきますので、私の方で取り上げ
なかった新たな問題も出てくるかと思います。
前置きはこれぐらいにいたしまして、先ほど

申し上げました、前半の総論の議論ですが、お
おむね予定では１５分ずつぐらいと考えておりま
す。まず、財務省の佐川審議官から「わが国の
財政・税制の現状と課題」ということでお話を
伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

Ⅰ．わが国の財政・税制の
現状と課題

１．財政の現状と課題

（佐川） それでは、お手元の「資料 財務省
主税局」という厚い資料でございます。目次（資
料編１頁）を見ていただきますと、「Ⅰ．税制
総論」がありまして、ここが最初の１時間のう
ちの１５分で、「Ⅱ．税制各論」は、後半の１時
間の冒頭でご説明させていただきたいと思いま
す。
それでは、税制総論の資料①から、簡潔にご

説明させていただきます。前半でご説明する話
は、まず、税制論議の背景事情となる財政の現
状です。
ご承知かもしれませんが、平成２２年度一般会
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計予算という歳出と歳入の円グラフが２つござ
います。一般会計予算は、９２兆円という大変大
きな規模で、過去最大でございます。
左側の歳出を見ていただきますと、国債費、

地方交付税交付金等という大きなものがあって、
一般歳出の中でも、社会保障が全体の半分以上
あり、社会保障、国債費、地方交付税交付金等
で７割を占めます。
右側の歳入でございますが、租税及び印紙収

入が３７兆円である一方、公債金収入が４４兆円と
いうことで、大変形の悪い歳入構造になってい
ると言えます。
資料②をお開きいただきますと、一番上の折

れ線が歳出総額、下の折れ線が一般会計税収、
棒グラフが公債発行額でございます。われわれ
は、いつも「ワニの口」と申しておりますが、
平成２年頃から歳出と歳入の間がワニの口のよ
うに開いてきて、一時、平成１４～１５年度から１８
年度ぐらいで少し閉まったのですが、最近、ま
た大きく開いております。
特徴的なのは、一番下の「歳出に占める税収

の割合」のところで、平成２１年度の決算と平成
２２年度の予算がそれぞれ３８．４％、４０．５％となっ
ていて、５０％を切っているということでござい
ます。平成２１年度、平成２２年度は、税収よりも
公債発行額が多いという状況で、これは戦争直
後の昭和２１年度以来の話でございまして、大変
緊急的な事態にあると私どもは認識しておりま
す。
資料③は、平成２１年度及び平成２２年度の一般

会計税収ですが、平成２１年度予算が真ん中にあ
ります。昨年、当初予算は４６．１兆円と見込みま
したが、リーマンショック以来の景気もござい
まして、補正で９．２兆円落として、３６．９兆円と
しました。その後、決算で３８．７兆円まで戻して
おりますが、それでも当初の４６．１兆円から比べ
ると随分落ちております。特に法人税は、平成
２１年度の当初予算が１０．５兆円だったのが、決算
で結局６．４兆円になっております。平成１９年度
が確か１５兆円ぐらいありましたので、１５兆円、

１０兆円、５兆円ぐらいのペースで法人税収が落
ちているというのが、ここ数年の傾向でござい
ます。
資料④ですが、主要税目の税収の推移という

ことで、少し長めの期間を表示しております。
税収については、所得税と消費税と法人税の３
つが基幹税目でございまして、この３つが大宗
を占めております。所得税と法人税は景気によ
って相当動いておりまして、もちろん減税等も
しておりますし、消費税を入れたこととの兼ね
合いもございますので相当動いておりますが、
消費税は比較的安定していることが見ていただ
けると思います。
資料⑤は、今年６月のトロント・サミットに

ついてですが、リーマンショックから１年半経
ったところで開かれたサミットでございます。
ポイントだけ申しますと、上の方の「先進国に
おいて」から始まる文章ですが、２行目の「健
全な財政は、回復を維持し、新しいショックに
対応する柔軟性を提供し、人口の高齢化という
課題に対応する能力を確保し、並びに将来の世
代に財政赤字及び債務を残すことを回避するた
めに必要不可欠である」というのが、主要先進
国の合意でございまして、その２行下の一番右
から「先進国は、２０１３年までに少なくとも赤字
を半減させ、２０１６年までに政府債務の対GDP
比を安定化又は低下させる財政計画にコミット
した。日本の状況を認識し、われわれは、成長
戦略とともに最近発表された日本政府の財政健
全化計画を歓迎する」ということで、日本は少
し緩いのですが、そこは発表したばかりという
ことで認めていただいているというところでご
ざいます。
資料⑥ですが、先進各国ともに財政赤字に対

する危機感は持っておりまして、財政収支の目
標、あるいは、どういうテンポでどのように削
減していくかといったような目標をそれぞれが
持って、財政健全化を進めているということで
ございまして、わが国も、後ほどご説明します
が、中期財政フレームで同じような定量的な目
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標を掲げているというところでございます。
資料⑦です。これはよくご覧になっていただ

いているかもしれませんが、フローの財政収支
の国際比較ということでございまして、右側の
折れ線グラフを見ていただくと分かりますよう
に、近年、リーマンショックで各国とも相当に
財政出動をしておりますので、ここ２年ぐらい
かなり悪化しております。単年度で見る限りに
おいては、日本よりも英米の方がさらに悪くな
っているといったような状況にあるわけでござ
います。
ところが、資料⑧ですが、ストックの債務残

高の対GDP比で見ますと、これも右側のグラ
フですが、日本が２００％弱ということで、イタ
リア、ギリシャ以上に圧倒的に高い数字にあり、
先進国の中では相当悪いという認識が広がって
いるわけでございます。
資料⑨－１ですが、どのような財政健全化目

標をわが国で持ったかということでございます。
これは、財政運営戦略の概要で、今年の６月２２
日に閣議決定している政府の方針でございます。
上の箱の左側がフローの目標でございまして、

国・地方の基礎的財政収支を、遅くとも２０１５年
度までに２０１０年度から赤字対GDP比を半減、
２０２０年度までに黒字化ということを言っており
ます。また、ストックの目標は、２０２１年度以降
において、国・地方の公債等残高の対GDP比
を安定的に低下させることが大きな今の目標で
ございます。
そのためのルールがその下に幾つか書いてお

りますが、一番重要なのは、財政運営の基本ルー
ルの�１「ペイ・アズ・ユー・ゴー原則」とわれ
われは呼んでおりますが、「歳出増・歳入減を
伴う施策の新たな導入・拡充を行う際は、恒久
的な歳出削減・歳入確保措置により安定的な財
源を確保」することとされており、代わりの財
源を用意したときに初めて歳出増や歳入減がで
きますということが、基本のルールでございま
す。それから、�３にありますように、「社会保
障費のような構造的な増加要因である経費には

安定的な財源を確保」するといったような、幾
つかの基本ルールを定めているところでござい
ます。
資料⑨－２ですが、この中期財政フレームで、

ここ３年間どうするかということが、同じ閣議
決定の中で定まっているわけでございます。①
の国債発行額のところは、平成２３年度、来年度
の新規国債は約４４兆円、今年度の水準を上回ら
ないものとする。それから、②の歳入面での取
組は、税制の抜本的な改革を行うため、早急に
具体的内容を決定する。それから、③は歳出面
での取組で、これは下の箱の数字を見ていただ
くと分かりますが、基礎的財政収支というのは
全体の予算から国債費を除いたものですが、こ
の基礎的財政収支をここ３年間は７１兆円で固定
しましょうということが目標になっているわけ
でございます。
以上、簡単に財政の概略をご説明申し上げま

した。

２．税制の現状と課題

資料⑩からは、正に税の話になるわけでござ
いまして、税制調査会の体制が書いております。
ご承知のように、昨年政権交代がありまして、
税制についてもいろいろと手続き面で変化が起
きております。これまでの自民党・公明党の連
立政権においては、与党税調というものがござ
いまして、そこで税を決める。それから、別途、
政府税調というものがありまして、そこでいろ
いろな中長期的な議論も行うということで、両
方でやっていたわけでございますが、昨年の政
権交代直後に、与党税調も政府税調も即座に廃
止されたわけでございます。
その後どのようにしたかというと、政治家だ

けで構成する政府の税制調査会というものを設
けて、財務大臣が会長、総務大臣と国家戦略担
当大臣が会長代行ということになっておりまし
て、議論を全部公開して、オープンでやってい
きましょうということで、こういう税調が始ま
ったわけでございます。
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その下に、市民公益税制 PTや納税環境整備
PT等のプロジェクトチームがぶら下がってお
りまして、その下に専門家委員会という箱がご
ざいますが、ここでは学者の方々に集まってい
ただきまして、中長期的な税制の抜本改革の実
現に向けたビジョンの調査研究をしていただい
ているところでございまして、その下にも納税
環境整備小委員会や国際課税小委員会といった
ような小委員会が設置され、随時開催されてい
るということでございます。この専門家委員会
は、今年の１月に立ち上がって議論していると
いうところでございます。
資料⑪ですが、税制改正大綱というものが昨

年１２月２２日に閣議決定されているところでござ
います。詳細をその次の資料からご説明させて
いただきたいと思います。
資料⑫－１に、税制改正大綱の要点を書いて

おります。上の箱は税制改革の視点ということ
でございまして、「公平・透明・納得」の三原
則を常に基本とすることや「支え合い」のため
に必要な費用を分かち合うという視点など、５
つの視点が並んでいるわけでございます。
そうした中で、税制改革の進め方ということ

で、下の箱にありますように、税制抜本改革実
現に向けての具体的ビジョンとして、工程表を
作成し、国民に提示するといったようなことが、
この大綱の中で大きく定められているわけでご
ざいます。
資料⑫－２、３では、各税目の改革の方向性

を書いております。ポイントだけ申し上げます
と、まず納税環境整備ですが、納税者権利憲章
の制定については、午前中に占部先生からお話
があったかもしれません。それから、国税不服
審判所の改革、番号制度等々。それから、個人
所得課税では、所得再分配機能を回復し、税率
構造の改革、あるいは所得控除から税額控除・
手当へ転換する。法人課税では、課税ベースが
拡大した際には、法人税率を見直していく。資
料⑫－３の資産課税ですが、これも格差是正の
観点から、課税ベース、税率構造の見直しにつ

いて、平成２３年度、来年度の改正を目指すとい
うことを書いております。それから、消費税も、
社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて検
討していく。その他、個別間接税、市民公益税
制といったところが、昨年１２月にまとめられた
大綱に示されている方向性でございます。
資料⑬－１ですが、これは右肩に専門家委員

会委員長、神野直彦と明記されておりまして、
東大の神野先生がこの委員会の委員長となって
おります。表題にございますように、税制調査
会専門家委員会の「議論の中間的な整理」とあ
りますので、神野委員長の責任で、全体の議論
の中間的な整理を行ったというものでございま
す。
資料⑬－２以降に、「税制抜本改革を進める

上での課題と考え方」とございますが、�１の税
収力の回復ということで、「破綻を回避し、安
心と活力のある社会を実現するために」という
ことで、１行目の後ろの方に「租税とは、『支
え合う社会』を実現するために必要な費用を国
民が分かち合うものである」と定義しておりま
す。以下、�２再分配機能の回復、�３将来の人口
構造と社会保障制度の安定的な財源確保、�４経
済成長と税制といったように、先ほど林先生が
整理されたような項目についての整理が行われ
ているということでございます。
資料⑬－３ですが、１点だけ、一番上の１つ

目のマルの最後の行ですが、「税制抜本改革の
実施により、『強い社会保障』を『強い財政』
で支え、『強い経済』を目指すという好循環を
促す必要がある」としております。また、一番
最後の行ですが、「税制をどう改革するのかを、
スケジュールとともに国民に明示すべきであ
る」と、この中間的な整理では締めているとい
うことでございます。
ここまでが現政権の取り組んできた話です。

最後に、ご参考でございますが、資料⑭です。
実はこの所得税法等の一部を改正する法律とい
いますのは、平成２１年と書いておりまして、つ
まり、前政権、自民党・公明党時代の政権が成

― 226 ―



立させた法律でございます。この前政権の法律
の附則に第１０４条とありまして、「税制の抜本的
な改革に係る措置」というものが、その上に書
いております。
ポイントは、第１項のところに線を引いてお

りますが、「消費税を含む税制の抜本的な改革
を行うため、平成２３年度までに必要な法制上の
措置を講ずる」とあります。ただ、現在平成２２
年度でございますので、来年度、厳密に言えば
平成２４年の３月までに必要な法制上の措置を講
ずるということが、国会で成立した法律の附則
に書かれているということでございますので、
そういう意味では、新しく政権を担っている今
の政権もこの法律の下にあるということでござ
います。
それから、第３項の個人所得課税以降、それ

ぞれの税目についての方向性が出ているのです
が、例えば、個人所得課税であれば、格差の是
正とか所得再分配機能の回復などが書かれてお
ります。資料⑭－２を見ていただきますと、法
人課税については、国際競争力等の観点から、
課税ベースの拡大とともに、実効税率の引下げ
を検討するとか、消費課税については、社会保
障給付や少子化に対処するための費用に充てら
れることの明確化を前提に、消費税の税率を検
討する。それから、資産課税については、格差
の固定化の防止の観点から見直す。そして、納
税者番号制度、地方税制、税制全体のグリーン
化などについても書かれております。
先ほどざっとご紹介しましたが、実は昨年の

現政権で作った大綱と１０４条の各項目を見ます
と、税制の抜本改革の時期への言及のところは
別ですが、全体の各項目、所得税や法人税など
の方向性は、実はかなり似ているのではないか
と私などは思っているところでございます。
大変駆け足になりましたが、私からは以上で

ございます。

（林） ありがとうございました。財政の現状
も含めて税収の動向、それから、現在の議論の

政府の方での進め方とポイントをお話いただい
たと思います。所得税など個別の税制は後ほど
またお話を伺うということにいたしまして、引
き続きまして、総務省の岡本管理官から、「わ
が国の地方財政・地方税制の現状と課題」とい
うことでご説明いただきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。

Ⅱ．わが国の地方財政・
地方税制の現状と課題

１．地方財政の現状と課題

（岡本） それでは、引き続きまして、「総務
省自治税務局」という資料でご説明させていた
だきます。
資料編８３頁を開いていただきますと目次がご

ざいます。１番の地方財政の現状、２番の地方
税制の現状、ここまでをまず説明させていただ
きたいと思います。
資料❶を見ていただければと思います。先ほ

ど国の予算のご説明がございましたが、地方財
政のマクロの歳入、歳出の見通しを示すものを
地方財政計画と呼んでおります。その地方財政
計画、地財計画の推移がこの表ですが、そこの
財源不足額の割合が下の方にございます。
一時期、特にバブル期などはほぼ解消したと

いう時期もありますが、その後ぐっと落ち込ん
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でまいりまして、平成１９年ぐらいまではかなり
回復してきた時期もございましたが、ご存じの
とおり、リーマンショック以降、また大きく落
ち込んでおります。２２年度のところを見ていた
だきますと、１８．２と一番下にございますのが、
これは１８．２兆円財源が不足しているということ
と、その財源不足額の割合が２２．２％ということ
でございます。この表からわかるとおり、近年
で最大の財源不足額となっておりますし、この
財源不足額を国と地方の借金によって穴埋めし
て、将来に負担を先送りしているという厳しい
状況にあるというのが現状でございます。
続きまして、資料❷は、地方の借入金の残高

の推移です。地方の方も残高はどんどん増えて
きております。近年は、後ほどご説明します行
革の進展等や税収がやや回復してきたというこ
ともあって、高止まりの傾向を見せておりまし
たが、先ほど言ったような財源不足額でござい
ますので、今後さらに増加するということが予
想されるところです。
資料❸で、若干税の議論から離れますが、地

方歳出について触れさせていただきたいと思い
ます。地方自治体の歳出、要するに使っている
お金ですが、平成１１年度は決算ベースで７９．１兆円
でした。２０年度は６５．８兆円で、１３．２兆円（１６．８％）
も減少しているということでございます。ここ
でご留意いただきたいのは、社会保障関係経費
は毎年高齢化に伴ってどんどん増えております。
その増えている要素を飲み込んだ上でこれだけ
歳出の減少をしているということでございまし
て、大幅なカットをその他の分野等でしている、
せざるを得ない状況にあるということでござい
ます。
特に都道府県全体で、一番右を見ていただき

ますと２０．１％の減となっておりますが、ここで
３つに分類しまして、財政力指数というのは、
要するに低い方が厳しいわけですが、財政力指
数０．３未満の団体というところを見ていただき
ますと、３４．１％減ということでございますから、
そういうところに非常にしわ寄せも来ている。

市町村全体で見てみますと、全市町村の合計で
１１．７％減ですが、市町村を規模別に分類してみ
ますと、５，０００人規模の町村というところで見
てみますと、３３．１％の減ということでございま
すから、大変厳しい財政運営の中、支出も縮減
しているということが見てとれるかと思います。
資料❹をお願いいたします。一方で、定員管

理、地方公務員の数ということですが、国でも
行革を進めていますが、地方公共団体は国を上
回る行革をしてきております。２段目にありま
すように、２２年までに６．４％減が計画なのです
が、２１年までの４年間で６．２％の減となってお
りますし、グラフの方を見ていただきますと、
平成７年から１５年連続して純減し、そのころか
ら比較しますと４２万人減っているということで
ございます。
ここで、左側の丸グラフになりますが、自治

体は制約がある中で職員を減少させているとい
うことをご理解いただきたいと思うのですが、
教育部門の関係、また、警察、消防、福祉の関
係は国の規制でこれ以上下げてはいけませんな
どの法令等の基準がある中、全体で下げてきて
いるということでございます。私も市役所に勤
務していましたが、今、生活保護の方が大変増
えています。生活保護の方８０世帯に対して一人
ケースワーカーを正規職員で配置するという原
則があり、どの自治体も配置人数を増やしてい
ます。そういう人員を増やしている中でのこう
いう状況ということでございます。
資料❺をお願いいたします。地方公務員の給

与ということもいつも議論になるわけでござい
ますが、給与水準について国と比較する、ラス
パイレス指数という指数がございます。これに
関して、平成１６年から国家公務員を６年連続し
て下回っているという状況にございますし、給
与削減の取り組みということで、中段上の方に
ございますが、独自の給与カットを行っている
ところが多数に上ってきておりまして、実施団
体１，１３９団体、削減額も２，５００億円ということで
ございまして、こういう状況で努力をしてきて
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いるということです。

２．地方税制の現状と課題

そこで、税の話に戻らせていただきまして、
資料❻を見ていただければと思います。国税の
説明は先ほどございましたが、地方税に関して
申し上げさせていただきますと、２段目に地方
税合計ですが、種類としまして、まず道府県税、
市町村税と、主体に伴いまして２つあります。
そこで、地方税の方で見ていただきますと、

個人住民税、地方法人二税、地方消費税、固定
資産税などがあるわけですが、下のところに行
きますと、道府県税に関しますと、地方法人二
税の割合が非常に高くなっているというのが特
徴であろうかと思います。市町村税の方は、一
番下ですが、市町村民税と固定資産税という非
常に安定した財源になっておりまして、これで
社会保障経費等を賄っていくという大きな仕組
みになっております。
資料❼は地方税収の推移ということです。平

成１９年のところを見ていただきますと、小泉政
権下ですが、いわゆる所得税から個人住民税へ
の３兆円の税源移譲が決められ、平成１９年から
実施されました。平成２２年度の地方税は３３．８兆
円、３兆円の税源移譲がそもそもあったわけで
すから、これを差し引いて考えますと３０．８兆円
になりますから、これも平成元年のころから見
ても一番低い水準になっているという見方もで
きると思っております。
資料❽は、国と地方の税源配分ということで

ございます。数値は平成２０年度ということにな
りますが、国税、地方税の割合は、大体６対４
だったのですが、近年、国税の落ち込み等もご
ざいまして、今は５４．１％と４５．９％になっていま
して、歳出のベースになりますと、国歳出が
４１．２％、地方歳出が５８．８％とかぎ括弧で書いて
あるところになるわけですが、この差は補助金
や地方交付税などで財源移転をしているという
仕組みとなっております。
ここで１つ特徴的なのは、租税が国、地方を

併せて８４．７兆円なのですが、一番下の国民への
サービス還元のところを見ていただきますと、
国・地方純計で１５０．５兆円ということですから、
この間は、わかりやすく言えば借金で補ってい
るという状況にある。国、地方を通じて大変厳
しい状況にあるということが見てとれます。
そこで、資料❾ですが、以上のような状況を

踏まえまして、望ましい地方税体系をいろいろ
と考えていくということになろうかと思います。
去年の平成２２年度税制改正大綱ですが、第３章
９、中段のちょっと下のアンダーラインを引い
ているところですが、「地方が自由に使える財
源を拡充するという観点から国・地方間の税財
源の配分のあり方を見直します。社会保障など
地方行政を安定的に運営するための地方消費税
の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安
定的な地方税体系を構築します」ということが
示されていますので、基本的にはまずこういう
流れが１つあるのではないかと考えております。
また、資料10は、先ほどご説明がございまし

たいわゆる附則１０４条のところですが、地方税
制は七号のところに書いてありますが、先ほど
申し上げたことと同様の趣旨が記述されている
ということでございます。
そこで、１つ課題になりますのは、後ほどご

指摘があるでしょうが、自治体は多種多様です
ので、地方税の場合はどうしても偏在性という
問題があります。資料11－１は、人口一人当た
りの税収額を指数化しまして、全国平均を１００
とした場合にそれぞれの都道府県がどのように
なるものか税目ごとに見たものでございます。
そこで、地方税計というところを見ていただ

きますと、東京都が１７６．４と、一番下の沖縄県
が５８．４ということで、まず全体としていいます
と、３．０倍ということになっております。
個人住民税の場合は、これも一番下のところ

から説明していきますと３．０倍ということなの
ですが、地方法人二税に関していいますと、一
番下が奈良なのですが、東京都とやはり差があ
りまして、一番大きく６．６倍ということで、非
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常に差が出てくるところがございます。一方で、
地方消費税は１．８倍、固定資産税が２．２倍という
ことでございます。
資料11－２では、地方たばこ税は１．６倍とか

なり少なくて、自動車税は２．０倍なのですが、
これは個別に見ていただきますと、どちらかと
いうと逆の偏在性でありまして、栃木県が１４２．８
で、東京都が７１．４という状況になっております。
軽油引取税も似たような状況でありまして、３．５
倍ですが、一番低いのは東京都ということにな
っております。
資料12が、いわゆる地方税の主要税目の税収

の推移ということでございます。長いスパンで
見てみますと非常にわかりやすい表になってい
まして、個人住民税でありますとか、固定資産
税、地方消費税は、非常に安定しているのです
が、地方法人二税に関しましては、最近でも１９
年度９．２兆円でしたが、２２年度、これは計画ベー
スですが、５兆円ということで、非常に大きく
落ち込んでいるということでございます。基本
的には先ほどの改革の方向にもありましたよう
に、地方消費税のウエートを高めていき、地方
法人課税は相対的なウエートを低めていく、と
いうのが大きな方向性としてあるのではないか
と考えているところでございます。
駆け足になりましたが、以上で終わります。

（林） どうもありがとうございます。国も地
方もお金が足りないというところが前半かなり

前面に出ていた気がします。先ほど出てきた「強
い財政」というのは、どうなれば強いのだろう
ということも考えながら聞かせていただきまし
た。
それでは、引き続きまして、まず前田先生か

ら、財務省、総務省それぞれの担当の方からの
お話に基づきまして、総論についてご意見、ご
質問をいただきたいと思います。よろしくお願
いします。

Ⅲ．財政・税制の現状と
課題についての討論

（前田） 前田でございます。私に与えられた
時間が、佐川さん、岡本さんのお話について、
それぞれ３分ずつということで限られており、
お聞きになっていていろいろとご不満な点もあ
ろうかと思いますが、お許しください。
〔子ども手当と所得控除について〕
まず、佐川さんの方には、大きく２つのお尋

ねをしたいと思います。最近の税制改正の動き
といいますか、新しい民主党政権になりまして、
私は非常に疑問を感じていることがあります。
それは子ども手当の導入と、その財源確保のた
めの扶養控除（今後は配偶者控除も）の廃止に
関する話でございます。私は財政学を３０年ほど
勉強させていただいているのですが、実は扶養
控除や配偶者控除などいわゆる所得税の控除の
部分につきましては、個人個人の税金を支払う
能力を支払う指標として控除が設けられている
と習ってきたわけです。ところが、ご承知のよ
うに子ども手当は、子育て支援ですとか、社会
保障の一環として、子供一人につき１万３，０００
円を、昨日の新しい厚生労働大臣の話では、や
はり２万６，０００円を実施するなどと言っておら
れましたが、それを給付するということです。
その背景には子育て支援であるとか、子供を取
り巻く経済的な問題、家庭の生活が苦しいとい
う話があります。昨年度の税制改正の中で、格
差是正のため、再分配機能を高めるという話が
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あって、それはそれでわかるですが、格差の拡
大と貧困化は別の話でございまして、今、わが
国が問題なのは、税制とは直接的には別の貧困
の拡大であると思います。
ところで、税金というのは、それぞれの負担

能力に応じて税金を負担するのが公平であると
いうことでございますが、所得の分配がどうい
う状態にあるかということと、税金を負担する
能力を測って公平に税を負担配分しようという
話は明らかに違う話です。したがいまして、税
の世界では応能負担とか応能原則といいますが、
担税力に応じて負担配分するために扶養控除と
か、配偶者控除とか、基礎控除というものがあ
るわけです。控除の額自体が高い、低いは別に
しまして、個々人の担税力を適正に測る際に、
所得をその指標として用いるのであれば、担税
力を構成しない部分、担税力を有する所得を確
定するために、所得控除が用いられてきたはず
です。ところが、そのために必要なお金を扶養
控除を廃止して調達する子ども手当は、あくま
で社会保障の施策であります。「次代の社会を
担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援
する」ことや「子育ての経済的負担を軽減し、
安心して出産し、子どもが育てられる社会をつ
くる」といった政策目的の話と、税金を公平に
分担する、課税を公平に行うために所得控除が
設けられてきたという話とは、本来、異なった
話であるはずなのに、新しい政権になってから、
その点が混同されているのではないかという非
常に強い危機感を持っております。
そうした不安がありまして、佐川さんはお答

えにくい点であろうかと思いますが、政治主導
ということでこの税制改革が進められているこ
との、それはある意味で民主的であり、素晴ら
しいことであるのですが、「政治主導」されて
いる方々に、租税理論の基本的な部分が理解さ
れていないのではないか、という不安があるわ
けです。それについてわれわれはどのように考
えたらいいのだろうかということを、いや、そ
うした心配はないのだと、われわれが支えるか

らということでお言葉をいただいたらありがた
いのですが、それがまず１点でございます。
〔成長エンジン〕
それから、もう１つは、先ほど貧困化が問題

だと言いましたが、貧困化の問題の原因は、要
するに成長エンジンである企業の活動が非常に
弱っているということです。ご承知のように、
労働生産性でいいますと、わが国の労働生産性
は先進７カ国のうち最低です。それから、OECD
３０カ国の中では２０番目でしかすぎません。それ
から、よくご承知のように、国際的ないろいろ
な競争力の基準で見ましても、５６カ国中の半分
以下のポジションにあるわけです。
かつて日本の企業が元気で、経済成長率も高

かったときに仕組まれた法人税制のあり方、考
え方を、日本の企業の体力が非常に弱っている
現在において、基本的なスタンスを変えずに続
けていくというのはいかがなものであろうかと
思います。アメリカのレーガン税制改革のとき
には、ご承知のように、特定の古い旧態依然と
した企業に対するいろいろな優遇措置を見直し
て中立性を高めましょうということでした。と
ころが、わが国の場合は既にそういう旧態依然
とした租税特別措置はかなり整理されてきてい
て、これから日本を引っ張っていく成長エンジ
ンとなるような企業に対しては、むしろ租特措
置というもので優遇していき、なおかつ、特定
の頑張っている企業に集中している税負担を軽
減する、そういう思い切った発想の転換をしな
いと、今、わが国が陥っている非常な閉塞状態
を打破することはできないのではないかと考え
ます。そうした覚悟が新しい政権におありかど
うか、官僚として支えておられるお立場からお
考えをお聞かせいただければと思います。
〔課税自主権と納税者の納税にかかわる
負担のコスト〕
次に、総務省の岡本さんにお尋ねしたいこと

は、近年、地方分権改革が進められるなかで、
課税自主権ということがよく言われます。課税
自主権で地域主権や地方分権で狙いとするとこ
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ろは、地方公共団体の非効率な部分を是正しま
して、それこそ強い地方財政にしようというこ
とであろうと思っております。それはそれで結
構な話なのですが、一方で、果たして地域、地
域によって税金が違うということが納税者から
見ていいかどうかということも考えていただき
たい。最近いろいろと企業の方とお話しまして、
そのことに対する不満が非常に強まっておりま
す。そういう意味で課税自主権と、特に企業を
中心とした納税者の納税にかかわる負担のコス
トをどのように考えたらいいかということをお
聞かせいただきたいと思います。
〔地方消費課税〕
もう１点は、先ほど成長エンジンということ

を申し上げましたが、企業の活動を支えるため
に地方税制がどうあるべきかを考えますときに、
岡本さんからもお話がありましたが、私は、税
収の安定的な確保や地域間の偏在の問題などを
考えたとき、地方における企業課税のウエート
を減らして、むしろ地方消費課税を拡充する方
向がどうしても必要ではないかと思います。も
う少し具体的に申しまして、地方公共団体が地
方に対する企業課税をどこまであきらめるとい
いますか、縮小するお覚悟がおありなのかどう
か、それについて政権がどのようにお考えだろ
うかということをお聞かせいただければありが
たいと思います。
以上、お二方より２点ずつご教授いただけれ

ばありがたいところでございます。

（林） ありがとうございます。
後ほどまとめてお答えいただくということに

いたしまして、まず引き続いて玉岡先生からも
ご質問をお願いします。

（玉岡） 今から申しますのは、質問とかコメ
ントとかというのではなくて、最近のはやりで
言うと、いわゆるつぶやきに当たるようなもの
で、そのつぶやきに反応していただければ幸い
です。

〔官の果たすべき役割は何か〕
国も地方も大変な財政状態で、今日お集まり

の皆さんもどうすればこの状況を打破できるの
か、そのような答えを求めてやってきているの
ではないかと思います。私もそういう答えがあ
れば、もちろん勉強はしているのですが、ぜひ
知りたいと思っています。
答えがなかなか求められないというときに２

つ原因があると思うのです。１つは問題として
非常に難しくて解けない、中学生が大学生の問
題を解くような感じで難しすぎる。もう１つは、
こっちが大事だと思うのですが、答えを出そう
と思えば問題をきちんと設定しないといけない。
問題をきちんと設定しないから答えが出ない。
逆に言うと、問題をきちんと設定すれば答えは
かなり直前まで迫っているということです。
具体例を出しますと、この１～２年ですが、

「無駄を省けば」ということがずっと言われて
おりました。私も小学生の気分になってよく考
えるのですが、無駄を省けばというときの無駄
というのは一体何かということを考えると、実
はこれは非常に簡単ではない。無駄の定義は非
常に難しくて、数字で表すこともできれば、で
きないものもあって、場合によっては、無駄だ
と思っている人が「これが無駄だ」と言うのが
無駄だという定義もできます。では無駄の反対
は何かというと必要なものととりあえず考える
ことができる。では必要なものというのは何か。
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これは行政がやっていることについて考えると、
非常に難しくてなかなか答えは出てきません。
そういう難しいことであるにも拘わらず、あた
かも「無駄をなくせば」という一言で問題が解
決すると思われて、これはちょっと問題の立て
方が間違っていると思います。
もう１つ具体例を挙げると、これは数年前で

すが、民でできることは民でやりなさいという
話がありました。これ自体は全然間違っていな
いとは思うのですが、原理的に考えて、民でで
きないことはほとんどない、ほぼすべてのこと
ができる。問題は逆で、官にしかできないこと
は何か。税を取ってしかできないことは何かと
いうことについて問題設定がきちんとされてい
たかというと、どうもよくわからない。それが
例えば今の郵政の改革などの問題につながって
いると思います。
〔所得分配〕
先ほど前田先生のお話にもありましたが、所

得の分配の問題があって、貧困とかあるいは格
差の問題があって、例えば格差の是正を、後ほ
ど言いますが、所得税等を使って累進度を回復
するような形で対処するということですが、あ
くまでも所得税でできるのは二次的な話で、第
一次所得分配があって、その後でどうするかと
いうことです。つまり税を使って所得分配その
ものを変えることはできない。最初の貧しさと
いうのは解消できないということなので、これ
は先ほども言われていたように峻別しないとい
けないと思います。
今日は１冊の本を持ってきました。『租税国

家の危機』という、シュンペーターという人が
書いた本ですが、これは１９１８年、第１次大戦の
末期ですが、経済学者でシュンペーターという、
技術革新で有名な方が書いた本、講演をまとめ
た本なのです。後に彼はオーストリアの大蔵大
臣になっています。当時のオーストリア、ある
いはドイツというのは、今の日本以上に財政が
危ない状態で、結果的に国家破産をしてしまっ
たのですが、彼は租税国家というのはこのまま

存続できるのかという、そういう危機感を持っ
て話したことなのですが、いわゆる財政社会学
という当時のはやりの学問で、問題設定をして
います。
どういうものかというと、財政赤字というこ

とですぐ考えるのは、歳出を減らすか、歳入を
増やすか、つまり財政の手段を何かうまく用い
れば財政赤字は解消できるのだと思うわけです
が、それは間違いであると。つまり財政とか、
税とか歳出とかをいじれば、それさえやればう
まくいくのだと思っているけれども、そうでは
ない。経済や社会構造が劇的に変化していると
きに政策だけで何かやろうと思うと、それは間
違っているのだと、経済や社会の構造の変化に
ちゃんと対応しないといけないということです。
彼の出した答えというのは、税を取らないとや
っていけない国家だから、税を取っていないと
き、つまり財産を持っていた当時の国家に戻れ
ばいいという、とてつもない答えを出したので
すが、問題設定の大切さというものを言ったの
だと思います。
つい先日、厚生労働省から「厚生労働白書」

が出ました。そこで１つ注目すべき点は、社会
保障というのは、ベバレッジ報告以降ですが、
そこで言われる社会というのは国家で、社会保
障イコール国家保障だったわけです。その国家
が保障する体制が２１世紀になって、日本はそう
ですが、崩れてきていると。再生するにはどう
するかというと、文字どおり社会全体で保障す
るような体制に持っていく。「厚生労働白書」
で参加型の社会保障というものを言っています。
参加型というのは、国あるいは地方が一方的に
支えるというのではなくて、住民とか、もちろ
ん企業も入ると思うのですが、社会全体で社会
保障を考えていくということです。
私は兵庫県在住で、兵庫県の例しか知りませ

んが、兵庫県のある自治体では、例えば自治会
とか、町内会とかあるいはいわゆる隣組、そう
いう組織をかなりうまく使って、例えば要介護
認定率が非常に他の自治体より低いというとこ
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ろもあります。では、そういう組織があるとこ
ろはいいけれども都市部はどうするのだという
ことになりますが、都市部でそのようなつなが
りを持たせるにはどうしたらいいかという取り
組みも実際に行われております。
〔地方の組織のあり方〕
ということで、地方の実情は当然地方がよく

知っているということで、その意味でも地方分
権は非常に大事だと思うのですが、その地方分
権をやっていくときに財源をきちんと保障する
のが大切だと思います。事務配分と財源配分は
ペアで考えないといけないと思うのですが、事
務配分に見合うような財源配分をきちんとやっ
ていく。そのときに、後ほどまた出ると思うの
ですが、例えば地方消費税というものを拡充し
ていったとしても、なおかつ、地方団体間で格
差は残ります。その格差を今までのように国と
地方の間で解消するのか、あるいは地方団体の
中で、地方間の中でどう解消するか。それは道
州制を含めて地方の組織のあり方の議論ともつ
ながると思うのですが、それをどう考えるかと
いうことが私の考える問題設定です。
以上、つぶやきを終わります。

（林） なかなか難しい問い掛けだったと思い
ます。
まず、前田先生の方で、格差の議論から、所

得税の担税力の話、手当の話ということでご議
論いただきました。所得税に関しては各論に入
る後半でも議論が出ると思います。また先ほど
のご質問の中で、税制を含めて政治主導でいろ
いろなことが決まってきている印象があります
が、特に税制については、中におられてどうい
う対応をされるのか、政治家主導の税制改革で
問題はないのかというお尋ねがあったかと思い
ます。それから、もう１つは、これは地方税に
も同じ質問が当てはまると思うのですが、成長
のためにということで企業に税負担を求めない、
あるいは減らすということも含めて、どこまで
覚悟をされておられるでしょうかということで

す。前田先生からはもう１つ、課税自主権は、
非常に大切だというご指摘がありましたが、一
方では地域でばらばらの税制は問題であるとも
言えます。この点についてはどうお考えでしょ
うかという質問が総務省の岡本管理官の方にあ
ったと思います。
それから、玉岡先生の整理はなかなか難しい

ですが、基本的には官が果たすべき役割は何か
ということが大きな問題意識になっているのだ
ろうと思います。日々の生活をしていて、今月
これだけお金が足りないよ、これはどうしよう
かという議論をするのとは別に、生活態度を改
めないといけないのではないかと、そこを見直
すところからはじめようではないかということ
もご指摘されたのだと思います。
その意味で、私は先ほど国も地方もお金が足

りないと現状の説明がありましたと申し上げま
した。国も地方も官が果たすべき役割について、
個別にこれは民間でもできるでしょうという議
論があります。これは仕分けなどでもよく出て
くるわけですが、公の中におられて、これは官
がやはり責任として果たすべきだろうという分
野があると思います。それを果たす上で今の税
制で税収が十分に確保されているのか、あるい
は不十分なのかどうなのかということを少しお
考えいただけたらいいかなと思います。
では佐川さんからよろしくお願いします。

（佐川） 最初の前田先生のご質問は比較的答
えやすいのではないかと思います。林先生のよ
うに整理されて「政治主導をどう見るか」と問
われると、これは答えられないものですが、税
は正に政治の原点でございますので、当然国民
の代表たる政治家の方が決めるものだと考えて
おります。
〔所得控除から税額控除へ〕
本当は後段の話になるかもしれませんが、前

田先生から、子ども手当と扶養控除の廃止の関
係の整理についてのご質問でございますので、
明確にお答えしておいた方がよろしいかと思っ
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ております。大変恐縮でございますが、先ほど
の資料の㉔（資料編３３頁）です。前田先生のお
っしゃることはよく分かります。ある意味で、
伝統的な議論で言えば、税の垂直的公平と水平
的公平という議論の中での水平的公平をどう考
えるのだというご指摘かと私は受け止めました。
所得が全く同じときに、家族構成の違いで担税
力を調整するために所得控除があるのだろうと
思いますが、そこを混同しているのではないか
というご指摘ではないかと私は理解をしました。
そういう意味で、現政権が昨年決定した税制

改正大綱の考え方は、前田先生のお考えとはか
み合っていないのかもしれませんが、資料㉔に
おいて、所得税については、所得控除から税額
控除・手当へという、こういう発想が非常に大
きな命題になっております。したがって、下線
のところだけ見ますと、「所得控除を一律の税
額控除に変えれば、限界税率の低い低所得者ほ
ど所得比で見た負担軽減効果が大きい仕組みに
なります。手当は相対的に高所得者に有利な所
得控除に代えて現金給付を行うものであり、定
額の給付であることから相対的に支援の必要な
人に実質的に有利な支援を行う」、こういう基
本的な考え方になっておりまして、そういう意
味で、年少扶養控除を廃止して子ども手当を配
っているというのが、この政策の発想の根源に
ございます。これが１点目です。
〔成長と税〕
それから、２点目の成長が大事だという点は、

これは当然おっしゃるとおりだと私は思ってお
ります。労働生産性も含めて全体の経済のパイ
が大きくならない限りは、税収も伸びません。
これは全くおっしゃるとおりだと思っておりま
すし、現政権もそこの意識は相当強いものがあ
りますし、新成長戦略実現会議というものも開
いております。
そういう中で、成長と税の関係についてです

が、前田先生から租特も含めてしっかりやった
方がいいのではないかというお話もございまし
たが、資料㉙を開いていただきますと、表題が

「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対
策」となっております。ステップ３の上段部分
で、法人実効税率の引下げについては、「課税
ベースの拡大等による財源確保と併せ、２３年度
予算編成・税制改正作業の中で検討して結論を
得る」というのが１点、大きな話です。
それから、２点目は先ほどの租特の話ですが、

総理が雇用を随分強調しておられて、やはり雇
用は大事だと。今の雇用情勢ですから当然そう
なのですが、そういう意味では、下線部にあり
ますように、「『雇用』を機軸とした経済成長を
推進する観点から、政策税制措置を平成２３年度
税制改正において講ずる」、あるいは次の下線
ですが、「企業の環境関連の設備投資・技術開
発等を推進するための税制上の措置を講ずる」
として、最後の行ですが、「税制調査会に雇用
促進税制等の検討を行うプロジェクトチームを
設置し、早急に議論を開始する」ということで、
今はそういう体制になっているということでご
ざいます。
〔社会保障制度改革〕
それから、玉岡先生のご意見はなかなか答え

づらいのですが、１点だけご紹介申し上げます
と、真に必要な人に重点的に手を差し伸べるこ
とができるような社会保障制度の改革を行うと、
またそのために、「支え合い」が要るのだとい
うことが、大綱に書いてあります。玉岡先生の
最初のお話で、どのようにしたら解があるのか
ということでございますが、これもそのまま総
理の国会の答弁だけ読ませていただきますと、
８月４日の参議院の予算委員会で、自民党の林
芳正議員に対する答弁でございますが、「現在
の日本の財政状況の厳しさを、林議員からのご
指摘も含めて、あるいは国際会議などの場を通
してひしひしと感じておりましたので、この財
政の健全化という大きな仕事は、これはどなた
が総理になろうとも、どの政党が政権を取られ
ようとも避けて通ることはできない課題である
と認識しておりまして、これからも財政健全化
に向けての努力は精一杯、力の限り取り組んで
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いきたい、このことをまず申し上げたいと思い
ます」とおっしゃっていまして、とにかく超党
派でいろいろと議論していきたいということを
強くおっしゃいました。
私からは以上です。

（林） ありがとうございます。
それでは、引き続いて岡本管理官からお願い

します。

〔課税自主権〕
（岡本） まず、前田先生からのご指摘で、課
税自主権にかかわるいろいろなご質問が１点ご
ざいました。課税自主権に関しましては、最近、
減税を掲げる自治体なども出てきまして大変関
心が高まってきております。基本的に課税自主
権の拡充というのは、目指すべき方向だろうと
思っております。ただ、いろいろな理由・意義
があると思っておりまして、例えばまさにここ
にいらっしゃる方は税に関心がある方が多いと
思うのですが、もっと税金に住民が関心を持っ
てもらおうと。そして、例えば高福祉をするの
であれば、場合によってはもっと負担がいる。
逆に、お金を節減して、低いサービスだけれど
も我慢する。そういうことを住民の人がみんな
で考えて決めていこうということがまずあるの
だろうと思います。一方で、極端に、例えば企
業課税などで、幾らでも増やしていいというこ
とで増やし、あまりにアンバランスが出るよう
なことがあれば、先ほどご指摘を賜ったように、
企業活動に非常に障害を生じるようなこともあ
るでしょうし、そこのところは大変難しいとこ
ろもあります。
一方で、後ほどご説明いたしますが、企業の

方、納税する方の利便性ということに関してい
うと、全国統一で仕組みとしてできた方が便利
なところが間違いなくありまして、国税庁で e
―Tax というものを作っていますが、地方団体
では eLTAXという仕組みを作っています。こ
れに自治体ごとに入ってもらう、入ってもらわ

ないがありますと非常に効果が薄れてきます。
そういうところはなるべく全国統一でやる。そ
ういうバランスを考えていろいろと今後進めて
いくということになろうかと思うのですが、１
点言えますのは、税源配分の議論をしていると
きに、いや、税源配分などではなくて、課税自
主権で対応すればいいではないかという意見が
出ることがありますが、これは論点としては違
うと思っていまして、非常に金額的にも差があ
る話でございますから、課税自主権は課税自主
権の話だし、税源配分は税源配分の話として区
別して考える必要があると思っております。
〔地方法人二税〕
そこで、２点目のご指摘の地方法人二税でご

ざいますが、基本的な方向性としては、先ほど
最後に申し上げましたとおり、消費課税のウ
エートを高めて、相対的には企業課税のウエー
トを低めていくということがあろうかとも思い
ますが、相対的にと申し上げたのでして、１９年
度に９．２兆円の法人二税が今５兆円まで急減し
ている状況、地方財政の状況を踏まえると、地
方団体としても大変厳しい状況にあるというこ
とを踏まえる必要があるのではないかと考えて
おります。
〔地方税財源のあり方〕
玉岡先生からのご質問でございますが、玉岡

先生は大きな危機感を持っていらっしゃると思
っていまして、その危機感は大変共有できると
ころです。多分お聞きの皆さんも日本財政は大
丈夫かなと思っている方は大変多いと思うので
す。そういう意味でいうと、危機感を持って、
ではどういう出口を探していくかというときに、
それはいろいろなやり方があるのであって、私
も今のご指摘の一部にしか答えられないのです
が、地方自治体でいいますと、非常に多くの仕
事を実はこなしているのですが、自由度がない
ということがあります。自由度を高めたい、自
分のお金のウエートを高めた中で、自分の知恵
と工夫で対処していきたい。ところが、今は補
助金行政が大きいですから、国にお願いして、
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国から補助金を取ってくるということをしない
と知恵と工夫は出せないというところがありま
すので、地方税のウエートを高めていくという
ことが必要なのかなと思いますが、それで格差
を全部埋めるということは到底できないわけで
すから、そこのところの格差を埋めるやり方は
みんなが納得できるような仕組みを今後ともい
ろいろと考えていかなくてはいけないのではな
いかと思っております。
以上でございます。

（林） ありがとうございます。
両先生また追加でということがあるかもしれ

ませんが、時間的にも若干押しておりますので、
引き続いて後半に入って参りたいと思います。
先ほどの所得税から給付へのシフトということ
も含めて少し各論の議論がはじまっております
が、まず財務省の佐川審議官から個別の税目に
ついての検討課題ということでご紹介いただき
たいと思います。よろしくお願いします。

Ⅳ．個別税制の現状と課題

１．所得税

〔所得税の現状と課題〕
（佐川） 資料⑮（資料編２４頁）、所得税から
簡単にご説明を申し上げます。資料⑮には、閣
議決定における所得課税の問題意識が載ってお
ります。ポイントだけ申し上げますと、最初の
下線ですが、最後の方、「所得再分配機能や財
源調達機能が低下している状況にあります」と
いう認識になっております。
そのために何をするかというのが、「③改革

の方向性」とありますが、第１は、所得補足の
ための番号制度、第２が、先ほどご説明しまし
た所得控除から税額控除・手当へ、第３に、金
融資産等に関しては、損益通算の範囲を拡大し、
金融所得の一体課税を進めるといったようなこ
とが概略書いてあるわけでございます。

資料⑯ですが、所得税収の推移でして、平成
２年度、３年度頃は２６兆円あった所得税収が、
累次の減税や先ほどご紹介のあった住民税への
税源移譲等々で、今は１２兆円ほどになっており
ます。一部の方に、昔の税率に戻せば、今の１２
兆円が２６兆円に戻るではないかという方もいら
っしゃるのですが、この下の棒グラフは実は分
離課税分の税収を示しておりまして、例えば、
平成２～３年度頃には利子や譲渡所得で１０兆円
の税収がございました。今は２．５兆円ぐらいし
かございませんので、この差を埋めるのはなか
なか大変だということでございます。その他、
今までの改正の経緯が書いてあります。
資料⑰です。総合課税分の課税ベースのイ

メージで、分かりやすく説明する時に使ってい
る資料ですが、全体で課税対象となる収入が２４０
兆円ぐらいございます。そのうち控除を引いて
いきますと、実は課税所得は１００兆円ぐらいし
かなくて、現在の所得税のうち総合課税分が
１１．２兆円ですから、所得税で増収しようとして
控除を１０兆円減らすと１．１兆円ぐらいの増税に
なるというような漠とした印象でございます。
そういう意味では、配偶者控除で約５兆円、一
般扶養控除で約３兆円とありますので、１０兆円
の控除を縮小するというのはなかなか大変な作
業だと思います。
〔累進税率構造〕
それから、資料⑲は、過去から見て、随分と

所得税率がフラット化しているということが分
かる図です。消費税の導入等がございましたの
で、負担の累増感の軽減という意味で、所得税
の簡素化、フラット化を進めてきているという
ものです。
その結果として、実効税率のカーブが徐々に

下がってきているというものが資料⑳でござい
ますし、諸外国と比較したものが資料㉑でござ
います。
資料㉒ですが、これは各国でどのブラケット

にどれぐらいの人がいるかというものです。一
番太線が日本なのですが、所得税の一番低い限
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界税率である５％のところに約６割の人がいら
っしゃって、限界税率の１０％のところまでに約
８割の方がいらっしゃるということなので、他
国と比べると限界税率の低いところに随分多く
の人がいるということでございます。
それを端的に示しているのが資料㉓でござい

ます。これは便宜的に３つに分けております。
限界税率が５％・１０％の人が一番左の箱、
２０％・２３％の人が真ん中、３３％・４０％の人が一
番右の箱になっております。一番左の箱の
５％・１０％の納税者が３，７８５万人と、全体の約
８割がいるわけですが、給与収入でいくと７８５
万円ぐらいまでの人で、その税額は２．６兆円で
す。ところが、右の方に行きますと、一番重い
ところで納税者数は９７万人で２％しかいないの
ですが、所得税額だと４．８兆円あると、このよ
うな構図になっております。したがいまして、
税率構造をどう見直すかという議論をするとき
に、こういうものを見ながら、様々な議論が出
てくると思っております。
資料㉔は、先ほどご紹介しましたので、省略

させていただきます。
〔給付付き税額控除〕
資料㉕－１以降は、大綱にもありますが、最

近、給付付き税額控除という単語がよく見受け
られます。給付付き税額控除というのは、要す
るに低所得者の税額を控除しても控除しきれな
い場合に給付をするというものです。説明は省
きますが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フラ
ンスとありますが、制度の名前だけ見ていただ
きますと、勤労所得税額控除とか、児童税額控
除とか、目的は様々でございます。
次の資料㉕－２のカナダを見ますと、GST

クレジットと言いまして、付加価値税の逆進性
対策を目的とするものですから、一口に給付付
き税額控除といっても、何のためにやるかとい
うことで随分仕組み方も違ってくるので、そこ
はいろいろとご議論が必要だろうと思っており
ます。

〔金融所得課税の一体化〕
資料㉖は、金融所得課税の一体化についてで

すが、基本の税率が２０％であるところを、今、
平成２３年まで１０％に減税されているのが、一番
右下の上場株式の配当と譲渡損益でございます。
上の箱にありますが、税率の２０％本則税率化

にあわせて、平成２４年から少額上場株式等に関
する非課税措置の ISAという制度を導入しよ
うとして、それは既に閣議決定しているのです
が、この軽減税率１０％の延長を金融庁が要望し
ておりますので、また年末にかけて議論になる
だろうと思っております。
以上、所得税でございます。

２．法人税

〔法人税の現状と課題〕
法人税です。資料㉗は、昨年１２月に閣議決定

された平成２２年度税制改正大綱ですが、�２の下
線部で「租税特別措置の抜本的な見直しなどを
進め、これにより課税ベースが拡大した際には、
成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の
維持・向上、国際的な協調などを勘案しつつ、
法人税率を見直していく」と書いております。
資料㉘が新成長戦略の閣議決定でございまし

て、競争力強化と外資系企業の立地促進のため、
法人実効税率を主要国並みに引き下げ、その際
には、財源確保に留意すると書いております。
資料㉙は、先ほどご覧いただいた、本年９月

１０日の閣議決定でございます。
資料㉚は、法人数はあるけれども、実際に法

人税を納めている企業はやはり大企業が中心で
あることを表すものでございます。
資料㉛は、法人税収の推移でして、棒グラフ

が税収、折れ線グラフが税引き前の当期純利益
でございます。法人税収は平成元年に１９兆円あ
りますが、折れ線グラフを見ていただきますと、
平成元年と比べて平成１７年から１９年の方が当期
純利益は高いにもかかわらず、法人税収はバブ
ルのころには追いついていません。これは、法
人税率を引き下げてきたこともありますし、課
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税ベースが縮小してきたこともあろうかと考え
ております。
〔欠損法人割合の推移〕
資料32は、欠損法人割合の推移ですが、景気

が良くても悪くてもこの割合はあまり上がって
こなかったものが、昭和５０年以降、特に近年は
こういう不況の中で７１％台という高い欠損法人
割合になっているということでございます。
資料33は、繰越欠損金の話でございまして、

棒グラフの下側が繰越控除後の所得金額で、上
側が繰越欠損金の控除額です。ここ数年を見て
いただきますと、１０兆円前後の繰越欠損金を控
除しておりますので、こういうところも課税
ベースに効いていると思っております。
資料34は、外国税額控除と租税特別措置によ

る税額控除の推移でして、右側の棒グラフが租
税特別措置による税額控除、左側の棒グラフが
外国税額控除となっています。平成１６年から右
側の棒グラフが大きく伸びていますが、これは、
研究開発税制を平成１６年に見直して総額型にし
ておりますので、大きな研究開発減税になって
いるところでございます。左側のグラフは、近
年海外で稼いでいる方が多いので、外国税額控
除の金額が増えてきているということで、これ
も課税ベースに効いてきております。
〔国際課税〕
資料35は、外国子会社からの受取配当益金不

算入制度でして、以前は、日本の法人税率より
低い税率の国で稼いだ子会社の配当を日本に戻
すと日本の税率で課税され、現地に留保してお
けば現地の税率で課税される制度でしたので、
なかなか日本に利益が還流してこないのではな
いかというご議論がありました。そのため、外
国子会社の配当を日本に戻した場合に日本では
益金不算入とし、現地に残る分だけ課税という
ことにしたのが平成２１年度の改正でした。下の
グラフに見られるように、平成２０年度に比べる
と平成２１年度の方が、外国子会社からの配当と
して還流している額が多くなっています。
資料36です。これもタックスヘイブン税制で

すが、近年アジアに日本の企業が相当進出して
おりますので、トリガー税率を２５％から２０％に
引き下げることによって、中国や韓国、マレー
シアやベトナム等がトリガーの対象から外れる
ということでございます。
資料37は、主要国は各国とも法人税率を右肩

下がりに引き下げてきているということが見て
取れると思います。日本も下げてきております
が、この中ではやや高いかなということでござ
います。
資料38は、地方の法人課税も合わせた実効税

率の国際比較でございます。この表が、日本の
法人の実効税率は高いと言われているものでご
ざいます。右の３つがアジア諸国ですが、アジ
アは随分低くなっています。
ただ、実際は、実効税率だけの問題ではなく、

政策税制もあるし、課税ベースもあるし、具体
的な実質の負担率がどうなっているのだという
ご質問もよくいただきます。そういう意味では、
各国の比較は相当難しいものですから、KPMG
税理士法人に委託して調査した各業種別の各国
の法人負担について、資料39で紹介しておりま
す。説明は省略しますが、こういう状況になっ
ております。
資料40は、資料39を裏付けるものですが、企

業の負担には税だけでなく社会保険料もありま
すというのが、この資料でございます。ヨーロ
ッパ諸国では、税よりも社会保険料負担が高く
なっており、これを併せて見る必要があるとい
う議論もございます。
〔租税特別措置〕
資料41は、租税特別措置による増減収見込額

です。減収が約７兆円、増収が約２兆円、差引
きで約５兆円が租税特別措置により減収となっ
ています。５兆円というのは大きいなと思うか
もしれませんが、法人税関係が資料42にありま
す。一番大きいものは研究開発税制で、次が特
別法人税の課税停止。この特別法人税というの
は退職年金の積立金課税を止めているものでご
ざいます。あとは中小企業関係です。法人税関

― 239 ―



係全体ですと、およそ９，０００億円となっていま
す。
資料43は、先ほど少し言及しました試験研究

費の税額控除額の推移でございます。平成１６年
から大きく伸びて、５，０００億円、６，０００億円にな
っていますが、平成２０年度で控除額が低くなっ
ているのは、税収が下がってきていることの結
果だろうと思います。
資料44は、先ほどの租税特別措置による増減

収見込額約５兆円の内訳でございます。法人税
関係以外の主なところは、所得税関係では住宅
ローン減税が約８，０００億円。一番大きいものは、
実は、「その他」にあります石油化学製品に使
うナフサの原料でガソリン税が免税になってお
りまして、これが約３兆７，０００億円。これが一
番大きな租税特別措置でございます。
以上、法人税でございました。

３．消費税

資料45ですが、最後の２行に、消費税のあり
方については、今後、社会保障制度の抜本改革
の検討などと併せて、検討していきます、と書
いております。
資料46は、先ほど見ていただいた主要税目の

税収の推移です。
資料47は、平成元年に消費税制度が導入され

て以後の改正の経緯でございます。
資料48ですが、消費税の使途については、目

的税化し、社会保障あるいは高齢者経費以外の
少子化などに使うべきだという各党のご議論が
ございますが、現実の整理としては、毎年の予
算書の中で、国の消費税分は高齢者３経費、基
礎年金と老人医療と介護に充てると書いており
ます。そして、消費税収は約１２兆円ですが、こ
の１２兆円を国と地方で分けると、国が６．８兆円、
地方が５．３兆円になります。この国分の６．８兆円
がそのまま高齢者３経費に充てられていますが、
高齢者３経費そのものは今１６．６兆円あるので、
半分にも満たないというのが現状でございます。
資料49は、各国の付加価値税率のグラフであ

り、黒く塗ってあるところが軽減税率でござい
ます。
資料50は、主要国の付加価値税の概要でござ

いますので、ご参考にしていただければと思い
ます。
資料51は、諸外国の軽減税率の適用例です。

例えば、フランスであれば、キャビアは標準税
率である一方で自国産のフォアグラやトリュフ
は軽減税率であるほか、マーガリンとバターの
違いなどがあり、イギリスであれば、温かいか、
温かくないかの違い、それから、面白いのはカ
ナダのドーナツでございまして、５個以下だと
標準税率ですが、６個以上はその場で食べられ
ないので持ち帰るであろうということで、軽減
税率ということになっていまして、なかなか軽
減税率の設定は難しいことが分かります。
資料52は、カナダにおけるGSTクレジット

の概要です。これが先ほど申しました付加価値
税の逆進性対策ということでございますが、厳
密に付加価値税分を還付しているわけではござ
いません。２つ目の黒丸にありますように、本
人には年間で２．２万円、児童には１．２万円、平均
的には約２．８万円を各世帯に配るということで、
この下のグラフように、年収で２８６万円ぐらい
のところまでは一定額を配っていって、それ以
上所得が上がっていくと低減していくといった
ような配り方をしているということでございま
す。

４．資産税

資産税ですが、資料54です。中段の下線に「格
差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率
構造の見直しについて平成２３年度改正を目指し
ます」と書いております。
資料55ですが、ポイントは、バブルのころに

土地の資産価格が大きく上がり、負担調整が必
要だということで、随分減税をしてきたという
ことでございます。
資料56は、相続税の税率構造です。階段状の

表の下に基礎控除がありますが、昭和６３年１２月
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以前の基礎控除は２，０００万円に４００万円×相続人
の数を加算した額だったのですが、現行は５，０００
万円に１，０００万円×相続人を加算した額で、配
偶者と子ども２人で８，０００万円の基礎控除があ
ります。これをどう考えたらいいかというのが
相続税の課題でございます。

５．環境関連税制

環境関連税制です。資料59ですが、上の箱に、
地球温暖化対策のための税、いわゆる燃料課税、
CO２ を出すものにつきましては、当分の間と
して措置される税率、これはガソリンの暫定税
率の上乗せ分ですが、それも含めて平成２３年度
実施に向けた成案を得るべく、検討を進めると
いうことになっております。
それから、下の箱ですが、車体課税について

は、エコカー減税の期限到来時、平成２４年４月
ですので１年先ではありますが、それまでに見
直しを検討することとなっております。
資料62が、昨年度の環境省の要望です。既に

新しい環境省の要望が出ておりますので、少し
ミスリードかもしれませんが、昨年度の要望が
右側の図でございます。昨年度の要望では、ガ
ソリン税の上乗せは乗せたまま、石油石炭税で
この「C」というところを増税したいと言って
おります。
資料64ですが、CO２ 課税と申しますが、厳

密にCO２ の排出量の１トン当たりで一定の税
率を掛けることには、各国いずれもなっており
ません。フィンランドの付加税や、デンマーク
のCO２ 税はガソリンから天然ガスまでほとん
ど一緒でございますので、ここはCO２ の排出
量に比例して掛けています。全体の大きさを見
ていただきますと、やはりどの国もガソリンや
軽油に重課しているというのが、各国の特徴で
ございます。

６．番号制度

最後は番号制度ですが、税制改正大綱では、
１年以内に結論を出すということが書かれてお

ります。
ポイントは資料66、67でありますが、税務上

での番号を考えますと、資料67にあるとおり、
税務面で利用する「番号」が最低限満たすべき
要件として、①悉皆的に付番されていること。
全員に付番するということが必要でございます。
それから、②混乱しないように一人一番号です。
引越等があったとしても、とにかく一人一番号
は付いていること。それから、③源泉徴収義務
者、会社が給料を払っている従業員との関係で
も、そういう番号が必要ですので、官－民だけ
ではなく、民－民－官の関係で利用できる番号
であることが必要です。それから、④中小企業
などいろいろな方がお使いになるので、目で見
える番号であることが必要です。以上の４つが
税務面で使う番号の要件だと考えております。
資料68は、各国で番号をどのように使ってい

るかということをまとめたもので、社会保障番
号なのか、住民登録番号なのか、税務番号なの
かといった分類ごとにまとめられているもので
す。
最後、長くなりましたが、資料70の１枚紙が

ございます。これが、本年６月末に、菅総理を
中心とした閣僚等がメンバーとなっている番号
制度検討会が発表した中間取りまとめでござい
ます。この中間とりまとめが７月から８月にか
けてパブリックコメントにかかったところでご
ざいまして、その結果についてはまだ発表に至
っていないと認識しております。以上です。

（林） かなりの情報量を整理していただき、
どうもありがとうございました。
それでは、引き続いて、総務省の岡本管理官

からご説明をお願いします。

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題

１．個人住民税

（岡本） それでは、引き続きまして、資料13
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（資料編９８頁）からご説明をさせていただきた
いと思います。
まず、個人住民税ということでございます。

個人住民税は、地域社会の会費として住民が広
く能力に応じて分担してもらうという性格を有
しているものなのですが、近年大きな改正とし
て、税源移譲がございました。１８年度まではそ
この左上のような仕組みだったのですが、１９年
度から１０％で比例税率化されました。従前の
１０％を超える部分につきましては、逆に地方か
ら国へ移譲し、そして、国から地方への移譲が
ある。いろいろな差し引きをしまして１０％一律
ということになったわけでございますが、そう
いう中で応益原則ということに関しましては強
化されたと思っております。一方で、所得税の
方は累進性を強化して、そういう機能が強化さ
れるということもありました。
これはマクロの話ですし、地方のそれぞれの

立場からいいますと、例えば東京は非常に所得
が高い人が多かったわけですから、１３％のとこ
ろに当てはまった方が大変多かったわけですが、
そこが１０％になったことにより、地方団体間の
格差の是正ということも意図としてあったとこ
ろです。
資料14は、国税、地方税、県税、市町村税を

併せて３税とも言いますが、それぞれ協力して
いるということで、市町村の部局も国税庁と連
携しまして、いろいろとやりとりをしており、
市町村は個人情報が特にありますので、そこの
ところでお互い連携し合いまして公正な課税を
一緒に協力して進めていくということをしてい
ます。これは社会保障番号の話と関連する資料
でもあるのですが、そういう資料を付けさせて
いただいております。

２．地方法人二税

資料15は地方法人二税に関してでございます。
先ほど申し上げましたとおり、地方法人二税は、
地方税の基幹税目ですし、特に都道府県にとっ
て非常に大きな税収源になっておりますが、先

ほど申し上げましたように、非常に景気に左右
されやすいという問題があります。かつ、地域
間の差が大きいというのも先ほどご説明したと
おりです。
そういう中で法人事業税の一部を国税に移譲

した上で、地方に譲与税として配分して格差を
縮める、地方法人特別税の議論もあり、実施さ
れているところでありますが、申し上げたいの
は、いろいろと課題があるということでござい
ます。
そこで、その１つの方策として、資料16です

が、法人事業税の課税のあり方といたしまして、
外形標準課税というものを導入しております。
外形標準課税の導入に関しましては、上のとこ
ろに４つございますように、税負担の公平性の
確保、応益課税としての税の性格の明確化、基
幹税の安定化、経済の活性化等々という観点か
ら、発足当初いろいろと議論があったのですが、
最終的には今の形では、資本金１億円を超える
法人（大法人）を対象としまして、４分の１を
外形標準課税するということで決着したわけで
ございます。ここのところは中小企業への負担
の配慮等もございまして、一定のところ、１億
円以上というところで切らせていただいている
ということでございます。外形標準課税の拡大
というものも１つ課題に今後なっていくだろう
と考えております。

３．地方消費税

次に、資料17は地方消費税に関してでござい
ます。消費税全体の説明は先ほどございました
が、地方の財源という観点も含めてあらためて
見てみますと、４％が国税の消費税、地方消費
税が１％、この１％の地方消費税のうち、県税
ではありますが、２分の１が市町村へ交付金と
して交付されております。また、消費税の一定
割合、２９．５％が、ここの割合でいうと１．１８％と
いうことになりますが、地方交付税の原資とい
う状況になっております。地方消費税は平成６
年の税制改正で導入されたわけですが、その前
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は消費譲与税制度があり、その前にはさらに地
方独自のさまざまな間接税があって、それを廃
止して振り替えたという経緯もございますが、
いずれにしましても、非常に重要な税源である
と考えているところでございます。
そこで、資料18にありますように、先ほども

ご説明がございましたが、国も大変社会保障関
係経費は増えていきますが、地方も大変多く負
担していくということです。
ここにありますような大きな項目で、例えば

今、医療というものが大変話題になっています。
地方は特に先生がいない、そういう医療体制の
確保がないというのが地方の不安感の１つにな
っています。また、救急医療体制、予防接種等
各種検診、母子保健対策等々、社会福祉の問題
等もございます。そういう意味で言うと、強い
社会保障を作りあげるため、また、国民に安心
感を与えようとして、今の制度を基本的に維持
しようとすれば、歳出がどんどん増えていくと
いうような状況にある中で、財源がどうしても
必要ということでございます。
資料19は、２２年７月１６日に全国知事会がまと

めたものですが、地方団体としても、その充実・
確保に向けて役割を果たしていく必要があると
いうことで、資料19の�２で、地方消費税の役割
が書いてありますが、今後のサービス需要を賄
える水準に引き上げていく必要があるというこ
と。さらに地方に関しましては、社会保障給付
でお金の負担に加えまして現物給付、対人サー
ビスということがあると思っておりますが、そ
の対人サービスを充実していく。「強い社会保
障」の実現のためには、地方消費税の引き上げ
を通じた安定的な財源の確保が不可欠ですし、
それに関しましては当然国民の理解を得ていく
運動をやらなくてはいけない、そういうことも
資料19の下から３行目に書いておられるという
ことでございます。

４．固定資産税

資料20ですが、固定資産税でございます。こ

の丸が付いているところは評価替えということ
で、３年に１回するというルールになっており
ますが、基本的には非常に安定的な傾向を示し
ているということがいえるかと思っております。
資料21ですが、地方税の中でも税負担軽減に

関しまして、固定資産税はかなりいろいろと議
論がある項目でございまして、さまざまな軽減
措置がありますが、一番下にあります固定資産
税・都市計画税関係の新築住宅に係る特例措置
は、３年間２分の１ということになっているの
ですが、あまり知っていらっしゃるという方も
おられないかもしれません。そういう中で、そ
ういう制度をどう考えるのかという議論も今後
必要になってこようかと思っていますし、税負
担水準をそもそもどうするかという議論も当然
あり得るところかと思っております。

５．地方環境課税

資料22ですが、これは先ほどご説明がござい
ましたので、ペーパーとしては同じになります
ので省略いたします。
資料23、24も省略させていただきます。先ほ

どご説明がありましたように、環境省、経産省
さんからいろいろな要求が出て、今後議論され
ていくことになろうかと考えております。
資料25も省略いたします。
資料26については１つご説明させていただき

たいのは環境自動車税に関する話でございます。
これは、昨年の１２月７日に税制調査会に総務省
が提出した資料でございます。民主党のマニフ
ェストには左の上のようなことが書いてありま
す。
欧州の動向としましても、右上のとおり、CO２

を課税標準にして導入して車体課税などをして
いくという流れがあるわけございますが、この
自動車に関する税をどう考えていくのかという
ことでございます。右下にございますように、
環境損傷負担金的性格、要するに環境に与えた
程度ということですが、今までは道路に与えた
程度、道路損傷負担金という議論があったので
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すが、道路特定財源がなくなっていますので、
性格としても変わってきているということ、そ
れから、財産税的性格というものは当然あると
いうことです。これは資料が付いていなくて恐
縮なのですが、自動車関係税制に関する研究会
ということで、神野直彦東大名誉教授に取りま
とめていただいて、９月１５日に報告書が取りま
とめられまして、基本的にはこの右下にあるよ
うに、環境損傷負担金的性格はCO２ 排出割、
財産税的性格は排気量割という、こういう大き
な２つの考え方で整理して、その環境自動車税
というものを税収中立を前提として考えていく
ということが適当ではないかという取りまとめ
がされているところでございますので、今後議
論をされていくということを期待しております。
資料27は、環境対策に関しまして、国も当然

大きな役割を果たしていますが、地方も大きな
役割を果たしていますよという、その数字でご
ざいます。これは精査中でございます。

６．番号制度・地方税の電子化

番号制度に関しましては、先ほどご説明がご
ざいましたので基本的に省略します。
資料28は、第３回検討会と書いてありますが、

社会保障・税に係る番号制度に関する検討会と
いうものがあって、そこに当時の原口総務大臣
が出した資料です。５原則ということで、こう
いうことを踏まえて検討していく必要がありま
すよということです。
資料29もそのような関連の資料ということで

ございます。
最後になりますが、資料30で、先ほど質問に

お答えさせていただくときにも説明した eL-
TAXという仕組みがあります。この eLTAX
という仕組みには今まで全団体までは入ってい
なかったのですが、今年の４月に全団体に入っ
てもらいました。
例えばどういうメリットが企業の皆さんにあ

るかということですが、資料31です。例えば給
与支払い報告書というものを、例えば企業の皆

さんは支店がある市町村ごとに振り分けて郵送
で送らなくてはいけないものが、この eLTAX
システム、地方税ポータルを使って、電子的に
ぱっと送れるようになるわけですから、明らか
に負担が軽減されるということになるわけです
が、これが自治体でまだ導入していないところ
がありますから、われわれとしてはぜひ導入し
てくださいということを言っております。
一方で、自治体の側からは、せっかく導入し

たのだけれども、企業さんから電子の報告書が
ないということを言われることもあるのです。
ただ、企業の側からすると、地方団体が全団体
が入っていないわけですから、それよりも今ま
でどおり郵送した方がいいということになる。
お互い立場があるのですが、そのままですと話
が進まないわけで、やはり大きな方向としては、
この電子申告等ができるように自治体は整備し
ていくし、企業の皆さんも楽になるわけですか
ら電子申告していただくということで、より良
い方向に向かっていくということが必要かなと
思っております。
以上でございます。

（林） ありがとうございました。
それでは、前田先生から、今の各論につきま

して、ご意見、あるいはご感想等も含めて５分
ぐらいでお願いします。

Ⅵ．個別税制の現状と
課題についての討論

（前田） 時間制約と場所柄、法人関係につい
て意見を言わせていただきますので、それに関
するお考えをお二人からお聞かせいただければ
と思います。
まず、佐川審議官にご意見をお伺いしたいこ

とは、先ほど来申し上げておりますように、わ
が国は人件費ですとか、土地コストですとか、
市場の成長性ですとか、さまざまな面での調達
コストですとか、明らかにライバルとなる国よ
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り劣っております。そうしたディスアドバン
テージを考えれば、せめて税制上のアドバン
テージを与えないと、これから企業の成長は困
難なのではないかと考えます。
そうしたことで実効税率の考え方も、１０年前

はイコールフッティングで良かったのですが、
イコールフッティングではなくて、むしろ世界
中から注目されるような思い切った引き下げが
必要ではないかと思います。
〔欠損金の繰戻還付・繰越控除制度〕
これは非常に漠然としたことですので、もう

少し具体的な細かなことについてご意見を申し
上げますと、来年度の税制改正に向けまして租
税研究協会のメンバーの方々からも出されてい
ることでございますが、大企業に関しまして欠
損金の繰戻還付ですとか、繰越控除制度につい
てぜひとも復活させてほしいというご意見がご
ざいます。
それから、先ほど繰欠の話がございましたが、

繰越欠損金の控除期間につきましては、延長は
なされてきていますが、それでもほかのライバ
ル国などと比較いたしますと、やはりまだ短い
ということを考えますと、これの大幅な延長が
必要ではないかと考えます。
〔グループ法人課税制度〕
それから、グループ法人課税制度でございま

すが、これは先ほど私は所得税の最近の改革に
懐疑的な意見を申しましたが、グループ法人課
税制度の導入に関しましては、これは企業の組
織形態の選択に対して極めて中立的で非常に優
れた改正であったかと思います。しかしながら、
そうした制度のいいところをさらに伸ばすため
に、例えば連結納税制度の関連において、連結
納税制度における連結子会社の連結前欠損金の
持ち込みの制限を廃止でありますとか、それか
ら、連結納税の開始に伴う資産の時価評価の廃
止でありますとか、それから、除外要件の緩和
など、一層の条件整備をすることが必要である
と思います。グループ法人課税制度の導入によ
って、連結納税制度を採用する企業を増やす土

台ができたわけですから、これをもっと後押し
する必要があると私は考えますが、ご意見はい
かがでしょうかということです。
〔事業税〕
それから、総務省の岡本さんに対しましての

質問は、やはり法人関係でございますが、先ほ
ど地方税は応益であるということが言われてい
たわけですが、それの関連で言いますと、法人
住民税をこの応益性の観点からどう説明するの
かという、従来からある議論についてです。応
益であればなぜ法人住民税を所得課税を中心に
してやっていくのか。要するに税金を払ってい
ない企業は応益の条件を満たしていないという、
いわゆる従来事業税につきまして言われた問題
と同じ問題が残ってくるわけです。
先ほど来、言っておりますように、地方にお

ける法人課税のウエートを下げるためには、例
えば法人住民税の法人所得税割というものを大
幅に見直す必要があると思いますが、いかがで
しょうか。
〔個人住民税〕
逆に個人で言いますと、個人住民税の、これ

も言い古されたことでございますが、均等割に
つきましては、明らかに非常に低い水準で推移
しています。別に均等割を上げたからといって
法人住民税を下げるための財源が確保できると
いうものではございませんが、やはりすべてに
おいて法人の負担と個人の負担とのバランスが
非常に欠落しているのではないかと考えます。
〔固定資産税〕
同じことが固定資産税にも言えます。固定資

産税の、いわゆる小規模土地の課税標準の６分
の１特例がずっと続けられているわけですが、
それに対して法人企業に対する減免というのは
非常に限られたものであって、そのバランスを
どう考えるのか。あるいは私は個人的には償却
資産課税の必要性は認めるわけですが、ただ、
企業の負担の関係から言いますと、その償却資
産課税に対する明らかに企業の納税者の方から
の不満は高まっていると思います。そうした地
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方税における法人税、法人課税における負担軽
減について、具体的にどのようにお考えになる
かということについてお聞かせいただきたいと
思います。
以上でございます。

（林） 法人関係を中心にご意見、ご質問をい
ただきました。
それでは、玉岡先生からも引き続きお願いし

ます。

〔給付付き税額控除〕
（玉岡） まず国税について３点お聞きしたい
と思います。１点目は、総論的には前田先生の
話とかぶりますが、給付付き税額控除について、
なぜ所得控除から税額控除に移るのかという、
課税最低限の議論もありますが、制度を変える
ときに十分時間をかけて議論して、それで漏れ
がないように制度設計をして、それから実施す
るのがどういう税をつくる場合でも望ましいと
思います。具体的に税額控除をどのように実施
するのかということで、私が考えるには、多分
これは世帯単位で税額控除を考えないとまずい
だろうと思っているのですが、今考えられてい
る給付付き税額控除というものが世帯単位で制
度設計するのか、あるいは現在は個人単位課税
ですが、個人単位課税の制度の枠組みの中で給
付付き税額控除をやるのかどちらなのか。個人
単位の場合も家族内に高所得の人がいる場合に
どうなのだという問題がありますので、どっち
を取ってもややこしいので、その辺を今現在ど
のように考えられておられるかということをま
ずお聞きします。
〔法人課税〕
２番目が法人課税についてです。資料を使っ

てご説明もありましたが、企業が負担している
税ですが、実効税率というのは表面的な税の負
担を見ているだけで、課税前利益に対して租税
特別措置等を考えた上でどれだけ税負担をして
いるかということで、実質負担税率という言葉

があります。実効税率を下げて、ペイ・アズ・
ユー・ゴーで片方で租特を廃止してということ
があるとは思うのですが、ターゲットとする成
長エンジンとなるような企業、産業に対して、
実質負担税率というものをどういう水準にする
のか。多分下げないとしんどいと思うのですが、
決めたとおりペイ・アズ・ユー・ゴーで、その
産業の中で代わりに租特を廃止して実効税率を
下げたのだという形にするのかどうか。政策判
断だと思うのですが、その辺についてはどうお
考えかということです。
〔消費税〕
３番目は消費税についてです。これも将来の

ことで、政治のことでどうなるかわからないの
ですが、今の雲行きからすると複数税率になる
だろう、食料品について軽減税率、非課税、あ
るいはゼロ税率ということが考えられます。資
料でご説明されたように、何が食料品で、何が
軽減税率かというのは非常にややこしくて、私
は消費税ばかり二十何年勉強していまして、そ
れでわかったことは、税率は基本的に１本でや
った方がいい、それで生じる逆進性は財政措置
全体で考えた方がいいというのが共通の見解だ
と思うのです。でも多分そのようにはならなく
て、どうしても複数税率になってしまうと思う
のですが、食料品の定義等をめぐって非常に大
混乱が生じると思うのですが、どうお考えなの
かということをお聞きしたいです。
〔地域間格差の問題〕
次は地方税ですが、１点目は、格差の問題で、

一人当たり税収で見ていろいろな税目がどれぐ
らいの格差があるかと、都道府県別に見ていま
す。地方消費税を増やしていったときにどうな
るかということで、格差が縮まる方向に行くだ
ろうと。でも地方消費税を拡充したとしても、
なおかつ、格差は残るわけです。同じ県内であ
っても市町村に対する交付金の配分の仕方は今
現在の基準がありますので、それによっても都
道府県内の市町村での格差があるということで、
偏在性の少ない税目を拡大していったときにな
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おかつ残る格差にどう対処するか、これは財政
調整、財源調整の話ですが、それについてどう
お考えかということが１点です。
〔地方消費税〕
２点目は、これも地方消費税ですが、現在、

清算という仕組みで各都道府県に消費地に税収
が行くように割り振っているわけですが、その
清算の仕方を現行どおりのものを踏襲するのか、
あるいは消費税の税率が引き上げられたときに
何かもっと別の方式に変えるのかどうかという
ことです。もっと進むと、今は国税におんぶに
抱っこの状態ですが、地方の方で独自に地方消
費税というものを課税、徴収するのかどうか、
それについてどうお考えかということです。
〔納税環境の整備〕
３番目は、これは国税、地方税共通ですが、

あえて地方税の方でお聞きします。納税環境の
整備というところで、eLTAXの話がありまし
た。常々疑問に思っているのは、日本では納税
協力費というのですが、企業や個人が税を納め
る際に帳簿をつけたりとかするのに掛かる税以
外の費用のことを指します。日本では納税協力
費についてはかなり関心が低く、研究も少なく、
諸外国の研究を見ると、納税協力費というのは
規模の大きな企業、事業ほど相対的に掛ける費
用は少なくなってきている。つまり小規模の事
業ほど税を納めるに際して対売上げなどで見て
相対的にたくさん費用を負担しているというこ
とで、この納税協力費用を下げる方向にした方
がいいと思うのです。eLTAXとか、あるいは
国税と連携して電子納税を進めていくと思うの
ですが、納税協力費をどうやって下げていくか
ということについてお考えをお聞きしたいと思
います。
以上です。

（林） 玉岡先生から幾つか質問をいただきま
した。お二方に、まず前田先生からの主として
法人関係のご質問、それと玉岡先生からの各税
目についてのご質問に対してお答えをお願いし

ます。

〔法人税関係〕
（佐川） 前田先生のご質問で、１点目の法人
税の大幅なアドバンテージが必要ということに
ついては、経済界、経産省からも言われており
ますので、問題意識としては十分理解をしてお
ります。税制改正大綱にあるとおり、課税ベー
スの拡大による財源確保と併せて、税調で議論
をされていくということだと思っています。
それから、２点目の欠損金の繰戻還付とか繰

越欠損金の延長の話は、ペイ・アズ・ユー・
ゴーの世界でどうやって議論していくのかと考
えております。
それから、３点目のグループ法人課税のとこ

ろは、ご評価いただきまして、ありがとうござ
います。今後、さらなる範囲の拡大とか、それ
から、SRLYルールのさらなる拡充のような話
は、当局として、租税回避行動をどのように考
えるかということが非常に重要な課題でありま
すので、今回導入しました制度の様子を見なが
ら、また経財界、経産省と議論していきたいと
思っております。

〔地方税関係〕
（岡本） 先ほど前田先生からご指摘をいただ
きました法人住民税、法人税割に関しまして、
そもそも地方の法人課税をどう考えるかという
ことにもつながってくるかと思いますが、地方
にとって法人は非常に大事な存在でございます
し、一方で地方団体としてもその役割を当然果
たしている。産業活動の基盤の整備であるとか、
例えば企業誘致であるとか、そういうインセン
ティブ等を考えまして、また、実際問題として
非常に法人課税のウエートも先ほど申し上げま
したように大きいということも含めますと、法
人二税というものが非常に重要な役割を果たし
ているという中でどういう改革をしていくかと
いうことかと思います。
併せて、法人住民税の均等割の話等々もされ
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まして、個人住民税の方の均等割のところは低
いのではないかというご指摘がありました。こ
れも前から議論があるところでもございますが、
法人住民税の均等割のところでも、例えば従業
員数５０人以下の小規模な事業所については軽減
税率を適用していますから、個人だけ非常に低
く、法人にだけ過重に負担いただくというのは
われわれも当然考えていません。ただ、その一
方で、法人への所得課税のあり方については、
先ほど申しましたように、これは法人事業税の
方ですが、外形標準課税を導入している中で、
この割合を今後どうしていくのかというのは、
当然検討課題ということになってくるのではな
いかと思っております。固定資産税も併せてい
ろいろと議論を今後深めていく必要があろうか
と思っております。

（林） 佐川さんに対する玉岡先生からのご質
問で、所得税に、給付を組み込むとすると課税
単位についていっそうの議論が必要ではないか
ということでしたが、これについてはいかがで
しょうか。

〔給付付き税額控除〕
（佐川） まず、給付付き税額控除の話で、１
点目のなぜ所得控除から手当なのかということ
については、先ほどお答えしたもので回答とさ
せていただきます。世帯単位なのか、個人単位
かということについては、先ほどは詳しくご説
明していませんが、各国両方あります。したが
いまして、先ほど申し上げましたように、何の
ためにどのように配るのかということをきちん
と議論しないといけないのだと思っております。
〔法人への実質負担〕
それから、２点目の法人の実質負担の話は、

先ほどの資料39（資料編５０頁）のKPMG税理
士法人の表を参考にしていただければと思いま
す。それから、研究開発税制を随分使っている
一部の業界は、やはり１０％ぐらい実質負担率が
下がっているということもあります。それ以上
さらに引き下げるという議論であれば、そこは
４４兆円の国債発行、国の財政状況も含めてどう
考えるかということだと思います。
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〔消費税〕
それから、３点目の消費税ですが、逆進性に

ついて、社会保障をどう配分するかということ
を含めて議論すべきではないかという点は、全
くおっしゃるとおりだと思います。ただ、全体
の方針は、先ほどご紹介した税制改正大綱に沿
ってということですが、逆進性対策として、軽
減税率がいいのか、給付がいいのかということ
については、本当にいろいろなご議論がありま
すので、これから議論させていただきたいと思
います。

（林） ありがとうございます。
岡本さんに、偏在の少ない税源にしたとして

も、なお残る問題があるのではないかというこ
とと、それから、徴収に関する議論がありまし
た。これについてはいかがでしょうか。

〔財政調整のあり方〕
（岡本） まず、１点目の偏在の話ですが、先
ほどのお答えと近くなってくると思うのですが、
先ほど申し上げたように、地方税の格差は都道
府県単位で見ていますが、大体３倍、地方消費
税は１．７倍ですから、そういう意味でいうと、
地方消費税の充実ということになると偏在性は
低くなっていくとは思いますが、いずれにして
も、今後も財源調整は必要です。しかし、これ
はそのウエートが高まっていく中で地方税とい
うものが大事だと自治体も思うし、住民の人も
思う。そのようになったときの支出のあり方な
り、システムのあり方は絶対変わっていくので
はないかと思っております。いずれにしてもど
のような財政調整をしていくのかというのは、
多分一番初めのご指摘にありましたように、国
のあり方をどうするのか、福祉というのは均一
的に引き続きやっていくというふうにするのか、
自治体によってものすごく柔軟なものとするの
か、仕組みによって変わっていきますが、少な
くとも最低限の保障は必要なのかなという気が
いたしております。

〔地方消費税〕
もう１つ、消費税が軽減税率というか、複数

税率になったときにどうなるかということで、
地方消費税は多くの検討課題を抱えることにな
ろうと考えております。そういう意味でいうと、
国税でいろいろと議論があるように、地方消費
税もいろいろと議論が出てくるところかなと思
っておりまして、時間がないのでこれ以上具体
的に説明できませんが、問題が出てくるのかな
と思っております。
〔納税環境の整備〕
３番の納税協力のところに関しましては、繰

り返しですが、納税される側のコスト削減は非
常に大事だと考えておりますが、まずはステッ
プ・バイ・ステップと思っていまして、先ほど
申し上げたように、電子申告で対応できていな
い自治体がまだかなりありますから、まずその
対応団体を増やしていくということがあるだろ
うと思いますし、一方で国税連携ということで、
自治体と国税との協力ということで来年１月か
ら始まる。そういう行政間の協力によっていろ
いろな方の負担を軽減するということもありま
すから、それは方向性としては誠にごもっとも
でございまして、努力してまいりたいと思って
おります。

おわりに

（林） ありがとうございました。すみません、
司会の不手際で若干時間がオーバーしておりま
す。皆さんの方もまだもう少しこれは確かめた
いなということがおありかと思います。私もあ
りますが、時間がこういう状況でございますの
で、また紙面等で中身を見ていただく、あるい
はまたご質問等あれば、事務局を通じてしてい
ただくということでご容赦いただきたいと思い
ます。
今日はお二人、財務省と総務省から来ていた

だいて、それぞれお立場もあると思いますが、
かなり踏み込んだお考えも聞かせていただけた
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と思います。どうもありがとうございました。
それから、前田先生、玉岡先生、質疑に参加い
ただきまして、どうもありがとうございました。
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Ⅰ．はじめに

ご紹介いただきました谷口でございます。本
日は、「税法における『司法的積極主義』の意
義と課題」と題して、１時間半、報告をさせて
いただきます。
本日の報告につきましては、既にご案内にも

書いておりますように、最近、税法の分野でも、
特に租税回避事案を巡って、司法の役割あるい
は裁判所の責任が問われ、注目を集めるように
なってきております。判例の中には、これに応
えるかのように、税法の解釈適用について、こ
れまでにないような、かなり踏み込んだ判断を
示すものがみられるようになってきました。こ
の報告では、このような傾向を「司法的積極主
義」と呼ぶこととした上で、いくつかの租税回
避判例の検討を通じて、その意義や課題を明ら
かにしていきたいと考えております。

１．最近の税務訴訟の状況と
「司法的積極主義」

はじめに、最近の税務訴訟の状況について、
簡単に触れておきたいと思います。最近の税務
訴訟の納税者勝訴率は、一部勝訴も含めますと、

国税庁の統計によれば平成１５事務年度以降はほ
ぼ１０％以上で推移しております。平成１８事務年
度は１７．９％という納税者勝訴率になっておりま
す。
ただ、この６月で終わった平成２１事務年度に

ついては、５．０％で、前年度に比べて５．７％ダウ
ンしています。前年度に比べて半減というよう
な状況なのですが、これだけで、納税者勝訴率
が今後も下がっていくとみるのは、時期尚早だ
と思います。例えば、昨年１２月３日のガーンジー
島の法人所得税事件や今年７月６日の生命保険
年金二重課税事件における最高裁での逆転判決
みると、今後の行方をもう少し長く慎重に見守
っていく必要があると思っております。

報告２ ９月２２日�・午後

税法における『司法的積極主義』
の意義と課題

大阪大学大学院高等司法研究科教授

谷口 勢津夫
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最近の税務訴訟については、納税者側の勝訴
率が高いというだけではなくて、国側勝訴の判
決をみても、裁判所はかつてよくみられたよう
な、ちょっと言いすぎかもしれませんが、通達
を読むかのごとき感覚を払拭できなかったよう
な判決、税務行政追従的な判決があまりみられ
なくなり、裁判所が独自に積極的に踏み込んだ
判断を示すようになったと思います。平成１５年
以降の最高裁判決だけをみても、後で取り上げ
ます外国税額控除余裕枠利用事件、映画フィル
ムリース事件のほか、外国親会社ストックオプ
ション事件、オウブンシャホールディング事件、
タックス・ヘイブン対策税制と日星租税条約の
抵触事件など、注目すべき判決が次々と下され
ております。
先ほども言いましたが、この報告では、税法

の解釈適用について独自に積極的に踏み込んで
判断するような裁判所の態度というような意味
で、「司法的積極主義」という言葉を使ってお
ります。ただ、この言葉本来の意味は、憲法訴
訟における違憲審査権の行使に当たって、裁判
所が、立法府及び行政府からなる政治部門の判
断に積極的に介入する態度をいうわけですが、
裁判所の積極的な踏み込んだ判断というような
ところをとらえて、現在の税務訴訟における裁
判所の判断の仕方あるいは態度を、「司法的積
極主義」と呼んでみたわけです。
そのような裁判所の態度は、租税回避事案に

おいて特に強くみられるように思います。その
ような租税回避判例の検討が本日のメインの
テーマではありますが、その検討に入る前に、
裁判所がなぜ租税回避事案において「司法的積
極主義」の立場を取るようになってきたのか、
その理論的背景や経済・社会的な背景について、
簡単にみておきたいと思います。
本日の話は、簡単な資料「税法における『司

法的積極主義』の意義と課題」（本誌２６９頁～２７１
頁）をお配りしておりますので、それに即して
進めることにいたします。

２．税法の解釈適用における実質主義

まず理論的な背景についてお話ししたいと思
います。資料１（本誌２６９頁）中ほどにBlumen-
stein というスイスの税法学者の言葉を引用し
ておりますが、「租税というものは経済生活の
諸現象の上に建てられるものである。」（＊報告
者 注：E．Blumenstein，Die Auslegung der
Steuergesetze in der schweizerischen Rechtspre-
chung，Archiv fuer schweizerisches Abgaberecht
Bd．８，Heft５／６（１９３９），１６１，１８８．）といわれる
ことがあります。この言葉が意味するのは次の
ことであろうと思います。
すなわち、租税という建物は、経済取引ない

しその成果を対象にし、それを土台にして建て
られるものではあるが、その課税の仕組みを定
める税法は、経済取引を規律する私法を念頭に
置いて、私法上の概念や法律関係を課税要件要
素（Steuertatbestandsmerkmale）として取り
込み、課税要件を定める場合が多い。つまり、
租税という建物の建材として、税法は私法上の
概念や法律関係を使用する場合が多い、という
ことを意味しているのだろうと思います。
そのように、土台は経済取引であるけれども、

その上に建てられる建物の建材は、私法上の概
念や法律関係であるというふうなことから、ど
ういうことが起こってくるかというと、その土
台としての経済取引に関する経済的思考と、建
材としての私法上の概念、法律関係に関する法
律的思考とが、その建物の中で対立し、建て付
けの悪さが生じてきます。つまり、税法は、建
て付けの悪い法律だ、ということができようか
と思います。
税法のそのような建て付けの悪さを解決する

ために、古くから税法の分野で主張されてきた
のが、経済的実質に即した解釈適用という考え
方です。経済的実質に即した解釈適用を要請す
る考え方を実質主義あるいは実質課税の原則と
いうのですが、その意味するところについて、
ある論者の説明によると、次のように述べられ
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ています。
「租税の賦課・徴収は、租税法律主義の意図

するところにより租税法の定めに基づくもので
あるが、その対象となるものは現実の経済取引
であって、その経済取引と租税法を結びつける
ものが、租税法の解釈・適用の問題である。こ
の解釈・適用に当たって要請される最も重要な
基本原則の一つに実質課税の原則（又は実質主
義ともいう。）がある。」（＊報告者注：金子宏ほ
か編『実践租税法大系（上）基本法編』（税務研究
会・１９８１年）５３頁［品川芳宣執筆］）
税法の建て付けの悪さというものが顕著に表

れるのが租税回避の場面であると思います。租
税回避の定義についてはいろいろなものがあり
ますが、要は、納税者において、立法者が課税
要件を定めるに当たって想定している私法上の
取引形式ではなくて、それとは異なる取引形式
を選択することによって、納税者が当該課税要
件の充足を回避し、租税負担の軽減・排除とい
う租税上の利益を得ること、といってよいと思
います。
ここで、「立法者が課税要件を定めるに当た

って想定している私法上の取引形式」と言いま
したが、教科書などでよくみられる表現として、
「通常の取引形式」というような表現がありま
す。そこでいう「通常の」についてですが、立
法者が法律を定めるに当たって想定しているよ
うな取引形式を「通常の」と呼んでいるわけで
ありまして、逆にそれとは異なるような取引形
式は、立法者の想定外であるという意味におい
て「異常な」と呼ばれることもあります。「通
常の」とか「異常な」というと、ちょっと別の
色の付いた言葉として受け取られるかもしれま
せんが、租税回避を考える場合の「通常の」と
か「異常な」という言葉については、こういう
ふうに、その課税要件を定めるに当たって立法
者が想定している取引形式であるか、想定外の
取引形式であるかがポイントであろうかと思い
ます。
この点についてさらに敷衍しますと、私法の

世界においては私的自治、契約自由が支配しま
すので、立法者の想定内の取引形式であれ想定
外の取引形式であれ、そのどちらを選択するか
は、納税者の自由です。すなわち、納税者には
私法上の選択可能性が当然認められておりまし
て、そのいずれの取引形式も自由に選ぶことが
できるわけです。
ところが、納税者がこの私法上の選択可能性

を行使することによって、税法の世界において
は、通常の取引形式を用いて定められた課税要
件の充足を回避して、立法者の想定に反して租
税負担の減免の利益を得ることが行われるので
すが、これが租税回避といわれるのです。
このような定義によれば、租税回避のために

私法上の選択可能性を利用するということは、
税法の側からみると、私法上の選択可能性の濫
用と評価されることになります。繰り返しにな
りますが、これは私法の側では濫用ということ
にはなりません。私法の世界ではいずれの取引
形式の選択も自由であって、濫用とは評価され
ないのですが、税法の側からみると、私法上の
選択可能性が濫用されている、租税回避だとい
うことになるわけです。
このように、租税回避の場面で問題となる通

常の取引形式と異常な取引形式は、私法上の法
形式の点では異なるのですが、達成される経済
的成果、すなわち、経済的実質の点では同じで
すので、租税回避については、私法上の法形式
を重視する法律的な思考と、税法の対象とする
経済取引の経済的実質を重視する経済的思考、
との対立が顕著になるのです。租税回避事案に
おいて法律的思考と経済的思考との対立が先鋭
化するところに、司法的積極主義が登場してく
る理論的な背景があると考えられます。
なお、気を付けなければならないのは、税法

の建て付けが悪いからといって、直ちに、実質
主義あるいは経済的思考の方にウエートを置く
べきであるということにはならない、というこ
とです。あるいはそのような結論を志向するこ
とにはならない、ということです。この点に関
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しては、租税回避目的を裁判官がどのように評
価するかが重要な意味を持つと思われますが、
この問題については後で検討することにします。
もう一方、司法的積極主義の登場してくる経

済・社会的な背景を簡単にみておきます。それ
は、端的にいえば、現在の経済社会において租
税回避スキームが非常に活発化しているとか、
あるいは複雑・高度化しているとか、あるいは
国際化している、というような経済・社会的な
実態があろうかと思います。別の角度からみる
と、租税回避スキームというのが商品化してい
るとみてもよいかもしれません。
こういう経済・社会の実態に対して立法的に

これに対応しようとすると、法律を改正して租
税回避を阻止することでは、迅速性といいます
か、あるいは個別的対応という点で、不十分で
あると思われているわけです。そこで登場して
くるのが、租税回避事案において司法の役割を
重視する、あるいは司法の責任を重視する、と
いう考え方であろうかと思います。

３．司法の役割・責任論と
そのための技法

お手元に「第６２回租税研究大会報告用別添資
料～判例抜粋～」（以下別添資料という。本誌
２７２頁～２７８頁に掲載）をお配りしています。ま
ず、そういう司法の役割論、あるいは司法の責
任論というものについて触れた判決の例といた
しまして、別添資料１（本誌２７２頁）の外国税
額控除余裕枠利用事件の大阪高裁判決（＊報告
者注：大阪高判平成１４年６月１４日訟月４９巻６号
１８４３頁）の中での課税庁側の主張をみておきた
いと思います。１頁の真ん中よりちょっと下の
「これに対し」というところからご覧ください。
「我が国においては、租税法律主義を比較的

厳格に適用すること、また、明文の租税回避否
認規定がなければ否認をし得ないと解されてい
ることなどから、ともすれば、租税法の解釈・
適用が硬直的、形式的な判断に流れやすく、そ
のため、もともと外国のアレンジャーにねらわ

れやすい面がある。また、事後的に新たな立法
を行うことにより租税回避防止を図ることにも
限界がある。
したがって、このような租税回避行為の濫用

事案においてこそ、具体的妥当性を確保するた
めの司法の役割が存するのであり、具体的妥当
性確保の見地から事実認定、法律解釈を展開す
る裁判所の活動により、一定の範囲内において
正義が確保されることにこそ司法権の存在意義
があるのであり、これがされないことは、正に
司法の役割の自己放棄にほかならない。」
もう１つ例を挙げるとすれば、別添資料には

出ておりませんけれども、オウブンシャホール
ディング事件で、１審判決は第三者割当増資を
構成する個々の行為に着目して法人税法２２条２
項の適用を否認したわけですが、この１審判決
に対して、控訴審判決（＊報告者注：東京高判
平成１６年１月２８日訟月５０巻８号２５１２頁）は次のよ
うに述べております。
「原審は、関係当事者の意思及びその結果生

じた事実を全体として見ず、一部を恣意的に切
り取って結論を導いた誹りを免れず、争点につ
いて判断し、紛争解決に導くべき裁判所の責任
を疎かにするものと評せざるを得ない。」
これらをみても、租税回避事案において司法

が積極的な役割を果たすべきであるというふう
な司法の役割論あるいは責任論というものが主
張されたり、あるいは判決文の中で述べられる
ようになってきているという点が注目されると
思います。
なお、このような司法の役割論あるいは責任

論は、広い意味では司法制度改革の流れの中に
位置づけることができるかもしれませんが、そ
の検討は別の機会にしたいと思います。
さて、司法の役割・責任を果たすために、裁

判所はどのような技法ないし手法を用いるのか。
この点を特に租税回避への対処方法についてみ
ておきますと、これまで裁判例に表れてきた代
表的な方法としては、１つ目に、課税減免規定
の限定解釈による否認論があります。これは外
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国税額控除の余裕枠利用事件において下級審で
採用された考え方ですが、上告審の方で、別の
事件でありますけれども、同じような事案が争
われた事件で、外国税額控除制度の濫用という
ような考え方が登場しました。これを私は「課
税減免制度濫用の法理」と呼んでおりますが、
これが２つ目です。３つ目として、私法上の法
律構成による否認論があります。４つ目として、
私のネーミングですが「取引の全体的・一体的
観察法」というような事実認定の方法があろう
かと思います。
これらについては後で個別的に検討すること

にしますが、その前にこれらの位置づけを整理
しておきたいと思います。租税回避に関しては
ドイツで非常に古くから議論されてきたところ
であり、わが国の租税回避論もドイツの議論の
影響を強く受けていることから、ここでは租税
回避に関するドイツの議論を念頭に置きながら、
先の４つの方法の位置づけを整理しておきたい
と思います。

４．租税回避の概念と租税回避への
対処方法

ドイツでは、租税回避は、脱法行為と同じく、
法律回避の一場合として位置づけられています。
日本で、脱法行為が税法の分野で問題になった
事件としては、一括支払システム事件がありま
す。最高裁まで行った事件（＊報告者注：最判
平成１５年１２月１９日民集５７巻１１号２２９２頁）ですが、
あの事件で問題になったような行為は脱法行為
といえようかと思います。ドイツでは、租税回
避のそのような位置づけからして、租税回避に
ついては、税法の許される解釈適用の限界を越
えたところから、租税回避の概念が成立すると
か、あるいは租税回避が始まる、というような
説明がされます。
一般論として、法律回避の中に含まれると考

えられている租税回避について、ドイツでは、
法律回避の議論を念頭に置きながら、対処方法
についての整理がなされるのですが、法律回避

については、大きく分けて、法律の解釈による
対処と、事実認定のための事実の解釈による対
処とに分けて、対処方法が議論されます。
先ほど挙げました４つの方法のうち、法律の

解釈による対処方法に対応するのが、資料１（本
誌２６９頁）の①と②、すなわち、①課税減免規
定の限定解釈による否認論と②課税減免制度濫
用の法理だと思います。他方、③私法上の法律
構成による否認論と④取引の全体的・一体的観
察法が、事実認定のための事実の解釈による対
処方法に対応するものだと思います。
時系列的にみますと、課税減免規定の限定解

釈による否認論と私法上の法律構成による否認
論というのが先に出て、その後、取引の全体的・
一体的観察法と私が呼んでいるものが、私法上
の法律構成による否認論の延長線上という形で
出てきて、その後に、課税減免制度濫用の法理
が出てくることになるわけですが、この報告で
は、ドイツの議論に従ってこれらを整理して、
法律の解釈による対処方法の方から、まず検討
していくことにしたいと思います。

Ⅱ．課税減免規定の限定解釈に
よる否認論

１．外国税額控除余裕枠利用
［三井住友銀行］事件

そこで、課税減免規定の限定解釈による否認
論からはじめます。検討に入る前に、外国税額
控除余裕枠利用事件がどういう事案であったか
を簡単にみておくことにします。
簡単にいえば、ある外国法人が、その外国法

人の所在地国の政府に対する外国税額控除の限
度額に余裕枠がないために、第三国への投資に
よる運用益に対して第三国でかかる源泉税が自
国の政府に対する外国税額控除を通じて回収で
きないという事情にあったわけですが、その外
国法人が、日本の内国法人である銀行を通じて、
第三国に投資して、日本政府に対する外税控除
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の利益を間接的に、銀行を通じて、享受すると
いうふうな事案であったかと思います。
このような事案について課税減免規定の限定

解釈による否認論を採用したのが、先にも少し
言及した大阪高裁の平成１４年６月１４日の判決で
すが、その内容をみておきたいと思います。別
添資料３（本誌２７４頁）の１０行目辺りからちょ
っと読み上げさせていただきますと、「租税法
律主義の見地からすると、租税法規は、納税者
の有利・不利にかかわらず、みだりに拡張解釈
したり縮小解釈することは許されないと解され
る。」ここまでは前置きですが、課税減免規定
の限定解釈による否認論に関する説示はここか
らです。「しかし、税額控除の規定を含む課税
減免規定は、通常、政策的判断から設けられた
規定であり、その趣旨・目的に合致しない場合
を除外するとの解釈を取る余地もあり、また、
これらの規定については租税負担公平の原則
（租税公平主義）から不公平の拡大を防止する
ため、解釈の狭義性が要請されるものというこ
とができる。」と判示されていますが、その中
の「その趣旨・目的に合致しない場合を除外す
るとの解釈」というのが、課税減免規定の限定
解釈というものであって、これによって当該課
税減免規定の適用を否定するというのが、課税
減免規定の限定解釈による否認論ということに
なろうかと思います。

２．課税減免規定に関する
適用除外要件（規定）の創造

この、課税減免規定の限定解釈というものは、
そもそもどういう意味を持つのかということに
ついて考えてみますと、これは、別の角度から
みると、課税減免規定に関する適用除外規定あ
るいは適用除外要件を創造する行為です。です
から、純粋に法規の意味を明らかにするという
解釈という行為を越えて、新たな課税要件を創
造しているとみることができます。
すなわち、現在の法人税法６９条１項の中には

括弧書きがありまして、「内国法人の通常行わ

れる取引と認められないものとして政令で定め
る取引に基因して生じた所得に対して課される
外国法人税の額を除く。」と定めていますが、
これは平成１３年度改正で設けられたものです。
まだこの適用除外要件が定められていなかった
当時から、その要件が６９条１項の中にあるかの
ような解釈をしたわけです。したがって、これ
は要件を創造する行為であって、法律規定の意
味を明らかにするという狭い意味での解釈とは
違う行為だと思います。
これを、ドイツで広く普及しております法学

方法論の観点からみますと、目的論的制限（tele-
ologische Reduktion）と呼ばれる、法創造の一
種とされるような行為です。すなわち、この適
用除外要件がなかった当時からその要件があっ
たように解釈するわけですので、いってみれば、
適用除外要件の欠缺があるにもかかわらず、そ
の欠缺がないように、その欠缺を補って、補充
して法を適用するということが行われたわけで
す。
要するに、課税減免規定の限定解釈による否

認論は、私人がその課税減免規定に適用除外要
件が定められていないことに着目して、当該規
定の趣旨・目的からすれば当該規定の適用を受
けられないような行為について、当該規定によ
る課税減免の利益を受けようとしたことに対し
て、そのような行為にかかる適用除外要件の欠
缺を補充して、そのような行為に対する租税利
益を否認する、というような方法であるとみて
よいかと思います。
この事件に即していえば、法人税法６９条の趣

旨・目的からすれば、外国法人税の「納付」と
いう行為に該当しないような外国法人税の支払
について、そのような支払にかかる適用除外要
件の欠缺を補充して、外国税額控除の適用を排
除するという方法だといってもよいと思います。
先ほど読み上げた判決文によりますと、課税

減免規定の限定解釈というのは、「課税減免規
定の趣旨・目的に合致しない場合を除外すると
の解釈」とされておりますけれども、同様の解
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釈方法は、わが国では、アメリカのグレゴリー
判決で採用された解釈技術として紹介されてい
ます。
このアメリカのグレゴリー判決というのは、

わが国でもしばしば紹介され、検討されている
判決ですが、そのグレゴリー判決で採用された
解釈技術に関して、ある論者は次のように述べ
ています。すなわち、「一定の政策目的を実現
するために税負担を免除ないし軽減している規
定に形式的には該当する行為や取引であっても、
税負担の回避・軽減が目的で、その規定の本来
の政策目的の実現とは無縁であるという場合が
ある。このような場合には、その規定がもとも
と予定している行為や取引には当たらないと考
えて、その規定の縮小解釈ないし限定解釈によ
って、その適用を否定することができると解す
べきであろう。これは、アメリカのグレゴリー
事件の判決によって認められた法理（プロ
パー・ビジネス・パーパスの法理）であるが、
わが国でも、解釈論として同じ法理が認められ
てしかるべきであろう。」（＊報告者注：金子宏
『租税法（第１５版）』（弘文堂・２０１０年）１１９頁）
また、別の論者によれば、「一定の政策目的

等を達成するためにわざわざ導入された課税減
免規定の解釈・適用にあたり、納税者の採用す
る（租税支払の減免を主要な目的とする人為的
で事業目的のない）私法上の取引形式は、当該
課税減免規定の射程範囲外であり、したがって、
（当該課税減免規定が適用されない結果とし
て）課税が行われることを認めるのが、この方
式の帰結である。当事者が課税減免規定の適用
を受けることのみを目的として事業目的のない
不自然な取引を行った場合に、そのような不自
然な取引形態は当該課税減免規定の本来予定し
ていないものであるとして、その適用を否定す
れば、結果として租税回避の『否認』を行うの
と同様の効果を得ることが可能となろう。」（＊
報告者注：中里実『タックスシェルター』（有斐閣・
２００２年）２２３頁）と述べられています。

３．課税減免規定の立法目的と納税者
の事業目的（租税回避目的）との関係

このように、課税減免規定の限定解釈による
否認論を唱える論者の考え方をみますと、課税
減免規定の限定解釈による否認論というのは、
課税減免規定の立法目的と、納税者の事業目的、
あるいは事業目的の対概念としての租税回避目
的、とを関連づけて立論されたものとみること
ができるように思われます。すなわち、課税減
免規定は、その本来予定している事業目的のあ
る行為には適用されるが、その立法目的と無縁
な租税回避のみを目的とする行為には適用され
ない、というふうな考え方として立論されたも
のということができると思います。
要するに、課税減免規定の限定解釈による否

認論は、課税減免規定の立法目的との関連にお
いて納税者の事業目的あるいは租税回避目的を
基準とする、または重視する解釈論であると理
解することができます。ここでいう「解釈」と
いうのは、先ほども述べましたように、狭い意
味での解釈というよりもむしろ、法創造の領域
に属するような「解釈」というべきもの、鍵括
弧を付けていうべきものだと思いますけれども、
そういうふうな、租税回避目的を重視するとか、
あるいは基準とする「解釈」論というのが、課
税減免規定の限定解釈による否認論の本質であ
ろうと思うわけです。
では、次に、そのように租税回避目的という

ものを解釈論の中に持ち込む意味といいますか、
あるいは意図というのは、どこにあるのかとい
うことを考えてみたいと思います。まず、租税
回避というのは不当であるということが一般に
いわれております。その不当ということの意味
なのですけれども、先ほど租税回避の定義のと
ころで述べましたように、納税者が通常の取引
形式を選択するのではなくて、異常な取引形式、
立法者の想定外の取引形式を選択することによ
って租税上の利益を得るというのが租税回避と
いうことなのですが、そうすると、通常の取引
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形式を選択した納税者と、異常な取引形式を選
択した納税者との間で、課税上の不公平が生ず
ることになるわけです。この不公平が生ずると
いうことをもって、租税回避が不当であるとい
うわけです。すなわち、租税回避というのは、
租税正義の要請である租税負担公平の観念に反
するということになるわけです。
このように不当と評価される租税回避につい

ては、それがどのような態様で試みられるかに
よって、その態様いかんによっては、税法の解
釈者すなわち税務官庁や裁判官の気持ちが、租
税正義の実現、言い換えれば、租税負担の公平
実現の見地から、何とかして、課税要件法の緩
やかな解釈によって何とかして、租税回避を阻
止しようという方向に動くということは、あり
得ることだろうと思います。特に裁判官につい
ては正義の実現ということが使命ですので、納
税者間の不公平をもたらす租税回避については、
正義に反するということから、その法律の解釈
を通じてこれを何とか阻止できないかと考え、
そのための操作というか、あるいはそのための
技法を駆使するということはあり得ようかと思
います。
先ほど述べました課税減免規定の限定解釈と

いうのは、そのような緩やかな解釈の１つであ
ろうかと思います。すなわち、その規定の意味
内容を明らかにするというような意味での、狭
義の解釈とは違って、法律上明文の規定では定
められていないような要件を、定められている
かのごとく解釈するという、一種の要件の創造
を行うというようなことが、その限定解釈の意
味であるということは先ほど述べましたが、そ
ういう解釈は、正義を実現するための一種の技
法とみることができようかと思います。要する
に、課税減免規定の限定解釈による否認論とい
うのは、裁判官の正義・公平感覚に訴えて、裁
判官に租税回避を阻止する解釈論を展開させよ
うとするところにそのねらいといいますか、企
図といいますか、そういったものがあるとみて
よいと思います。

Ⅲ．課税減免制度濫用の法理

１．外国税額控除余裕枠利用事件
［旧大和銀行・旧三和銀行］

そのような企図、ねらいがより前面に出たの
が、次にみる、課税減免制度濫用の法理と私が
呼ぶ考え方です。課税減免制度濫用の法理と私
が呼ぶ考え方を採用したのは、外国税額控除余
裕枠利用事件の、先ほどは三井住友銀行の事件
でしたが、それとは別件の旧大和銀行事件の平
成１７年１２月１９日（＊報告者注：民集５９巻１０号２９６４
頁）と、旧三和銀行事件の平成１８年２月２３日（＊
報告者注：訟月５３巻８号２４６１頁）の最高裁判決で
す。
別添資料３から４（本誌２７４頁～２７５頁）にか

けて前者の判決を引用しておりますけれども、
この課税減免制度濫用の法理と呼ぶ考え方を示
している部分だけを読むとすれば、別添資料４
の上の方の下線を引いた部分です。「本件取引
に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法
人税法６９条の定める外国税額控除の対象とする
ことは、外国税額控除制度を濫用するものであ
［る］」と述べておりますが、外国税額控除制
度の濫用という表現をより一般化するとすれば、
課税減免制度の濫用の法理と呼んでいいのでは
ないかと思います。同じような判断はその次の
旧三和銀行事件でも示されておりますが、「本
件各取引は、外国税額控除の制度を濫用するも
のであ［る」」というように判示されています。
この２つの判決文をみると、同じようなこと

を書いているわけですが、文章の長さ自体がか
なり違いますし、表現も違います。これにはそ
れなりに意味があると考えるのですが、その点
については後で時間があれば簡単に触れさせて
いただきたいと思います。
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２．課税減免規定の限定解釈による
否認論との関係

さて、この２つの判決で示されたような考え
方をどういうふうに位置づけ、評価するのかを
考えてみたいと思います。先ほどみました大阪
高裁の平成１４年の判決が示した課税減免規定の
限定解釈による否認論との関係から、まず、み
ていきたいと思います。
この２つの最高裁判決で示された考え方につ

いては、課税減免規定の限定解釈による否認論
の延長線上でとらえる有力な見解があります。
すなわち、最高裁判決は「法律上の根拠がない
場合に否認を認める趣旨ではなく、外国税額控
除制度の趣旨・目的にてらして規定の限定解釈
を行った例であると理解しておきたい。」（＊報
告者注：金子・前掲書１１９頁）と評する見解です。
この２つの判決で示された考え方を以下では私
のネーミングに従って「課税減免制度濫用の法
理」と呼ばせていただきますが、課税減免制度
濫用の法理というのは、そのねらいといいます
か、企図の点では、確かに、課税減免規定の限
定解釈による否認論の延長線上にあるととらえ
てよいと思います。
旧大和銀行事件の最高裁判決に関する調査官

解説をみますと、次のように濫用阻止の必要性
を強調しております。ちょっと長くなりますが、
読ませていただきます。
「特に、本件で問題となったような取引は、

いずれも、本来は外国法人が負担すべき外国税
額について、これを日本の銀行が、手数料その
他の対価を得て引き受けて、それを自己の外国
税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき
法人税額を減らすことによって回収するという
ものであって、外国法人税額控除制度の本来の
趣旨目的とは全く異なる方法で同制度を利用す
るものであり、同制度の濫用と評価することが
できるものである。………。
………。このスキームは、外国企業にとって

極めて都合のよいものであると同時に、我が国

の財政には看過することのできない悪影響を与
えるものであるということができる。………。
外国税額控除を利用した租税回避スキームの場
合には、いったん海外に流出した利益はわが国
には戻ってこないのであり、本来わが国に入る
べき税収の多くが海外に流出することになると
いうこともできる。
このように考えると、外国税額控除制度の濫

用に歯止めをかける必要性は高いものである。
そこで、このような事件の発生を防止するため
に、平成１３年に法人税法の改正がされるに至っ
ている。」（＊報告者注：杉原則彦・法曹時報５８巻
６号１９８１頁、１９８７頁～１９８８頁）
ここで述べられていることをみると、最高裁

判決は、ある意味、財政政策といいますか、税
収確保といいますか、そういった政策論にまで
踏み込んだ判断を前提にして、外国税額控除制
度の濫用を阻止したのだと、この調査官解説は
述べているように解されます。こういうふうな
ねらいからすると、法的な正義の実現というよ
りももっと広い意味で財政政策の実現、あるい
はその財政政策を阻害することを阻止するとい
うふうな観点まで盛り込んで、租税回避の否認
に対して、厳しい判断を下したことになると理
解することができます。
元最高裁判事が著書の中で次のようにも述べ

ています。すなわち、「法律の規定の趣旨を無
視して、条文のすき間を探して課税を免れよう
とするやり方については、裁判所の態度はかな
り厳格です。………。その限界はむずかしい点
がありますが、あまりにも姑息な手段を使って
税を免れるようなケースには厳しいのではない
かと思います。」（＊報告者注：滝井繁雄『最高裁
判所は変わったか―一裁判官の自己検証―』（岩波
書店・２００９年）１９５頁～１９６頁［滝井発言］）
このようなことも述べられておりますので、

正義の実現、さらには税収の確保といったとこ
ろまで踏み込んで租税回避を阻止するというよ
うなことを、裁判所に判断させたという点では、
先にみたような司法の責任論の影響があるので
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はないかと思います。
しかしながら、課税減免制度濫用の法理とい

う最高裁判所で採用された考え方は、その方法
論の点では、課税減免規定の限定解釈による否
認論とは断絶している、延長線上にはない、と
私は理解しております。つまり、課税減免規定
の限定解釈による否認論というのは、法人税法
６９条の「納付」という文言に着目して、あくま
でもその「納付」という文言の解釈という枠内
で、６９条の趣旨・目的を斟酌して、６９条の中に
適用除外規定が定められていないという欠缺を
補充するというふうな考え方であったと思いま
す。したがって、あくまでも「納付」という文
言の解釈というスタンスは崩していないと考え
ますが、最高裁の採用した考え方は、「納付」
という文言の解釈という枠を取っ払って、６９条
の趣旨・目的それ自体を基準にして、あるいは
趣旨・目的を要件として、といってもよいかも
しれませんが、この趣旨・目的に反する行為を
濫用だと端的にいっているわけです。濫用と認
定して、その規定の適用を否認するということ
です。ここには「納付」という文言の解釈とい
うような思考は、もうみられないと思います。
ですから、課税減免規定の限定解釈による否認
論と課税減免制度濫用の法理、この両者の間に
は、方法論の点では断絶があるとみるべきであ
ると私は考えております。

３．「濫用該当性の判断」と「濫用を許
容しないとする価値判断」との関係

ところで、課税減免制度濫用の法理という最
高裁判所の考え方については、濫用にあたるか
どうかという濫用該当性の判断と、濫用を許さ
ない、許容しないとする価値判断との関係に注
意しておくべきだろうと思います。課税減免制
度の趣旨・目的というものを探知することがで
きれば、その制度の利用が当該制度の濫用すな
わち目的外利用に該当するかどうかということ
を判断することはできます。
しかし、濫用に該当するから、直ちに、否認

すべきである、あるいは許容しない、という価
値判断は、濫用該当性の判断からは導き出せな
いと思います。論理展開にワンクッションを置
かないと、こういう、濫用だから許容しないと
いう判断は出てこないはずです。そこで、両者
を媒介する論理として、どのようなものが考え
られるかというと、例えば、課税減免制度には、
明文の規定では書かれていない、不文ではある
けれども、その不文の濫用規制要件というよう
なものが内在しているのだ、というような論理
が考えられます。そのような論理を介在させれ
ば、濫用該当性から濫用否認の判断を導き出す
ことができると考えられるのです。その濫用は
許さないということは、明文では書かれていな
いけれども、不文の形で当該規定の中に含まれ
ているということを、括弧書きで、介在させれ
ば、その濫用は許容されないと判断することが
できるとは思います。
とはいえ、税法の定める課税減免規定の中に、

常に、そのような、濫用は許さないという不文
の要件が内在しているという考え方は、租税法
律主義の自己否定であるといっても過言ではな
いと考えるところです。結局、課税減免制度濫
用の法理というのは、ここまで突き詰めて考え
ると、租税法律主義と抵触すると考えますので、
その許容性については消極的に考えております。

４．課税減免制度濫用の
法理に関する権利濫用アプローチと
租税回避アプローチ

先ほど旧大和銀行事件と旧三和銀行事件の２
つの判決で、外国税額控除制度の濫用と書かれ
ている部分の表現の違いを指摘しておきました。
何がいいたいのかを簡単に述べておきますと、
旧大和銀行事件の方は、「本件取引に基づいて
生じた所得に対する外国法人税を法人税法６９条
の定める外国税額控除の対象とすることは」と
いう部分がこの文章の主語です（別添資料４・
本誌２７５頁）。６９条の下で与えられている外国税
額控除権を行使するということが主語だと言い
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換えてもよいと思います。外国税額控除権の行
使が外国税額控除制度の濫用だということです。
そういう読み方をすると、これは広い意味では
権利濫用に当たるということです。
これに対して、旧三和銀行事件の方は、非常

に短くて、「本件各取引は」という部分が主語
になっております（別添資料４・本誌２７５頁）。
この「本件各取引は」という部分をもう少し敷
衍すると、「法人税法６９条の要件に該当する取
引」と読むことができます。つまり、私法上の
選択可能性を利用して、わざわざ６９条の要件に
該当するような取引を行うと読むわけです。そ
うすると、そのような取引によって租税上の利
益を得るということになりますから、この判決
は、これを私法上の選択可能性の濫用とみて、
租税回避のことを外国税額控除制度の濫用と呼
んでいるのだと理解することもできると思いま
す。
判決を書いた方がそこまで意識しておられる

かどうかはちょっとわかりませんが、明らかに
文章の書き方が違いますので、２つの判決を評
価するときに分けて考えておく必要があろうか
と思います。

Ⅳ．私法上の法律構成による
否認論

１．映画フィルムリース事件
［パラツィーナ］事件

続きまして、私法上の法律構成による否認論
に入らせていただきます。これは先ほどの外国
税額控除余裕枠利用事件などでも主張されたと
ころですが、他の租税回避事案においても主張
されております。ただ、これを採用した判決と
して一般に挙げられるのは、映画フィルムリー
ス事件に関する大阪高裁平成１２年１月１８日判決
（＊報告者注：訟月４７巻１２号３７６７頁）くらいであ
ろうかと思います。映画フィルムリース事件は、
ラフにその事案の骨子のみに着目していえば、

映画フィルムを対象とした一種のセール・アン
ド・リースバック取引の事案だとみることがで
きようかと思います。すなわち、セール・アン
ド・リースバック取引は、現行の法人税法や所
得税法では、明文の規定で、売買取引ではなく
融資取引として扱うことが定められていますが、
そういう明文の定めのないところで、映画フィ
ルムの売買取引を金融取引であるとみることが
できるかが問題になった事案です。金融取引と
みるというような事実認定は何を目的としてい
るかというと、売買取引であれば、映画フィル
ムの所有権を取得するので、その映画フィルム
の減価償却費を計上することができますが、金
融取引だから所有権は取得していないから、減
価償却費の計上を否認することができる、とい
う結論を導く目的で、そのような事実認定を行
おうとしたのだと考えられます。
私法上の法律構成による否認論の内容を確認

するために、別添資料５（本誌２７５頁）の上か
ら３行目辺りを読ませていただきます。
「課税は、私法上の行為によって現実に発生

している経済効果に則してされるものであるか
ら、第一義的には私法の適用を受ける経済取引
の存在を前提として行われるが、課税の前提と
なる私法上の当事者の意思を、当事者の合意の
単なる表面的・形式的な意味によってではなく、
経済実体を考慮した実質的な合意内容に従って
認定し、その真に意図している私法上の事実関
係を前提として法律構成をして課税要件への当
てはめを行うべきである。したがって、課税庁
が租税回避の否認を行うためには、原則的には、
法文中に租税回避の否認に関する明文の規定が
存する必要があるが、仮に法文中に明文の規定
が存しない場合であっても、租税回避を目的と
してされた行為に対しては、当事者が真に意図
した私法上の法律構成による合意内容に基づい
て課税が行われるべきである」。
最後の「仮に」というところからの部分が、

私法上の法律構成による否認論のポイントかと
思います。
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２．課税要件事実の認定における
租税回避目的の意義と機能

さて、私法上の法律構成による否認論が何を
意味するのかはいろいろな人が議論をしている
わけですが、最近公表された法務省の租税訟務
課長の方の書かれた論文（＊報告者注：岸秀光
「租税回避事件の動向（『私法上の法律構成による
否認』と『処分証書の法理』を中心として）」訟月
５５巻１号別冊１３３頁）を読みますと、「純粋な私
法上の法律構成による否認」という言葉を使っ
ておられますが、この「純粋な私法上の法律構
成による否認」という言葉はどういう意味で使
われているかというと、「私法上の法律関係を
私法的（経済実態を重視する税法的観点からで
はない。）に検討して、いかなる権利義務関係
が生じているかを確定し、それに即して課税を
行う」（＊報告者注：岸・前掲論文１４３頁）という
意味で使われております。「私法的に検討する」
という部分に括弧書きがありますが、「私法的
に」というのは、「経済実態を重視する税法的
観点」と対比して、用いられていますので、こ
こにも、冒頭で述べた法律的思考と経済的思考
の対立がみられます。ともかく、純粋な私法上
の法律構成による否認論は、税法的・経済的な
観点から当事者の真の意図した法律関係を認定
して課税を行うという手法とは異なるというこ
とですが、後者のような手法、すなわち、税法
的・経済的な観点から当事者の真の意図した法
律関係を認定して課税を行うという手法を、仮
に先ほどの「純粋な」との対比で「不純な私法
上の法律構成による否認」というとすれば、大
阪高裁が述べている考え方は、まさに、不純な
私法上の法律構成による否認を認めたというこ
とになると思います。
判決文のどの部分からそういうふうにいえる

かというと、判決文の中で「租税回避を目的と
してされた行為に対しては」云々という記述が
あります。私法上の法律構成による否認論とし
て課税庁、あるいはそれを採用した大阪高裁が

いわんとする考え方は、租税回避目的を事実認
定の基準として重視する考え方だと考えられま
す。しかも、取引に租税回避目的があるという
ことは、その取引の真実性を疑わせる間接事実
になるという考え方であるといえようかと思い
ます（＊報告者注：岸・前掲論文１４７頁参照）。こ
のような考え方のことを、私法上の法律構成に
よる否認論という考え方だと私は理解しており
ます。
このような、租税回避目的を事実認定の基準

として重視する考え方は、私法上の法律構成が
問題となる事案だけではなくて、例えばいわゆ
る武富士事件のような住所の国外移転のような
事実行為についても採用されることがあります。
その判決（＊報告者注：東京高判平成２０年１月２３
日訟月５５巻２号２４４頁）については別添資料５（本
誌２７６頁）に付けておりますが、時間の関係で
割愛させていただきます。

３．「経験則」の名の下での価値判断

さて、租税回避目的を事実認定の基準とする
考え方が私法上の法律構成による否認論だと考
えた上で、さらにこれを展開しますと、次のこ
とがいえると思います。すなわち、租税回避目
的を、当事者の選択した法形式が真実の法律関
係と異なることを強く推認させる重要な間接事
実とみるのであれば、その前提として次の価値
判断があるかと思います。
すなわち、「租税回避目的という経済的に不

合理・不自然な目的をもって当事者の選択した
法形式は、経験則によれば、取引通念上特段の
事情のない限り選択したであろう法形式とは異
なるから、取引通念に照らし通常の法形式を想
定して定められた課税要件への該当性の判断に
おいては、反証のない限り、真実の法律関係に
合致しないものとして無視し、通常の法律関係
に引き直すべきである」、というような価値判
断が、先に述べたような、租税回避目的を事実
認定の基準とする考え方に先行していると理解
されます。
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そのような、「租税回避目的があるような行
為は、通常の取引形式とは異なって、異常な取
引形式なのだ。だから、通常の取引形式に引き
直すべきである」という価値判断が、私法上の
法律構成による否認論の前提としてあるとすれ
ば、次にどういうことがいえるかというと、「当
事者は租税回避目的をもって、ある法形式を選
択した。その場合には、その法形式が真実の法
律関係と異なるということが強く推認される」
ということになろうかと思います。
そうすると、「特段の反証のない限り、その

法形式とは異なるような課税要件法上想定され
ている通常の法形式を基準にして、課税の適否
を判断すべきである」との推認が裁判上働くこ
とになるのではないか。そのような推認ルール
が成立すると思います。このことを前提としま
すと、私法上の法律構成による否認論について
は、次のような性格づけができると思います。
すなわち、私法上の法律構成による否認論の

ねらいあるいは企図が、租税回避事案における
契約解釈または契約の法的性質決定に関する裁
判上のルールの確立にあることをも考慮すると、
それは、立証責任の分配を考慮して課税要件法
を解釈し、その適用に関する裁判上のルールを
確立するに当たって、税法の目的、特に租税負
担の公平の実現あるいは租税正義の実現といっ
てもよいかと思いますが、そのような税法の目
的を総合的に考慮して、租税回避の経済的な不
合理性または異常性、換言すれば、租税回避の
不当性というような見地から、課税要件法を訴
訟法上再構成して、その中に先ほど述べたよう
な裁判上の推認ルール、すなわち、租税回避目
的をもって選択された取引形式は通常の取引形
式とは異なることが強く推認されるという裁判
上の推認ルールを、確立することができると思
います。そして、そのような推認ルールとして、
私法上の法律構成による否認論が性格づけられ
ることになると思います。
まさに今述べたことを実体法のレベルでもし

いうとすれば、「租税回避目的をもって選択さ

れた取引形式というのは、通常の取引形式に引
き直されるべきである。このことをもし法律の
否認規定なしに認めるとすれば、現在の通説に
おいては租税法律主義に違反する」ということ
になろうかと思います。このことを裁判上の推
認ルールとしていえば、これは実体法の議論で
はありませんので、明示的には租税法律主義と
の抵触、バッティングは避けられそうですが、
しかし、裁判上の推認ルールとしてではあれ、
これに従って、租税回避目的をもって行われた
取引形式は通常の取引形式とは異なるというこ
とが強く推認され、特段の反証のない限りは通
常の取引形式に引き直して課税することが裁判
上容認されることになれば、これはやはり租税
法律主義の考え方が、訴訟法のレベルではあれ、
損なわれると思います。
また、裁判上の推認ルールはまさに事実認定

のレベルで議論しているわけですが、本来法律
論でやるべきことを事実認定のレベルで片付け
る、処理することは、事実認定のあり方として
は好ましくないと説かれています。もし実体法
上否認規定がない場合に、訴訟法において推認
ルールを働かせて、結果的には実体法上否認規
定がないにもかかわらず、租税回避を否認する
ことが行われるとすれば、これはまさに法律論
でやるべきことを、事実認定のレベルで処理し
ている、ということになると思います。
映画フィルムリースの事件で、最高裁は、大

阪高裁とは異なり、私法上の法律構成による否
認論にはよらずに、減価償却資産の要件該当性、
法律上の要件該当性という見地から、減価償却
資産には該当しないという判断を示しました
（＊報告者注：最判平成１８年１月２４日民集６０巻１
号２５２頁）。結論においては、大阪高裁と同じな
のですけれども、その結論を導く理由づけ、あ
るいはそこへ持っていく論理、手法は大きく異
なります。大阪高裁は、事実認定のレベルで先
ほど述べたような推論を働かせて、「売買取引
ではなくて、金融取引だ。だから、所有権の取
得はなく、減価償却費は計上できないのだ」と
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いう結論を導き出したのですが、最高裁の場合
は減価償却資産の要件に該当しないという実定
法の解釈に終始したというわけでありまして、
法律論で処理しました。だから、最高裁のよう
なことが可能であるということであれば、敢え
てそれをなぜ事実認定のレベルでやるのかとい
うところが問われないといけないわけですが、
私法上の法律構成による否認論はその、まさに
法律論で処理すべき事柄を、事実認定のレベル
で処理しようとしたところに大きな問題がある
ともいえようかと思います。
また、映画フィルムリース事件最高裁判決の

調査官解説によれば、この判決の意義として次
のようなことが述べられています。すなわち、
「本判決は、租税回避行為につき、税法に明文
の根拠のない一般的な否認法理を用いることな
く、個別の税法の規定の要件解釈により対処す
るという方向性を示したものということができ、
重要な意義を有するものと考えられる。」（＊報
告者注：谷口豊・法曹時報６０巻８号２５２９頁）
映画フィルムリース事件の大阪高裁判決に関

する私の理解のように、大阪高裁が、私法上の
法律構成による否認論を採用し、訴訟法上の推
認ルールによって租税回避の否認ルールを作っ
て、実体法のレベルでは否認規定がなくても、
訴訟法のレベルで否認ができるという考え方を
示したということであるとすれば、この調査官
解説のような考え方、理解というのは、まさに
そのあたりを問題にしているのではないかと考
えた次第です。
いずれにせよ、私法上の法律構成による否認

論に対しては、先ほど引用した租税訟務課長の
論文によると、「最高裁は消極的のようであ
る。」（＊報告者注：岸・前掲論文１５２頁）とされ
ていますが、私もそのようにみております。明
文の否認規定がない場合に否認は認められない
という租税法律主義の考え方を、訴訟法上潜脱
するという点が、まず問題であり、しかも法律
論で処理すべきところを事実認定で処理したと
いう点でも問題であるという点からも、裁判所

としては消極的な態度をとっているのではない
かと思われるところです。

Ⅴ．取引の全体的・一体的観察法

最後に、取引の全体的・一体的観察法と私が
呼ぶところの考え方について、残りの時間を使
ってお話したいと思います。取引の全体的・一
体的観察法とかなり仰々しい名前ではあります
けれども、私なりに定義しますと、「私法上の
複数の契約ないし取引行為を課税上全体として
一体的に把握し、そのような一体的に把握され
た取引事実をもって、課税要件事実として認定
する考え方ないし方法」というようになろうか
と思います。事実認定に当たって個々の取引事
実をみるのではなくて、複数の契約や取引とい
うものを全体としてみて、それを要件、規範に
当てはめていくという考え方として、取引の全
体的・一体的観察法というものを考えているわ
けです。

１．私法上の法律構成による
否認論との関係

では、このような考え方はどこで登場したの
かということですけれども、最初にみた外国税
額控除余裕枠の利用事件の１審段階では、この
考え方は課税庁側の主張に含まれていました。
私法上の法律構成による否認論が１審段階で主
張されていたわけですが、私法上の法律構成に
よる否認論は、少なくとも１審段階ではもう１
つ注目すべき内容を含むものでした。
先に取り上げたのは三井住友銀行事件の大阪

高裁判決でしたが、その原審・大阪地裁（＊報
告者注：大阪地判平成１３年５月１８日訟月４８巻５号
１２５７頁）の判示の一部を別添資料６と７（本誌
２７７頁～２７８頁）に載せております。別添資料７
のエのところです。「上記イあるいはウの判断
にあたっては」、これは私法上の法律構成によ
る否認の判断にあたっては、と読んでもらった
らよいのですが、私法上の法律構成による否認
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の判断にあたっては、「複数の当事者間で行わ
れた個々の契約が存在するとしても、全体があ
らかじめ計画された一連のスキームであるなら
ば、全体を一体のものとして判断すべきであ
［る］」と判決の中で述べられています。
この部分で述べられている考え方を、私は取

引の全体的・一体的観察法と呼んだわけです。
そのネーミングについては後で述べますドイツ
の同じような考え方を参考にしたのですけれど
も、１審段階では私法上の法律構成による否認
論との絡みで、取引の全体的・一体的観察法が
出ていたのです。ただ、この考え方はその後の
控訴審の段階では主張されなくなりました。ほ
かにも、例えば航空機リース事件（＊報告者注：
名古屋地判平成１６年１０月２８日判タ１２０４号２２４頁）と
いう別件でも当初はこの考え方が主張されてい
たわけですが、課税庁側がこの主張を取り下げ
る格好になりましたので、取引の全体的・一体
的観察法は訴訟の場面からはいったん消えたか
のように思ったわけです。したがいまして、こ
の考え方自体があまり深く追求して検討するほ
どの意味もないと思っていたところです。

２．課税減免制度濫用の法理との関係

ところが、先ほど取り上げました外税控除余
裕枠利用事件の最高裁判決が別添資料３と４
（本誌２７４頁～２７５頁）にありますけれども、別
添資料４の方の上から３行目の部分が、本件取
引が外国税額控除制度の濫用にあたるという判
示の部分の書き出し部分です。この部分の「と
ころが」というところからですが、「本件取引
は全体としてみれば」云々というふうな書き出
しになっています。
旧三和銀行事件も同じような書き出しであり

まして、「本件各取引は、これを全体としてみ
ると」というふうな書き出しになっています（別
添資料４中ほど）。これを仮に「取引を全体と
してみる方法」と呼ぶとすれば、取引を全体と
してみるというようなことをもって、外国税額
控除制度の濫用という結論まで導く判示は、何

を意味しているのかと考えたときに、１審段階
とかで出ていた、私が取引の全体的・一体的観
察法と呼ぶべき考え方が、この段階で復活した
のかと考えたわけです。
ただ、最高裁は、この判決文からもわかりま

すように、外国税額控除制度の濫用という結論
を導く部分で最初に「取引を全体とみる」とい
うようなことを述べているのですが、これに対
して、１審段階では私法上の法律構成による否
認論の延長線上でこういう考え方が示されてい
ました。

３．ドイツにおける全体的
企図判例からみた評価

取引を全体としてみる方法、あるいは取引の
全体的・一体的観察法というものをどういうふ
うに位置づけたらいいのかということについて、
この１審段階と最高裁とで同じなのか、違うの
かというあたりが興味深いところではあります
が、時間の関係でそのあたりの詳細なことは割
愛させていただきます。
結論のみをいわせていただくならば、私がド

イツの議論も参照しながら考えますところでは、
ドイツには全体的企図判例（Gesamtrechtspre-
chung）と呼ばれる考え方がありますが、これ
は、取引を全体としてみるという事実認定の方
法で、連邦財政裁判所の判例法上確立されたも
のです。この判例法の考え方やその基礎にある
考え方を検討したところからすると、取引の全
体的・一体的観察法を最高裁が採用したと考え
た場合でも、それはやはり１審の考え方とは違
うだろうと思います。最高裁が、取引を全体と
してみるということを敢えて説示したのは、最
高裁が課税減免制度濫用の法理を規範として定
立したがためではないかと考えられます。課税
減免制度濫用の法理に基づく規範に事実を当て
はめるとき、その個々の取引なり事実をみてい
ただけでは濫用とは結論づけられないのですが、
しかし、取引を全体としてみて、その規範に当
てはめると、本件事実は濫用と評価されるべき
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ものであるということがいえるから、全体とし
てみることを、まずやらなければならなかった
のではないか、そう理解しています。
したがいまして、この事件で、取引事実を全

体としてみることを最高裁が説示したからとい
って、これを事実認定の方法として一般化でき
るかどうかは別問題だろうと思います。要する
に、課税減免制度濫用の法理という規範を定立
した判決であれば、事実認定の方法として全体
としてみることをしなければならないかもしれ
ないけれども、そういう規範を定立しない場合
についてまで、事実認定の方法として一般的に
こういうものを採用すべきであるということを、
最高裁が判示したとは考えられないと思います。
したがいまして、取引の全体的・一体的観察

法というのはなかなか位置づけが難しいのでは
ないかと考えておりますし、ドイツの判例なん
かをみても、日本の現在の議論とはちょっとか
み合いにくいところもありますので、また勉強
して、皆さんに別の機会にご報告できればと思
います。時間があれば、ドイツの全体的企図判

例についてももう少し立ち入った話がしたかっ
たのですが、時間の関係で割愛させていただき
ます（＊報告者注：詳しくは、谷口勢津夫「税法
における取引の全体的・一体的観察法の意義と問
題－税法に『税法秩序の自力防衛』原則は内在す
るか－」税法学５６１号（２００９年）１５８頁を参照され
たい）。

Ⅵ．おわりに

そろそろ時間が参りましたので、最後に「お
わりに」ということで、資料３（本誌２７１頁）
には司法的積極主義と租税法律主義ということ
が書いてありますが、その点についてまとめと
して若干コメントして、今日の話を終えたいと
思います。
裁判所が、司法的積極主義という流れの中に

あるとすれば、この流れの中で裁判官は狭い意
味での解釈にとどまらず、法創造という領域に
も踏み込んでいるのではないか、というのが本
日の報告の出発点にある認識です。その場合の、
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その法創造を行う場合の、根拠といいますか、
別の言い方をすれば法創造の源泉といった方が
よいかもしれませんが、その法創造の源泉とし
て重要な意味、役割を担っているのは何かとい
うと、それは租税法規の趣旨・目的であろうか
と思います。
課税減免規定の限定解釈による否認論では、

この規定の趣旨・目的を重視して、それを基準
にして、その文言を限定的に解釈する考え方が
採用されていますし、課税減免制度濫用の法理
という考え方では、さらに一歩踏み込んで、制
度の趣旨・目的自体を要件あるいは基準として、
濫用に当たるかどうかを判断することとされた
わけです。裁判所が積極的に踏み込んだ判断を
するに当たって租税法規の趣旨・目的は非常に
重要な意味を持っていると考えるところです。
特に、課税減免制度濫用の法理については、

趣旨・目的自体があたかも規範であるかのよう
に、その趣旨・目的に反しないかどうかによっ
て、その規定の適用があるか、ないかを決める
ところまで来ているのです。私はそのような現
象を「租税法規の趣旨・目的の法規範化現象」
と呼んでいます。あるいはそういう傾向をその
ように呼んでいるわけです。しかし、そこまで
租税法規の趣旨・目的を重視することが果たし
て妥当かどうかは検討しておかなければならな
いと思います。
もともと、租税法規の趣旨・目的は、まずも

って、租税法規の解釈において文理解釈を補う
ものです。文理解釈でその規定の意味が一義的
に確定できない場合には趣旨・目的を斟酌して、
その意味を明らかにする、というように、あく
までも文理解釈との関係で、これを補うものと
して重視されるべきものと思うわけです。それ
を越えて、あたかも規範であるかのごとく趣
旨・目的を扱うのは租税法律主義の下ではやは
り許されないと思います。
特にわが国では、租税法規の趣旨・目的を示

す一次的な資料が整備されていない状況にある
わけです。私はこの報告でも租税法規の趣旨・

目的とか、課税減免規定の趣旨・目的とか、あ
たかもそれが明らかであって、共通の理解があ
るかのごとく今まで話してきました。「では、
法人税法６９条の趣旨・目的は何ですか」という
ことについてどこまで共通の理解があるのかと
いうと、これはなかなか難しい問題だろうと思
います。
アメリカなどのように、立法趣旨あるいは立

法目的について立法理由書のようなものが整備
されていれば、租税法規の趣旨・目的を明らか
にする手がかりがあろうかと思いますけれども、
そういうものが整備されていないわが国におい
ては、趣旨・目的を強調して、それを解釈適用
の基準にするところまで行くと、裁判所といえ
ども行きすぎではないか。司法的積極主義とい
う流れを私は否定するものではなく、むしろそ
れは重要な流れであるとは思っておりますけれ
ども、やはり限界はあるのではないか、と思っ
ております。
それから、もう１点。この報告では租税回避

目的に注目して報告してまいりました。ただ、
裁判官による法創造を促すために、租税回避目
的を強調しすぎることにも問題があると思いま
す。租税回避目的で行う行為は、確かに、納税
者間の不公平をもたらします。したがって、不
当であるといえようかと思います。しかし、租
税回避行為は不当であっても、それを否認する
明文の規定がない限り、それは許された行為で
あるとみるべきです。もっといえば、適法な行
為であると私は考えております。
つまり、租税回避は、課税要件の充足を免れ

ることによって租税負担を不当に減少させるが、
それは適法であると考えるところです。租税回
避は、不当だが適法な税負担の軽減と定義され
るべきだろうと思うわけでありまして、その不
当性の側面ばかり強調するというのは明らかに
バランスを欠くのではないか。むしろ適法であ
るという側面も強調するべきではないかと思っ
ております。こういうふうに租税回避が適法で
あるという側面を強調する考え方を私自身は
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「リベラルな租税回避観」と呼んでおり、私自
身はこちらの方に足場を置いていると申し上げ
ておきたいと思います。
もし租税回避目的を殊更に強調することによ

って、裁判官に法創造を促して、例えば課税減
免制度濫用の法理にみられるように、租税法律
主義の下で強調される厳格な法解釈、また場合
によっては一定の厳格な要件の下では法創造も
許されると私は考えますけれども、それらの限

界を越えることがあってはならないと考えます。
また、私法上の法律構成による否認論のように、
租税回避目的を強調することによって、事実認
定を歪めるようなことがあってもならないと思
っております。したがいまして、租税回避目的
を強調することによる司法的積極主義に対して
は、一定の限界を明確に認識しておく必要があ
ろうかと思います。
以上、ご清聴ありがとうございました。
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資 料

「税法における『司法的積極主義』の意義と課題」

谷口勢津夫（大阪大学）

【報告概要】
近時、税法の分野でも、特に租税回避事案をめぐって、「司法の役割」あるいは「裁判所の

責任」が問われ、注目を集めるようになってきている。判例の中には、これに応えるかのよう
に、税法の解釈適用について、これまでにないようなかなり踏み込んだ判断を示すものがみら
れるようになってきた。
本報告では、このような傾向を「司法的積極主義」と呼ぶこととした上で、いくつかの租税

回避判例の検討を通じて、その意義や課題を明らかにすることにしたいと考えている。

Ⅰ．はじめに

○最近の税務訴訟の状況と「司法的積極主義」

○税法の解釈適用における実質主義
・「租税というものは経済生活の諸現象の上に建てられるものである。」（E．Blumenstein）

租税という「建物」 税法 「建材」（課税要件要素 Steuertatbestandsmerkmale）
≒私法上の概念・法律関係

「土台」＝経済取引
↓

・税法の「建て付け」の悪さ（経済的思考と法律的思考の対立）
↓

・「経済的実質」に即した解釈適用
租税回避＝私法上の形成・選択可能性（←「建材」）の濫用

○司法の役割・責任論とそのための技法
①課税減免規定の限定解釈による否認論
②課税減免制度濫用の法理
③私法上の法律構成による否認論
④取引の全体的・一体的観察法

１／３
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○租税回避の概念と租税回避への対処方法
租税回避（Steuerumgehung）⇔①②

＝ ③④
「法律回避（Gesetzesumgehung）の一場合」

⇔・「法律の解釈（Gesetzesauslegung）」による対処
・「事実の解釈（Sachverhaltsauslegung）」による対処

Ⅱ．課税減免規定の限定解釈による否認論

○外国税額控除余裕枠利用［三井住友銀行］事件・大阪高判平成１４年６月１４日訟月４９巻６号１８４３頁

○「課税減免規定の限定解釈」→課税減免規定に関する適用除外要件（規定）の創造
＝現行法人税法６９条１項括弧書

cf．適用除外規定の欠缺（隠れた欠缺）の補充＝目的論的制限（teleologische Reduktion）

○課税減免規定の立法目的と、納税者の事業目的（⇔租税回避目的）との関係
→課税減免規定の限定解釈による否認論＝税法の解釈論において納税者の租税回避目的を基準

とし、あるいは重視する考え方

Ⅲ．課税減免制度濫用の法理

○外国税額控除余裕枠利用事件①旧大和銀行事件・最判平成１７年１２月１９日民集５９巻１０号２９６４頁
②旧三和銀行事件・最判平成１８年２月２３日訟月５３巻８号２４６１頁

○課税減免規定の限定解釈による否認論との関係

○「濫用該当性の判断」と「濫用を許容しないとする価値判断」との関係

○課税減免制度濫用の法理に関する権利濫用アプローチと租税回避アプローチ

２／３
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Ⅳ．私法上の法律構成による否認論

○映画フィルムリース［パラツィーナ］事件・大阪高判平成１２年１月１８日訟月４７巻１２号３７６７頁

○課税要件事実の認定における租税回避目的の意義と機能
→課税要件事実に関する真実の法律関係（＝主要事実）の認定における「重要な間接事実」
→「目的論的事実認定」の基準
住所国外移転［武富士］事件・東京高判平成２０年１月２３日訟月５５巻２号２４４頁

○「経験則」の名の下での価値判断→「裁判規範としての一般的否認規定」

Ⅴ．取引の全体的・一体的観察法

○外国税額控除余裕枠利用［三井住友銀行］事件・大阪地判平成１３年５月１８日訟月４８巻５号１２５７頁

○外国税額控除余裕枠利用事件①旧大和銀行事件・最判平成１７年１２月１９日民集５９巻１０号２９６４頁
②旧三和銀行事件・最判平成１８年２月２３日訟月５３巻８号２４６１頁

○私法上の法律構成による否認論との関係

○課税減免制度濫用の法理との関係

○ドイツにおける全体的企図判例（Gesamtplanrechtsprechung）からみた評価
・税法に内在する「税法秩序の自力防衛」原則
・広義の目的論的「解釈」（類推や目的論的制限を含む）→法創造

Ⅵ．おわりに

○「司法的積極主義」と租税法律主義

３／３
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別 添 資 料

【第６２回租税研究大会報告用資料～判例抜粋～】

◆外国税額控除余裕枠利用［三井住友銀行］事件・大阪高判平成１４年６月１４日訟月４９巻６号１８４３
頁

（当審における被告の主張）
�１ 租税回避行為に関し司法に期待される役割
ア 急速な国際化の進展とともに、国際的取引における租税回避行為はますます巧妙化してきて
おり、その形態は、タックス・ヘイブンの利用、租税条約の濫用による方法など様々であるが、
実際の国際的租税回避戦略においては、各国の国内法、租税条約、外国為替管理法、金融事情、
会社設立手続、地理的政治的経済的環境等を徹底的に研究し、各種の方法を組み合わせ、企業
全体の全世界的租税負担を極少とするように複雑な秘密性のあるスキームを作成する高度な戦
略が採られる。
このような国際的租税回避戦略は、各国の税制や税率の差異、タックス・ヘイブンの存在等

を不自然な形態で、かつ、経済的合理性がないにもかかわらず、極限まで巧みに利用するもの
であり、これらの国際的租税回避行為は、１９８７年のOECD租税委員会報告書「国際的租税回
避行為と脱税」に沿って述べれば、〔１〕租税負担の公平の原則に反し、〔２〕国家財政に深刻
な影響を与え、〔３〕適正な国際競争や国際資本の流れをゆがめることになり、〔４〕特定の企
業が国際的租税回避の利益を享受し、他の者はこれを享受できないという不公平をもたらすこ
とになる。さらに、国民に対する法律の権威を失墜させ、納税道義あるいは申告水準の低下を
もたらすという弊害をも生じるものであって、到底放置できないものである。
このような国際的租税回避行為による課税逃れに対し、各国はそれを阻止する立法的措置を

講じているだけでなく、各国の裁判所もこれを許さないという姿勢を明確にしてきている。
これに対し、我が国においては、租税法律主義を比較的厳格に適用すること、また、明文の

租税回避否認規定がなければ否認をし得ないと解されていることなどから、ともすれば、租税
法の解釈・適用が、硬直的、形式的な判断に流れやすく、そのため、もともと外国のアレンジ
ャーにねらわれやすい面がある。また、事後的に新たな立法を行うことにより租税回避防止を
図ることにも限界がある。
したがって、このような租税回避行為の濫用事案においてこそ、具体的妥当性を確保するた

めの司法の役割が存するのであり、具体的妥当性確保の見地から事実認定、法律解釈を展開す
る裁判所の活動により、一定の範囲内において正義が確保されることにこそ司法権の存在意義
があるのであり、これがされないことは、正に司法の役割の自己放棄にほかならない（中里実
鑑定意見書：乙２０の２）。

イ しかも、租税回避行為は、本質的に、課税逃れであることを知って制度を濫用するものであ
り、特に、本件各取引においては、原告が確定申告をする前に本件各取引に係る外国税額控除

１／７
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の適用を受けられないことが明らかになった場合には、その受けられない部分についてはペプ
シコ社及びロシコ社が負担することとなっており（甲２の７項、甲３の９項）、原告自身も、
本件各取引において法六九条の適用が否定される可能性があることを認識しつつ、あえて本件
各取引を実行したものと認められるのであり、そこに租税回避行為の濫用事案であることの本
質が見えているのである。したがって、このような本件各取引に同条の適用を否定したからと
いって、原告は基本的にそのような事態をも予定しているのであるから、租税法律主義が要請
する法的安定性、予測可能性を害することにはならないのである。

ウ 本件の外国税額控除制度の濫用行為によって、我が国が受けた損失並びに原告及び外国企業
の収益は、別紙表１「本件取引による被控訴人の損益等」に記載したとおりである。すなわち、
別紙表１ないし３記載のとおり、外国税額控除を適用することにより、合計で２億６０００万円余
りの租税収入が失われることになる。ところが、原告は、合計で５５００万円程度の収益を上げた
にすぎず、租税回避の利益の大半である二億円余りは、外国企業に流れているのである。
この事実は、本件各取引における外国のアレンジャー（外国企業）による提案が、いかに外

国企業に都合のいいスキームであるかを端的に表すものである。

（当審における原告の主張）
�２ 被告の当審主張�１（租税回避行為に関し司法に期待される役割）に対する反論
ア 合理的な思考の支配する私的経済取引の世界において、人が税負担の最も少ない取引形式を
選択することはごく自然なことであり、租税回避行為（租税法規が予定しない異常な法形式を
用いて税負担の減少を図る行為）といえども、法律の根拠がない限り税法上否認することは許
されない。
その意味において、租税回避行為は税法上許された一種の租税節約であるということができ、

これを禁圧することが司法裁判所の役割などであり得る道理がない。
別言すれば、ある種の租税回避行為が容認できないというのであれば、その類型ごとに速やか
に個別の否認規定を設けて立法的に問題の解決を図るべきであり、その責任は司法裁判所にで
はなく立法府にある。

イ 被告は、甲２の７項、甲３の９項の存在を根拠に、原告が、税額控除の適用が否定される可
能性があることを認識しながら、あえて本件各取引を実行したと論難するが、上記各条項は、
税額控除については頻繁に法改正が行われているところから、限度額の圧縮等により税額控除
を行い得なくなった場合に備えた約定であって、本件各更正処分のごとき税務否認を予想した
約定ではない。

ウ 本件において、原告が控除を求めている外国税額が、本件各取引により原告が得た利益と対
比し、比較的高額となっているのは、現行法がいわゆる所有期間案分の制度を設けていないこ
とから生ずる当然の結果であって、上記の事実をもって制度の濫用ということはできない。
すなわち、法６８条１項所定の所得税額の控除に関しては、法人が利払期直前に経過利子込み

の価額で公社債の買い取り、利払期間全体に見合う所得税額の控除を受けて税負担の軽減を図
ることを防止するため、施行令１４０条の２第１項１号が、いわゆる所有期間案分制度を設け、
元本の所有期間に応ずる部分の所得税額のみを控除の対象にする旨を定めている。
これに対し、法６９条１項所定の外国税額の控除の場合には、所得税額の控除とは違って、も

ともと控除限度額の枠内における控除しか認められない上、別途いわゆる高率負担部分の除外

２／７
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計算の定めもあるところから、所有期間案分制度の導入は意識的に見送られた。
したがって、現行法が、それらの限度額の枠内において利払期間全体に見合う外国税額の控

除を認めていることは明白であり、被告が主張する逆ざやの問題は、結局、上述の所有期間案
分制度を採用するか否かの立法政策如何にかかわっているということができる。

（当裁判所の判断）
「前記４において認定判断したところによれば、本件各取引から貸付金利息に係る所得、すな

わち利子所得を得て、本件各外国源泉税を納付したのは、原告ということになるが、以下、法６９
条１項を限定解釈し、原告が同条項にいう本件各外国源泉税を納付したものではないとの認定判
断をすることが可能か否かについて検討する。
租税法律主義の見地からすると、租税法規は、納税者の有利・不利にかかわらず、みだりに拡

張解釈したり縮小解釈することは許されないと解される。しかし、税額控除の規定を含む課税減
免規定は、通常、政策的判断から設けられた規定であり、その趣旨・目的に合致しない場合を除
外するとの解釈をとる余地もあり、また、これらの規定については、租税負担公平の原則（租税
公平主義）から不公平の拡大を防止するため、解釈の狭義性が要請されるものということができ
る。
したがって、租税法律主義の下でも、かかる場合に課税減免規定を限定解釈することが全く禁

止されるものではないと解するのが相当である。
ところで、具体的にどのような限定解釈が可能であるかは、各課税減免規定を通じて一般化す

ることはできず、各法規の文言、関連規定の定め方、制度の趣旨・目的等から、当該課税減免規
定から要請される解釈を探るべきである。」
「法６９条は、国際的二重課税を排除して、日本国企業の国際取引に伴う課税上の障害を取り除

き、事業活動に対する税制の中立性を確保することを目的とすることにかんがみると、同条は、
内国法人が客観的にみて正当な事業目的を有する通常の経済活動に伴う国際的取引から必然的に
外国税を納付することとなる場合に適用され、かかる場合に外国税額控除が認められ、かつ、そ
の場合に限定されるというべきである。
したがって、内国法人が、本来６９条の適用の対象者ではない第三者に、外国税額控除の余裕枠

を利用させ、第三者からその利用に対する対価を得ることを目的として、そのために故意に日本
国との関係で二重課税を生じさせるような取引をすることは、前述した法６９条の制度の趣旨・目
的を著しく逸脱するものというべきであり、当該行為にはおよそ正当な事業目的がなく、あるい
は極めて限局された事業目的しかないものであるから、内国法人が同取引に基づく外国法人税を
納付したとしても、法６９条の制度を濫用するものとして、同条一項にいう『外国法人税を納付す
ることとなる場合』には該当せず、同条の適用を受けることができないとの解釈が許容されてし
かるべきである。」

◆外国税額控除余裕枠利用［旧大和銀行］事件・最判平成１７年１２月１９日民集５９巻１０号２９６４頁

「�１法人税法６９条の定める外国税額控除の制度は、内国法人が外国法人税を納付することとな
る場合に、一定の限度で、その外国法人税の額を我が国の法人税の額から控除するという制度で
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ある。これは、同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し、かつ、事業活動に対する税制の中
立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である。
�２ ところが、本件取引は、全体としてみれば、本来は外国法人が負担すべき外国法人税につい
て我が国の銀行である被上告人が対価を得て引き受け、その負担を自己の外国税額控除の余裕枠
を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ、最終的に利益を得ようとする
ものであるということができる。これは、我が国の外国税額控除制度をその本来の趣旨目的から
著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ、我が国において納付されるべき法人税額を減少させ
た上、この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が享受するために、取引自体によっては外
国法人税を負担すれば損失が生ずるだけであるという本件取引をあえて行うというものであって、
我が国ひいては我が国の納税者の負担の下に取引関係者の利益を図るものというほかない。そう
すると、本件取引に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法６９条の定める外国税額控
除の対象とすることは、外国税額控除制度を濫用するものであり、さらには、税負担の公平を著
しく害するものとして許されないというべきである。」

◆外国税額控除余裕枠利用［旧三和銀行］事件・最判平成１８年２月２３日訟月５３巻８号２４６１頁

「法人税法６９条の定める外国税額控除の制度は、内国法人が外国法人税を納付することとなる
場合に、一定の限度で、その外国法人税の額を我が国の法人税の額から控除するという制度であ
り、我が国の企業の海外における経済活動の振興を図るという政策的要請の下に、国際的二重課
税を防止し、海外取引に対する課税の公平と税制の中立性を維持することを目的として設けられ
たものである。
ところが、本件各取引は、これを全体として見ると、本来は内国法人が負担すべきでない外国

法人税について、内国法人である本件銀行が対価を得て引き受け、これを自らの外国税額控除の
余裕枠を利用して我が国において納付されるべき法人税額を減らすことによって回収することを
内容とするものであることは明らかである。これは、我が国の外国税額控除の制度をその本来の
趣旨及び目的から著しく逸脱する態様で利用することにより納税を免れ、我が国において納付さ
れるべき法人税額を減少させた上、この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が分け合うた
めに、本件銀行にとっては外国法人税を負担することにより損失が生ずるだけの取引をあえて行
うものというべきであって、我が国ひいては我が国の納税者の負担の下に取引関係者の利益を図
るものにほかならない。そうすると、本件各取引は、外国税額控除の制度を濫用するものであり、
これに基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法６９条の定める外国税額控除の対象とす
ることはできないというべきである。」

◆映画フィルムリース［パラツィーナ］事件・大阪高判平成１２年１月１８日訟月４７巻１２号３７６７頁

「本件は、控訴人が、本件売買契約により《甲５》から買受けた本件映画が《甲３》の組合員
らに共有的に帰属する減価償却資産に当たるとして、控訴人の《甲３》に対する出資割合に応じ
て当該資産に係る減価償却費を損金の額に算入したことに対し、被控訴人が、本件売買契約は事

４／７

― 275 ―



実認定・私法上の法律構成による否認により、売買契約としては不成立ないし無効であるとして、
本件映画が減価償却資産には当たらないとしたものである。
課税は、私法上の行為によって現実に発生している経済効果に則してされるものであるから、

第一義的には私法の適用を受ける経済取引の存在を前提として行われるが、課税の前提となる私
法上の当事者の意思を、当事者の合意の単なる表面的・形式的な意味によってではなく、経済実
体を考慮した実質的な合意内容に従って認定し、その真に意図している私法上の事実関係を前提
として法律構成をして課税要件への当てはめを行うべきである。したがって、課税庁が租税回避
の否認を行うためには、原則的には、法文中に租税回避の否認に関する明文の規定が存する必要
があるが、仮に法文中に明文の規定が存しない場合であっても、租税回避を目的としてされた行
為に対しては、当事者が真に意図した私法上の法律構成による合意内容に基づいて課税が行われ
るべきである。
《中略》
以上の事実によれば、《甲４》は、《甲５》（ないし《甲６》）を単なる履行補助者として、本件

映画等の根幹部分の処分権を保有したままで、資金調達を図ることを目的として、また、《甲３》
（ないし控訴人ら組合員）は、専ら租税負担の回避を図ることを目的として、原始売買契約ない
し本件売買契約を締結したと認めるのが相当である。
したがって、原判決も認定するとおり、本件取引のうち本件出資金は、その実質において、控

訴人ら組合員が《甲３》を通じ、《甲４》による本件映画の興行に対する融資を行ったものであ
って、《甲３》ないしその組合員である控訴人は、本件取引により本件映画に関する所有権その
他の権利を真実取得したものではなく、本件各契約書上、単に控訴人ら組合員の租税負担を回避
する目的のもとに、《甲３》が本件映画の所有権を取得するという形式、文言が用いられたにす
ぎないものと解するのが相当である。」

◆住所国外移転［武富士］事件・東京高判平成２０年１月２３日訟月５５巻２号２４４頁

「�１ 住所の認定について
法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をすべき特段の事

由のない限り、その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当であり（最高裁判
所昭和２９年１０月２０日大法廷判決・民集８巻１０号１９０７頁参照）、生活の本拠とは、その者の生活に
最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである（最高裁判所昭和３５年３月２２日第三
小法廷判決・民集１４巻４号５５１頁参照）。そして、一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住
居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の
言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断するのが
相当である。なお、特定の場所を特定人の住所と判断するについては、その者が間断なくその場
所に居住することを要するものではなく、単に滞在日数が多いかどうかによってのみ判断すべき
ものでもない（最高裁判所昭和２７年４月１５日第三小法廷判決・民集６巻４号４１３頁参照）。
�２ 租税回避の目的等について
前記引用に係る原判決の『事実及び理由』中の『第３ 争点に対する判断』の１�１０及び�１２（…

……）において認定した事実によれば、被控訴人は、平成１１年１０月ころ、Ｈ公認会計士から本件
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贈与の実行に関する具体的な説明を受け、本件贈与後、定期的に国別滞在日数を集計した一覧表
を作成してもらったり、Ｈ公認会計士から香港に戻るよう指導されるなどしていたのであるから、
本件贈与以前から、香港に居住していれば多額の贈与税を課されないことを認識し、本件贈与の
日以後の国内滞在日数が多すぎないように注意を払い、滞在日数を調整していたものと認められ
る。
さらに、上記事実に、〔１〕贈与者が所有する財産を国外へ移転し、更に受贈者の住所を国外

に移転させた後に贈与を実行することによって、我が国の贈与税の負担を回避する方法が、被控
訴人が香港に出国する相当以前から、いわゆる節税方法として一般に紹介されていたこと、〔２〕
亡Ｄは、平成９年２月ころ、Ｆ弁護士から、上記の贈与税回避方法について一般的な説明を受け
ていたこと、〔３〕香港子会社の設立及び被控訴人の代表者就任は、亡Ｄの提案によるものであ
ったこと（以上の事実について前記１�４）、〔４〕被控訴人は亡Ｄの実子であり、平成５年１１月の
贈与につき多額の贈与税を負担したことがあったこと（前記１�３）、〔５〕被控訴人は、平成９年
５月８日、亡Ｄ、Ｆ弁護士、Ｉなどを交えた会合に出席したこと（前記１�４）、〔６〕被控訴人は
本件贈与契約の当事者であり、かつ、上記の方法による贈与税回避の利益を直接に受ける本人で
あることを総合すれば、被控訴人は、平成９年６月２９日に香港に出国した際においても、贈与の
実行の時期や贈与税の負担回避の具体的方法の詳細は別として、香港に居住すれば将来贈与を受
けた際に贈与税の負担を回避できること及び上記の方法による贈与税回避を可能にする状況を整
えるために香港に出国するものであることを認識し、出国後は、本件滞在期間を通じて、本件贈
与の日以後の国内滞在日数が多すぎないように注意を払い、滞在日数を調整していたものと認め
るのが相当である。」

◆外国税額控除余裕枠利用［三井住友銀行］事件・大阪地判平成１３年５月１８日訟月４８巻５号１２５７
頁

「�２私法上の法律構成による否認の可能性
ア 所得に対する課税は、私法上の行為によって現実に発生している経済効果に則して行われる
ものであるから、第一義的には私法の適用を受ける経済取引の存在を前提として行われる。
しかしながら、その経済取引の意義内容を当事者の合意の単なる表面的形式的な意味によっ

て判断するのは相当ではなく、裁判所による事実認定の結果として、納税者側の主張と異なる
課税要件該当事実を認定し、課税が行われることは当然のことであるといえる。

イ 仮装取引
すなわち、当事者が外形上取引を仮装し、同外形に応じた経済的効果は発生していない場合に
は、これをもって課税要件を充足したものと解することができないのは明らかである（なお、
通謀虚偽表示の結果、当該契約が無効とされ、結果として課税要件を充たさない場合があり得
るが、これは、前記�１イのとおり、通謀虚偽表示により契約が無効となるか否かが問題となる
のではなく、その結果として、当事者間で利得の保有が確保されなくなる場合に問題になるに
すぎない。したがって、私法上の契約の効力自体が直接問題となるものではない。）。

ウ 真実の法律関係
また、当事者間の契約等において、当事者の選択した法形式と当事者間における合意の実質
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が異なる場合には、取引の経済実体を考慮した実質的な合意内容に従って解釈し、その真に意
図している私法上の事実関係を前提として法律構成をして課税要件への当てはめを行うべきで
ある。
ただし、上記の解釈は、要件事実の認定に必要な法律関係については、表面的に存在するよ

うに見える法律関係に即してではなく、真実に存在する法律関係に即して要件事実の認定がな
されるべきことを意味するに止まり、真実に存在する法律関係から離れて、その経済的成果や
目的に即して法律要件の存否を判断することを許容するものではない。
この限度で、かかる解釈も、租税法律主義が要請する法的安定性、予測可能性を充足するも

のである。
エ なお、上記イあるいはウの判断にあたっては、複数の当事者間で行われた個々の契約が存在
するとしても、全体があらかじめ計画された一連のスキームであるならば、全体を一体のもの
として判断すべきであり、そのような一連の取引は、個々の契約がそのとおり実行されていた
としても、そのことゆえに各契約が各契約所定の内容のものとして当然有効となるものではな
い。」
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